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発 刊 に あ た り 
 
 
乳幼児健康診査は、疾病の早期発見や健康の保持増進を目的に実施されてい

ますが、核家族化、少子化などの様々な環境の変化の中で、子育て支援の場と

しての機能も求められています。 
 このたび、社団法人新潟県医師会編集の「乳幼児健康診査の手引（第５版）」

の姉妹編として、本書「乳幼児保健指導の手引（第４版）」が完成いたしました。

これは、健康診査時の保健指導における関係者の実務書として作成されたもの

です。 
 特に今回は、近年の乳幼児虐待相談件数及び低出生体重児の増加、発達障害

児など気になる子どもや養育者への支援などの重点ニーズに対応するため、改

訂をしました。 
 本書が、「乳幼児健康診査の手引」とともに保健指導の指針として広く活用さ

れ、安心して子どもを産み育てる支援の一助となりましたら幸いです。 
 最後に、本書作成に携わってくださった関係各位の御尽力に深く感謝申し上

げます。 
 
 

平成 26 年３月 

 

 

新潟県福祉保健部長 

  本 間  俊 一 
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Ⅰ 乳幼児保健指導の手引 
 
１ 乳幼児保健指導の手引改訂の趣旨 

平成元年３月の初版発行以降、「乳幼児身体発育値（平成２年）」の作成、「３歳児視

聴覚検査」の導入、「離乳の基本」の改訂などを受け平成８年３月に改訂版を発行した｡ 

その後、「児童虐待の防止等に関する法律（平成12年）」の制定などを受け、内容の追

加及び子育て支援をめざした対応の充実を図るため、全面的な見直しを行い、平成14年

３月に改訂版を発行した。 

今回は、近年の乳幼児虐待相談件数及び低出生体重児の増加、発達障害児など気にな

る子どもや養育者への支援などの重点ニーズに対応するとともに、法改正及び各種指針

などによる変更点を改正した。 

 
 
２ 乳幼児保健指導の手引の主な改訂内容 
(1）発育値は「乳幼児身体発育値（平成22年）」を用いた。 

(2）新たに「０～２か月児の保健指導」を設け、産後うつや産後の身体的変化に伴う不

快症状、低出生体重児への支援などのポイントを示した。 

(3)「１歳６か月児、３歳児の保健指導」において、発達障害児への支援について内容

の充実を図った。 

(4)「Ⅵ よくある訴え・問題別保健指導」については、子育て相談の場で多く遭遇す

る訴えについて検討し、内容の見直しと追加を行った。 

(5）「Ⅶ 児童虐待の予防と早期発見に向けて」では、法改正によって整備されて来た

虐待への対応・予防の具体策を追加し、保健指導のあり方（基本姿勢）、早期発見の

ための観察事項、事例への対応、そのポイントを示した。 

 
 

Ⅱ 乳幼児健康診査における保健指導 
 
１ 保健指導の目的 

母子保健法で示すとおり、乳幼児は心身ともに健全な人に成長していくために、その

健康が保持増進されなければならない。 
乳幼児保健指導の目的は、発育・発達の経過や子どもの健康問題を把握し、生活習

慣・栄養など子育てについての適切な情報を提供することにより、子どもの健全な発

育・発達を促すとともに、養育者の子育て上の不安や悩みを軽減できるように、一緒に

改善策を考え、安心して子育てできるように支援することである。 
特に、乳幼児健康診査は受診率が約９割前後と高く、悩みを持つ養育者を把握できる

貴重な機会であり、家庭訪問などその後の支援のきっかけとなることも多い。また、核

家族化、少子化の中、子育てに関する体験も知識もないまま親になることが一般的となっ

ていることから、乳幼児健康診査は子育てに関する情報や知識を伝授できる好機でもある｡  
子どもの様子を観察し養育者の育児困難感などを敏感に受け止め、支援につなげるこ

とで、養育者が「受けてよかった」「相談してよかった」と思える健康診査にするとと

もに、児童虐待の予防・早期発見にも寄与していかなければならない。   
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２ 乳児保健指導の要点 

(1）乳児期は、身体発育、精神・運動発達が顕著である一方、健康面でも様態の急変な

ど、疾病・異常を来しやすいことから、健全な発育・発達を促すために定期的な健康

診査は必要である。そのことを養育者に理解してもらうとともに、特に愛着の形成に

重点をおいて支援する。 
(2）子どもが育つ環境として父親の育児参加は、自然の姿であり、積極的な参加を勧める｡ 

(3）乳児期（特に第一子の場合）は、育児不安の強い時期なので、養育者の訴えを共感

的に傾聴し、相談の場を活用しながら問題解決できるように働きかける。 
(4）孤立した子育ての予防に向け養育者同士の交流の場をつくり、子育ての楽しさや大

変さについて共感したり、情報交換するきっかけとなるように支援する。 
(5）健康診査の結果、疾病や異常が疑われた場合、養育者の受け止め方に配慮しなが

ら、早期受診・治療の時期を逸しないように働きかける。 
(6）愛着形成の重要な時期であることから、愛着形成が促進されるように支援する。 

 

３ 幼児保健指導の要点 

(1）幼児期の身体発育の変化はやや緩やかになるが、精神・運動発達は顕著である。こ

の時期は個人差が大きいことを認識し、子どもの健全な発育・発達が保証されるよう

に支援する。 
(2）幼児の生活の中で遊びは最も重要な事柄であるため、生活の中で遊びが十分取り入

れられるように働きかける。 
(3）事故死が病死を上回る時期であり、事故防止に努める。 
(4）言語・情緒・社会性の発達について問題が生じた場合、養育者の受け止めに配慮し

ながら対応について養育者とともに検討する。 
(5）愛着形成がなされ「心の安全基地」が形成されているかを確認し、不安定なら支援

する。 
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【愛着（アタッチメント）とは】 

特定の養育者との間に形成される永続的な情緒的結びつきのことであるが、児童

虐待増加の中でその重要性が再認識されてきている。   

生得的に備わっているとされる愛着行動（泣く•微笑む•声を出す•しがみつくな

ど）は、空腹など生理的な欲求が生じた時だけでなく、不快•不安•恐怖など情緒的

混乱を来した時にも活性化され、養育者からのケアと保護を効果的に引き出す。養

育者側も子どものサインには敏感なのである。 

 子どもの愛着行動（サイン）に適時に適切に応答することで、子どもは生理的に

も情緒的にも安定するといった社会的相互作用が繰り返されていく中で、人に対す

る基本的な信頼感・自己肯定感が育まれていくこととなる。 

安定した愛着形成には、安心感・安全感を保証する養育者との相互作用が不可欠

である。子どもの愛着行動が弱かったり、養育者側の応答が鈍かったり不適切（虐

待など）であれば、愛着は未形成又は不安定となり、後の心理社会的な発達に重大

な影響を与えることとなる。 

 

 

 【愛着の形成】 

愛着形成は乳幼児期（臨界期は６か月から１歳半頃とされる）に認知能力の発達

と相まって次のような段階でなされる。 

① 生後３か月頃まで：対人識別のない段階で、子どもが泣くと、抱いて授乳か

おむつ交換かとケアをする（したくなる）、見つめる/微笑むと微笑み返す

（あやしたくなる）、養育者も最優先で応ずることとなる。 

② 生後６か月頃まで：特定の愛着対象者（養育者）を識別し始め、母親が抱く

と一段と喜ぶ•泣き止む。見知らぬ人には真顔になるなど人見知りが始まっ

てくる。 

③ ２〜３歳頃まで：万能感を持って自由気ままに歩き回り、探索行動も旺盛な

一方危険性も高まってくる。安心がそがれた時は、養育者に近接（側にい

る）・接触（身体接触）を求め、何かあったらいつでもすぐに戻れる「心の

安全基地」が形成される。不安な時は、養育者から離れることに抵抗し、後

追いをする。 

④ ３歳頃以後：養育者の意図を察し行動目標の修正と協調性が形成される段階

で、「しつけ」ができる。必ず迎えに来てもらえるという信頼があるので離

れて待てる。こうして形成された「心の安全基地」は生涯にわたり機能して

いくのである。 

コラム 
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Ⅲ 乳幼児健康診査時の留意事項 
 

１ 健康診査会場の設営 

    健康診査が効果的に実施できるように順序を検討し、受診者が流れに沿ってスムー

ズに受けられるよう、会場を設営する。特に問診・診察場面でのプライバシーに配慮

し、流れ作業的にならないよう留意する。 

 相談コーナーにおいては、養育者が安心して相談できるよう別に設営する。 

 

２ 問 診 

(1) 母子健康手帳、母子健康記録票や事前アンケートに記載されている情報をもと

に、必要な情報を把握する。 

(2) 疾病・異常の把握のみならず、養育者の不安や心配などの訴えを把握し、特に、精

神面の訴えをよく聴く。問題によっては、養育環境や家族関係についても情報を把握

する。 

(3) 月年齢に応じたポイントや発達特性を見逃さないように、問診項目についてスタッ

フ間で共通意識を得ておく。 

 

３ 診察場面 

問診時に把握した問題点を診察医に伝えるとともに、養育者が直接医師に相談でき

るように配慮する。 

医師や保健師などの一言の重みに十分配慮する。 

 

４ 保健指導 

(1) 基本的な姿勢として、養育者の考えを尊重することが大切である。 

(2) 「よく育ってますね」などポジティブなことばかけを多くし、養育者が子育てに自

信が持てるようにする。 

(3) 発育・発達には個人差があるので、「標準」「正常」の枠にとらわれすぎないように

注意する。 

(4) 養育者が納得できるように、根拠を示しながら相談に応じる。 

(5) 具体的な保健指導内容は、各家庭環境に合わせて実践できるよう養育者の意見を聞

きながら提案する。 

(6) その月齢に共通する健康問題や育児内容については、適宜、集団指導を取り入れた

り、養育者同士が交流できるように運営を工夫する。 

(7) 疾病や異常の疑い、子育て上の問題をもつ場合は、個別に相談に応じるが、養育者

の心情に配慮し、不必要な不安を招かないよう留意する。 

ア 精密な検査が必要な場合は、積極的に受診行動がとれるように受診の必要性を説

明し、専門機関についての情報を提供し、養育者の受け止めを確認する。 

イ 経過観察が必要な場合は、その時期と方法について養育者と相談する。 
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５ アセスメントのポイント 

・健康診査会場での子どもの様子を確認する（呼名での関わり、物の手渡し、指示理

解、見立て遊びなど）。 
・問診票は、１項目ずつをチェックする前に、まず全体像（発達・生活）を把握する。 
・養育者の主訴を大切にする（子どもの成長発達に起因する問題を反映するため）。 
・子どもの状態のアセスメント 

子どもの状況（人見知り、機嫌、眠い）や子どもの様子がわかる養育者が付き添え

ず、情報不足でアセスメントに至らない場合でも、要観察である場合は、要精検、要

医療を医師・歯科医師の診察を踏まえて判断する。 
・養育者の育児能力や意思・育児環境についても評価する。 
・総合的に判断することが、子どもや養育者に対して適切な支援につながる。 

 

 

６ カンファレンスと記録 

健康診査終了後、従事スタッフによるカンファレンスを行い、気になる事例、事後措

置が必要な事例について、問題を確認し、今後の支援方針をスタッフ間で検討し、共有

する。 

継続した支援が必要な事例については支援の時期と方法、担当者及び支援内容などに

ついて母子健康記録票もしくは管理台帳などに記入する。なお、その管理には十分注意

する。 

また、健康診査が受診者にとって、より有意義で魅力的なものとなるよう運営につい

ても検討する。 
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Ⅳ　乳幼児期における保健指導の概要

新生児 １～２か月 ３～４か月 ５～６か月 ７～９か月 10～12か月

・身体発育状況
・１日の体重増加量（30ｇ程度） ・１日の体重増加量（20～35ｇ） ・１日の体重増加量（15～20ｇ） ・１日の体重増加量（10～15ｇ） ・１日の体重増加量（８～10ｇ） ・体重が出生時の３倍
・生理的体重減少（生後３～５日で ・あやすと笑いはじめる ・体重が出生時の２倍 ・声を出してよく笑う ・養育者に特別の愛着を示す ・身長が出生時の1.5倍
　出生時体重の10％前後） ・光を見つめる、動くものを目で追う ・あやすと笑ったり喃語で応える ・歩く人を目で追う ・人見知り ・いろいろな喃語を出す
・生理的黄疸（生後２～３日から見 ・裸にすると手足をばたばたさせる ・動くものを目で追う ・寝返りができる ・一人ですわっている ・はいはい、つかまり立ち
　られる） ・瞬き反射の出現 ・首がすわる ・顔にかけた布などを手で取る ・欲しいものに手をのばしつかむ ・探索行動が活発になる
・胎便、移行便、母乳便、ミルク便 ・寝ていて首の向きを変える ・腹ばいで頭をあげる ・おもちゃを取られる事に抵抗する ・おもちゃをいじりまわす ・両手でおもちゃを打ち合わせるこ
・一日の大部分は眠っている ・物音やガラガラの音を聞く ・ガラガラを少しの間握っている ・手にしたものは何でも口にもって 　とができる
・裸にすると手足をよく動かす ・手指をもてあそび、しゃぶったり 　いく ・小さいものを指でつまむ
・明るい光を当てると眩しがる   する ・歯が生える ・芸当ができる

・養育者の主体的な育児行動の確立
（発達の個人差について、不安解消、
　自信を持たせる、相談相手を得る） ・スキンシップの重要性 ・愛着形成の重要な時期
・母乳確立への援助（乳房の手当て、分 ・あやしかけを多くする ・親子の相互作用の大切さ ・親子の絆を深める ・大人との関わりが発達を促す
　分泌促進法、授乳法） ・母乳育児継続への支援
・母乳不足感への対応（体重増加、
　尿回数、時間、機嫌） ・授乳や乳房について ・ミルク嫌いの対応

・混合栄養、人工栄養の指導
・保温、室温、湿度、換気 ・離乳の準備 ・離乳の開始 ・離乳中期 ・離乳後期
・入浴のさせ方、注意事項 ・家族と一緒の食事、おやつの与え方
・衣類、おむつ、寝具（材質、着せ ・生活のリズムの確立 ・自分でしたがる気持ちを十分にの
　方、洗濯） 　ばす（ものをいじって遊びたがる、
・おむつ交換の意義（清潔、快適） ・生活空間の拡大 　歩きたがる、食べたがる）

  戸外への散歩、他の子どもの遊ん
　　でいるところなどを喜ぶ

・感染予防 （母体からの免疫の低下）
・外出時の注意 ・動きやすい衣服

・薄着の習慣
・ホームドクターについての考え方 ・予防接種

・むし歯予防（甘味制限、口腔内の
　清潔、食習慣、生活習慣との関係）

・事故防止（窒息） ・事故防止（転落、火傷、誤飲）
・チャイルドシート着用について
・母子保健サービスの活用

・先天異常　　　　　　・停留睾丸 ・吐乳　　　　　　　・鼠径ヘルニア ・先天性股関節脱臼 ・陰嚢水腫 ・お座りができない ・心疾患
・強い黄疸　　　　　　・外表奇形 ・便秘　　　　　　　・臍ヘルニア ・心疾患 ・鼠径ヘルニア ・音のする方を向かない ・移動手段がない
・メレナ ・斜頸 ・からだが柔らかい、しっかりしない
・発熱 ・湿疹
・吐乳 　・あやしても笑わない
・便秘 ・動くものを目で追わない

・首がすわらない

保
　
健
　
指
　
導
　
の
　
要
　
点

異
常
な
ど
の
早
期
発
見

観
　
察
　
の
　
要
　
点
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１歳６か月 ２　　　　歳 ３　　　　歳 ４　　　　歳 ５　　　　歳

・体型は細身型に ・乳歯が生えそろう ・身長の伸びが目立ち、土踏まずも完成 ・体型の細身化が目立つ ・身体のつり合いがよくとれスマートになる

・視力は0.3～0.4 　する ・視力は1.0～1.2

・聴力は約20デシベル

・視力は1.0

・独り歩き ・走る ・運動が盛んになり平衡感覚が著しく伸びる ・激しい運動ができるようになる ・動作が一層なめらかになり敏捷になる

・大きいボールをける ・片足立ち、でんぐりがえし、三輪車をこぐ ・全身運動がうまくなる ・ブランコに立ち乗りして自分でこぐ

・手すりにつかまり、一段ずつ足をそろえなが 　スキップ、平均台をわたる、ブランコをこぐ ・ジャングルジムの上の方まで一人で登れる

　ら階段を昇る ・スピードの調整が出来る

・積み木を２～３個積める ・積み木を６～７個積む ・手先の巧緻性が育つ ・人物を描く、ハサミで切り抜く、ハサミとのり ・思ったこと経験したことを絵に描ける

・絵本をめくる ・ドアの取っ手を回す 　クレヨンで○が書ける 　で簡単なものを作る ・簡単な折り紙ができる

・なぐり書きをする ・障子やふすまを開ける 　ハサミが使える ・積み木でおうちなどを作る

・知っているものを指さしで教える ・二語文を話し、簡単な問いに答える ・日常会話が可能になる ・話しことばが完成する ・自分の思い通りにことばをあやつる

・意味のある単語が言える ・からだの部分や「大、小」などが理解できる ・自分の名前が言える ・経験したことを他の子どもに話をする ・数や文字についての知識や理解が育ってきて、

・言語理解が進み、簡単な指示に従える ・童謡に節をつけて部分的に歌える ・ことばによる意志の伝達は正しい発音で可能 　創造的活動も活発になる

・「なに？」など質問が増える 　となる

・「どうして？」と理由をたずねることが増える

・自我の芽生えが顕著になる ・自己主張が強くなり、自分の思うようにやり ・情緒の発達が顕著にみられる ・情緒の抑えが可能になり、安定する ・感情を自己統制できる

・不安を強く示したり、かんしゃくという形で 　たがる ・自己所有意識や自我意識が強くなる ・想像力がたくましくなり、空想と現実をとりち

　怒りを表すことが多い ・制止されるとかんしゃくをおこして抵抗する 　がえることがある

・対人関係と社会性が発達する ・他の子どもに興味を示し、後をついて行こう ・ごっこ遊び（役割を演じられる）ができ、順番 ・社会性の発達が目立ってくる ・集団でのルールが守れる

・模倣が盛んになる 　とする 　がわかる ・周囲に対してがまんする力が出てくる ・弱い友達や年少児をいたわる

・探索行動が盛んで、養育者から離れて動き回る ・友達の名前がわかる ・協同的、援助的、譲歩的行動が芽ばえる ・友達と協力して一つのものを作る

　が、慣れない場所では離れない ・積み木を電車などにみたてて遊ぶ

・離乳が完了し、幼児食へ移行する ・一人で食事をするが、まだこぼしがちである ・茶碗を持って食べられる ・完全に一人で食事をする ・食前から食後までの行動が自主的になり食卓

・スプーン・フォークが使える ・はしが使えるようになる 　の準備、片づけができる

・コップで水が飲める ・食事中に他の人と会話ができる

　・遊び食べ、むら食いがはじまる

・排尿を予告するようになる ・尿意を訴えながらがまんできる ・尿意がなくても自分の意志で排尿できる ・自分からトイレに行き、大人の管理がいらない

・一人でトイレに行けるが、後始末は手伝わない ・夢中で遊んでいても漏らさない

　と無理である ・一人で大便の始末ができる

・帽子を一人でかぶる ・一人でパンツやズボンを脱ぐ ・脱ぐのは得意になる ・着衣はほとんど自分でできる

・長靴やひものない短靴がはける ・簡単なものは着ることができる

・生活のリズムが安定する ・しつけを開始する ・自分でできることはするという自信が出てくる ・鼻をかむ ・入浴後などに一人でからだを拭く

・歯をみがき、口をすすぐ

・親子の関わりや遊びをとおして精神面及び ・からだを使った遊びを十分に行う ・戸外の活発な遊びをとおして体力増進をはかる ・子どもの質問には面倒がらずに答える ・自立心を育ててやり、本人のやることを最後

　身体面の発達を促す ・言語理解が進み、表現が豊かになる時期なの ・身体面の異常の早期発見と問題行動などへの ・知的発達とともに遊びの内容を深めていくよう 　まで見守る

・咀しゃく機能や消化機能にあわせた形態やバ 　で、経験を豊富にさせる 　対策 　な遊びの奨励 ・子どもの気持ちを理解し受け入れる（甘やかす

　ランスのとれた食事について ・よくほめてあげ、適度に手伝いながら生活習 　視聴覚異常、行動異常、習癖、不適切な ・のびのびした状態で自己実現ができるような 　のではない）

　食事の一部としておやつについて 　慣の自立への意欲を高める 　関わり 　環境を与える ・他の子どもとの比較で高い水準を要求しすぎ

・むし歯予防 ・基本的な生活習慣のしつけを開始する ・情緒の発達が顕著に見られる時期なので、経 ・生活習慣の自立にむけて上手にできた時 　ない

・事故防止と安全教育 ・反抗期の大切さの理解とその対応 　験豊かに養育されることが必要 　には、十分にほめる ・食卓をコミュニケーションの場にする

・むし歯予防 ・友達遊びなどにより社会性を育てる 　・むし歯予防 　・むし歯予防

　・事故防止と安全教育 ・親子遊びを充実させ、子どもの行動や生活

　を干渉しすぎない

・生活習慣の自立ができるよう援助する

・むし歯予防

　・事故防止と安全教育

・慢性疾患（肝疾患、腎疾患、心疾患、気管支喘息） ・斜視・弱視　　　　　　・言語発達の遅れ 　　　　　　　　・夜尿 　　　　　　　・集団行動がとれない

・ひきつけ（熱性けいれん）　　　・運動発達の遅れ ・難聴　　　　　  　　　・多動 　　　　　　　　・自慰行為 　　　　　　　・情緒不安

・難聴　　　　　　　　　　　　　・言語発達の遅れ ・てんかん　　　　　　　・自閉傾向 　　　　　　　　・吃音 　　　　　　　・気になる言動

・斜視 　　　　　　　　　　　　・かんしゃく 　　　　　　　　・チック

                        ・遺糞 　　　　　　　　・友達と遊べない

微細運動

精
　
神
　
発
　
達

言　語

情　緒

社会性

生
　
活
　
習
　
慣

保
健
指
導
の
要
点

異
常
な
ど
の

早
期
発
見

食　事

排　泄

衣服着脱

その他

観
　
　
察
　
　
の
　
　
要
　
　
点

身
体
発
育
・
発
達

体　型
聴　力
視　力

粗大運動
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Ⅴ 乳幼児健康診査各期における保健指導の実際 
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１ 各期の保健指導における共通事項                     

 

 各期の保健指導において共通する事項を明記した。各期を確認する際は、併せて参照さ

れたい。 

 

特  性 観 察 事 項 保  健  指  導 

Ⅰ 身体発育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 子育て支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○身体発育状況 

・身長・体重・胸囲・頭囲の計測値

（個人差があるので、前回までの

計測値や記録を参考に増加状

況を確認） 

・身体各部の大きさ・形態・機能

などについての心配の有無 

（頭部・頸部・胸背部・腹部・そ

径部・陰部・殿部・四肢・目・耳）

○発育面で問題がある場合は、機

嫌・食欲・栄養摂取状況・排便

の状態・日中の活動の様子など

をあわせて確認する。 

○現症・既往歴・家族歴の有無 

○けいれんの既往がある場合 

（発症年齢・発熱の有無・回数・

持続時間・発作の型・発作後の

状況など） 

○現在治療中の病気がある場合 

（病名・発病時期・経過・現在の

様子・医療機関・主治医・治療

内容など） 

 

○子育て環境について確認する。

昼・夜の養育者は誰か。 

○子育てのことで困っているこ

とや相談したいことはないか

確認する。 

・子育てに疲れていないか。 

・子育てに心配がないか。 

・子育てでイライラすることが多

いか。 

・子育ての相談相手や協力者がい

るか。 

・養育者自身のことで困っている

ことがないか。 

 

○計測値を母子健康手帳にその都度記入

し、養育者と共に発育の様子を確認す

ることが大切 

・就学前までの発育・発達の健康記録で

ある。 

・記入することにより、わが子の発育、

発達に関心を向ける。 

○計測値、診察結果を踏まえ、この時期

の子どもの発育の特性や現在の発育状

態について伝える。 

○計測値（カウプ指数、肥満度）で極端

に大（97 パーセンタイルを超える）ま

たは小（３パーセンタイル未満）のも

のは、医師の指示により受診を勧める

か経過観察をする。 

○栄養摂取状況に問題のある場合は具体

的に説明する。 

○繰り返す熱性けいれんや、無熱性けい

れんは医療機関受診を勧める。 

（健康診査の手引 P.5、71 参照） 

 

 

 

 

○子育て上の不安や心身状況を確認しな

がら相談に乗る。 

○実際の子育て環境を把握しながら、養

育者にあった相談・支援方法を提案する｡

・定期的な乳幼児の健康相談の紹介 

・相談窓口の紹介（市町村、子育て支援

センターなど） 

・子育て支援センター、子育てサークル

などへの参加の勧め 

・社会資源利用の勧め（ファミリーサポ

ート、シルバー人材など） 

・必要に応じて保育園、幼稚園への入園

や一時保育などの提案（養育者の疲労

－13－
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特  性 観 察 事 項 保  健  指  導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 予防接種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 事故予防 

○養育者を孤立させない。 

・養育環境の確認（核家族、転勤

族、母親が県外出身者など） 

・養育者の相談できる人の有無や

実際に協力してもらえる体制

の確認（配偶者、両親、友人、

その他） 

・地域の協力体制、社会資源の利

用の確認 

○予防接種の接種状況 

・母子健康手帳や母子健康記録票

で接種状況を確認する。 

 

 

や精神的な不安が強い場合など） 

・必要に応じて、家庭訪問し家族支援（養

育者への協力を他の家族へ依頼するなど）

 

 

 

 

 

 

 

 

○母子健康手帳の積極的活用について 

・予防接種状況は大人になっても必要な

ことがあるので、きちんと記載し保管

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各期の特性を踏まえて指導する（次項

のとおり）。 

 

※各期の保健指導内の●：問題別保健指導であり P.93 の【問題別保健指導】索引からも

確認できる。 
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○子どもの発達と事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用文献：母子保健事業のための事故防止指導マニュアル（平成 17 年３月） 
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２ ０～２か月児の保健指導                       

 

(1) 特性 

・母体内から外界への環境の激変に適応し確立していく時期 

・感覚器官を含め、すべての身体発育や行動の発達は子どもが生来持っている機能の発

達によることが大きいが、こうした生得的、生理的な諸能力の発達も、その子どもが

生活している環境、特に周りの大人との温かく豊かな相互応答的な関係の中で順調に

促進される。そのため子どもの発育の観察はもちろん、新たな環境の変化に対応する

家族、主に母親へのサポートも重要な時期である。 

 

(2) 保健指導のねらい 

・生理的な変化であるか、疾病に移行する可能性のあるものかを観察し異常あるいは疑

いのある場合、早期受診を勧め、医師の指示のもとで経過観察をするとともに養育者

の不安を受けとめて支援していく。 

・産後うつなど子育て上の様々な訴えにきちんと応じ、自信を持って子育てできるよう

支援する。 

・子どもの状態だけではなく、母親の産褥復古の状況を観察し身体的精神的に回復し安

定して過ごせるよう支援していく。 

・家族背景、生活状況などの環境を細かく把握し、養育者が安心して子育てが出来る環

境が保たれるよう調整を図る。 

 

(3) 保健指導の実際 

特  性 観 察 事 項  保 健 指 導  

Ⅰ 発育・発達 

１ 身体発育 

○生理的体重減少 

・生後３～５日で出生

時体重の10％前後減

少する。 

・生後２～３週までに

出生体重に戻る。 

・それからの体重増加

は１日20～35ｇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○身体発育状況 

○一般状態 

・活気・皮膚の張り・大泉門 

・黄疸・呼吸状態・腹部所見 

・排泄の状況（回数・色・性状）

・チアノーゼ 

 

○日々の状態をよく観察 

・哺乳量・排泄・発熱・呼吸・冷

感・機嫌・元気・チアノーゼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○計測値を母子健康手帳にその都度記入

し、養育者と共に発育の様子を確認する

ことが大切（P.13参照） 

●心疾患あるいはその疑いのある場合

（P.22参照） 

●口唇口蓋裂がある場合（P.22参照） 

 

●体重が増えない。 

・個々の子どもで差が出る。 

・体重だけでなく身体各部のバランスがと

れているかどうかが大切である。 

・疾病がない場合は、授乳内容（量・時

間・与え方・ミルクの濃度）や排便状

況、生活リズムを確認する。 

・哺乳量が極端に少なく、体重増加不良の

ものは受診を勧める。 

・１か月健診前であれば医療機関でフォ

ローの外来を設けていることもある。 

・１回に飲めない時は授乳回数を増やす。
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特  性 観 察 事 項  保 健 指 導  

 

 

 

〇両膝と股関節を曲げ

てＭ字に開脚した状

態が基本姿勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○皮膚 

・落屑 

・表皮の厚みが薄く傷

つきやすい。 

 刺激に敏感。 

・汗腺が大人とほぼ同

数で発汗多量。 

 しかし毛穴が小さく

つまりやすい。 

・皮脂の分泌 

新生児期には一時的

に皮脂の分泌量が増

える。２～３か月を

過ぎると減ってくる｡ 

・皮膚のバリア機能の

低下は、経皮感作ア

レルギーの原因にな

ることもある。 

 

 

 

 

○おむつのあて方、抱っこの仕方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○皮膚について心配の有無、皮膚

の状態の確認 

○スキンケアの適否をみる。 

・衣類やおむつの使用及び洗濯の

状況 

・入浴時の石鹸の使用 

・暖房や冷房など室内環境 

・外気浴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・風邪など感染の予防：外出、暖房･冷房

時の注意 

 

○股関節脱臼の予防 

・大腿を両側からしめつけるようにした

り、両下肢を伸ばした格好にせず、足が

自由に動くような股おむつのあて方、抱

き方を勧める。 

・スリングなど抱っこひもの使用時は特に

注意をする。 

〔抱っこの仕方〕 

股の間から手をお尻にまわし、左右の下

肢が開くように抱く。 

 

●臍ヘルニア（いわゆる｢でべそ｣） 

・５～10人に１人の割合でみられ、生後３

か月頃までは大きくなる。 

・ひどくなる場合は直径が３cm以上にもな

ることがある。 

・しかし、ほとんどのヘルニアは腹壁の筋

肉が発育して自然に治る。   

・普通は機嫌もよく、便も正常で食欲が落

ちることがないので心配ないことを話す｡

・心配なら小児科受診を勧める。 

 

●発疹などがある場合 

・清潔の保持 

・季節に応じた着衣の調節 

・部屋の湿度、温度に注意 

・爪はよく切る。 

以上で改善がみられない場合は受診を勧

める。 

＜洗剤使用上の注意＞ 

・すすぎを十分にする。 

・漂白剤を使ったら十分すすぐ。 

●脂漏性湿疹 

・刺激の少ない石鹸やシャンプーでよく洗

い、十分なすすぎをする。 

・オリーブ油などを塗り、ふやけたところ

でよく洗い落とす。無理に剥がさない。

よくある訴え 

乳児湿疹（P.82）、スキンケア（P.84） 
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特  性 観 察 事 項  保 健 指 導  

・黄疸 

① 生 理 的 黄 疸 ： 生

後２～５日頃より

起こり、遅くとも３

週間以内で消えて

いく。 

②母乳性黄疸：母乳に

よりビリルビンの分

解がおさえられるた

め２～３か月まで続く｡ 

 

○視覚 

・新生児は明るい光を

まぶしがり、少し注

視でき、視力は一般

に30㎝で0.01～0.02

程度 

・１～２か月ではわず

かに追視できるよう

になり視力は30㎝で

0.05 

 

○聴覚 

・聴覚障害は約1,000

人に１～２人 

・両側難聴の場合、生

後６か月までに療育

支援が必要かどうか

診断がされることが

望ましい。 

 

 

 

 

 

 

２ 精神･運動発達 

○原始反射がみられる｡ 

 

 

 

 

 

 

○便の色調はどうか。 

・普通は黄金色であるが淡黄色と

なっていないか。 

・便色調カードの活用 

(生後２週・１か月・１～４か月)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○母子健康手帳から聴覚検査結果

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○原始反射の存在を確認する。 

・モロー反射 

・把握反射 

・吸啜反射 

○追視・注視の状態を確認する。

（健康診査の手引P.11参照） 

 

●胆道閉鎖症が疑われる場合 

・便色調１～３の場合、または、それ以外

のものが１～３に近くなった場合は１日

も早く小児科受診を勧める。 

 

 

 

 

 

 

 

●眼科疾患の疑いがある場合 

・受診を勧める。 

・眼脂は清潔なガーゼなどで拭き取る。眼

脂を周囲に広げないように拭く。ガーゼ

は一拭きする毎に面を変える。 

・感染防止のための手指の清潔に注意 

 

 

 

 

 

・入院中に新生児聴覚検査を行いrefer(再

検査)の場合、精密検査実施医療機関に

紹介され、養育者の同意のもと市町村に

も情報提供される。  

・養育者の不安は、精密検査実施医療機関

や早期支援機関と連携し、早期に解決で

きるようにする。 

・精密検査をうけるまでに時間があるの

で、その間は聴覚障害の有無にかかわら

ず、育児不安が増強しないように丁寧に

相談に乗っていく。 

（健康診査の手引 P.20～21参照） 

※詳細は｢新潟県新生児聴覚検査の手引き｣参照

 

 

●「泣いてばかり」「寝てばかり」の場合 

・哺乳力、哺乳量に問題がなければ、心配

ないことが多い。 

 

よくある訴え 

泣いてばかりいる（P.77） 
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特  性 観 察 事 項  保 健 指 導  

Ⅱ 栄養と食事 

○生理的体重減少後は

１日20～35g増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○母乳やミルクはよく飲むか。 

・母乳やミルクの量、与え方、飲

み方の確認 

○母乳やミルクを十分に飲んでい

るサイン 

・１日に８回以上母乳を飲んでいる｡

・授乳の際、吸啜のリズムは母乳

が出てくるとゆっくりになり、

ごくごく飲みこむ音が聞こえる

ことがある。 

・子どもは、いきいきとしていて

皮膚の張りがあり筋緊張もよい｡

・授乳と授乳の間は満足している

様子である。 

・授乳時に尿と便が同時に排泄さ

れることが多く、尿は1日６～

８回、便は３～８回である。 

・体重増加が順調である。 

 

 

 

 

○母乳やミルクが不足している。

・眠ってばかりいる。 

・反応が鈍く泣き声が弱々しい。

もしくは甲高い。 

・便の回数が少ない。もしくは全

く便をしない。 

・１日体重増加量を計算し､体重が

増えているかどうか確認する。

・吸啜が浅い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○母乳の利点 

・母乳のタンパク質、脂質、無機質などの

栄養素は、消化吸収されやすく利用効率

も優れていて理想的である。 

・母乳は免疫体などを含み、感染抑制作用

がある。 

・アレルギー症状が起こりにくい。 

・母子の絆をより深めるものである。 

・自然であり、かつ簡単で経済的である。

・母乳授乳は母体自身の産後の回復、子宮

復古を促す。 

●母乳不足感 

・実際には子どもが十分な母乳を摂取して

いるのに母乳が足りないと感じる場合を

母乳不足感という。 

・この場合、母親の育児不安に対する支援

が必要である。 

・１か月健診前であれば、出産した病院で

のフォローがあることも多いので、病院

での指導とズレがないように配慮しなが

ら対応する。 

 

●母乳やミルク不足が疑われる場合 

①ミルク追加に対して否定的な感情をもっ

てしまう母親もいるため、人工乳を足し

ても母乳分泌の減少にはならないことを

伝えるなど配慮する。 

②母乳産生には 

・バランスのよい食事をとる。 

・十分な睡眠と栄養をとる。 

・可能な限りからだを休め、授乳中はリ

ラックスを心がける。 

③吸啜に問題がある場合 

・子どもの吸啜状態を確認し、効果的に吸

啜できるようにしっかり乳房に吸着して

いるか確認する。 

・乳頭の形・大きさ・損傷の程度によっ

て、含ませ方や抱き方などを説明する。

④愛着形成において、母乳育児は重要であ

るが、人工乳においても子どもの愛着行

動に適時適切に応答することで、親子間

の愛着が形成されていくことを伝える。
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特  性 観 察 事 項  保 健 指 導  

○溢乳 

・胃の噴門部の括約筋

が弱く、哺乳後まも

なく排気や腹部圧迫

と同時に乳を口角か

ら出すことがあり、

これを溢乳という。

病的なものではない｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 生活習慣 

昼夜の区別なく、

生活リズムは日々違

うことが多く安定し

ない。 

 

 

○活動 

・１か月まで 

睡眠は小刻みで１回

の睡眠時間は２～３

時間位で寝たり目覚

めたりの繰り返し。

昼夜の区別はほとん

どない。 

・２か月頃 

少しずつ目覚めてい

る時間が長くなる。 

○吐き易いという訴えには、どの

ような吐き方かを確認する。 

・頻度、授乳直後か、噴水状の嘔

吐か、哺乳力はよいかなど 

 

 

 

○母親の就業と母乳栄養について

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１日の生活リズムについて 

・授乳や睡眠時間 

・母親や家族の養育態度や養育環境

 

 

 

 

 

 

 

○清潔に心がけているか。 

・沐浴、入浴について 

 

 

 

 

 

●母乳やミルクをよく吐く。 

・溢乳であれば心配いらない。 

・授乳後に５分程立てて抱き排気しやすい

姿勢を取る。 

・噴水状で頻回であれば幽門狭窄症も疑わ

れるので小児科受診を勧める。  

 

○就業しても、母乳育児が続けられる方法

について説明する。 

①適切に搾乳する。 

②母乳の保存方法 

＜冷蔵（4℃）＞ 

・搾乳の使用期限72時間以内 

・母乳バック（市販のもので１枚１回限り

の使い捨て）を使用すると衛生的で扱い

やすい。 

＜冷凍（2ドア-20℃）＞ 

・搾乳の使用期限３～６か月 

＜解凍する場合＞ 

・冷蔵庫内、流水解凍が望ましい。 

・微温湯（30～40℃）は20分以内で解凍す

る。解凍後は24時間以内に使用する。 

・温める際は、温めすぎない（37℃以

下）、電子レンジは使用しない。 

（健康診査の手引 P.29参照） 

 

 

○室内環境について 

・室温、音響、換気、ペットの飼い方など

に応じて指導する。 

・生後１か月位になったら、身体の生理機

能がある程度整ってくるので次第に外気

に慣らしていくとよい。 

○外出について 

・２か月頃から少しずつ行動範囲を広げて

いく。 

 

○入浴について 

・１か月健診後頃より、入浴可能 

・授乳直後や空腹時は避ける。 

・なるべく初めのきれいなお湯に入れる。

・長湯させない。 

・石鹸やシャンプーはすすぎを十分にする。

・事故に注意する。 
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特  性 観 察 事 項  保 健 指 導  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 疾病予防と健康増進 

１ 予防接種と健康増進 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○衣服の着せ方は適切か確認する｡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○予防接種の勧め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○衣服について 

・動きやすいもの 

・清潔なもの 

・吸湿性のよいもの 

・こまめに取り換えること 

・洗濯上の注意（P.17参照） 

・新陳代謝が盛んなので、養育者の感覚だ

けでなく、背中に手をいれ、汗ばんでい

ないか時々確かめる。 

・厚着は､子どもの動きの妨げになりやすい｡

 

○おむつの使い方について 

＜布おむつ＞ 

・吸湿性に優れ、肌触りがよいが濡れると

不快感がある。量によっては漏れること

があるのでこまめに取り替える。 

・洗濯時に十分に洗剤を落とさないと皮膚

のトラブルが生じることがあるので、す

すぎを十分にする。 

＜紙おむつ＞ 

・おむつが濡れた時の不快感がないので、

時間をみて取り替える。 

 

よくある訴え 

家族の喫煙（P.92） 

 

 

 

 

○予防接種について 

・接種の時期と接種時の注意 

定期 生後２か月より：インフルエンザ菌

b型（ヒブ）、肺炎球菌 

任意 生後２か月より：B型肝炎、ロタウイ

ルス 

※詳細は日本小児科学会ホームページ、日

本小児科学会推奨の予防接種スケジュー

ル参照 

・低出生体重児の予防接種は、修正月齢で

はなく出産日からの歴月齢で勧めていく

ことが望ましい。 

（健康診査の手引 P.26参照） 
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特  性 観 察 事 項  保 健 指 導  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 低出生体重児への支援 

・必要に応じて退院前

から医療機関担当者

と連携を図り、子ど

もの状態把握や養育

者との信頼関係構築

に努める。 

・継続かつ中期的な指

導・支援が必要と

なってくる場合が多

く、子どもの状態に

応じて制度やサービ

スの調整が行われる

ようコーディネー

ターの役割を果たし

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○B型肝炎キャリアについて 

 

 

 

 

○先天代謝異常検査について 

・母子健康手帳から検査結果を確

認する。 

 

 

○家庭訪問の時期について 

・合併症、医療処置の有無 

・医療機関窓口、緊急連絡先 

・体重増加量 

・NICUでの指導内容の確認と養育

者の意向 

・子どもの全身状態 

・子育て環境 

・内服薬の有無 

・水分制限の有無 

・チアノーゼの有無 

 

＜気をつける病態＞ 

・感染症：特に呼吸器系の感染に

弱い。 

・心不全症状：哺乳量が少ない、

体重が増えない､汗をかきやすい｡

・心不全発作：いきんだり、泣き

きった時に、急に呼吸が止まり

からだが真っ白になってしまう｡

 

 

 

 

○授乳方法の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○母親がHBs抗原（＋）の場合、B型肝炎母

子感染予防対策により、子どもに出生時

のHB免疫グロブリンと出生時、生後１か

月、６か月のワクチン接種が必要 

 

○母子健康手帳の積極的活用について 

（P.14参照） 

 

 

 

○初回訪問について 

・退院後１週間以内が望ましい。 

・リスクのない養育者・子どもの場合を除

き少なくとも退院後１か月に２回の訪問

が望ましい。 

・養育者は子どもの体重増加に過敏となる

傾向にある。NICUで母乳育児の指導を受

けている場合が多いため、養育者の意向

と子どもの状態を考慮しながら必要に応

じ再指導を行う。 

・退院直後はNICUの環境に近づけようと神

経質になりがちである。養育者の不安に

傾聴しながら必要に応じて指導する。 

 

 

●心疾患がある場合 

・心負荷のために水分量が制限される場合

もあるため、哺乳量や体重増加について

不明な点は医療機関担当者に確認した上

で指導を行う。 

・啼泣に伴いチアノーゼが増強するため、

泣かせないことが重要。大啼泣の前に授

乳させることを指導する。 

 

●口唇口蓋裂がある場合 

・６か月までは18g/日以上の体重増加にな

るようにする。 

・ホッツ床や専用乳首を用いた授乳を行う

場合もあり直接授乳が困難な場合も多

い。授乳方法について確認し必要に応じ

て再指導する。 

・空気の嚥下が多いため、こまめに排気さ

せる。 

（健康診査の手引 P.26参照） 

※詳細は｢低出生体重児保健指導マニュアル｣参照
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Ⅴ 虐待予防 

１ 特定妊婦への支援 

○特定妊婦とは 

 虐待予防の観点か

ら、出産前から支援

を行う必要がある妊

婦のことをいう。 

・上の子どもへの虐待 

・若年 

・望まない妊娠 

・精神疾患の既往・現

症がある。 

・経済的困難 

・多胎妊娠 

・援助者不在 

・未婚 

・妊娠周期がかなり経

過した時点での届出 

・育児不安のある人 

・発達障害のある養育者 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 乳幼児揺さぶられ

症候群 

首のすわっていな

い子どもを立てに抱

き上げ、前後に激し

く揺さぶることで頭

蓋内出血を起こし、

障害や死にいたるこ

とがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○母子健康手帳交付時の面接時に

情報を得る。 

・妊娠がわかった時の気持ちを確

認する。 

・妊娠・出産について相談できる

人がいるか。 

・出産後に子育ての協力をしてく

れる人がいるか。 

・心配・不安に思うことはないか

（経済・家族関係・健康状態・

出産・子育てなど）。 

 

○乳児家庭全戸訪問事業（こんに

ちは赤ちゃん事業）の中で情報

を得る。 

・養育者の両親や親族との関係性

・養育者の健康状態 

・うつ的傾向 

・家事能力・養育能力 

・子どもへの思い・態度 

・問題認識・問題対処能力 

・相談できる人がいるか。 

・夫婦関係 

・経済状況・労働状況 

・住居環境 

 

 

 

○子どもが泣き止まない時どうし

ているか確認する。 

・ストレス状況 

・家族の協力状況 

・産後うつや虐待の有無など 

・子どもの安全な抱き方、揺すり

方の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○出産後、養育支援が必要と思われる妊婦

の早期発見に努める。 

・妊娠期から「必要な支援を」と関わり続

ける。 

・養育支援が必要と認められた場合、地区

担当保健師や児童相談所などの関係者、

あるいは産婦人科医と連携をとり支援する｡

 

 

 

 

 

○養育支援が必要と思われる母子の早期発

見に努める。（P.97～参照） 

・新生児訪問などで養育支援が必要と認め

られた場合は、地区担当保健師や児童相

談所などの関係者、あるいは産婦人科

医・小児科医と連携をとり支援する。 

・新生児訪問を受けなかった母子には、地

区担当保健師が訪問し､支援に結びつける｡

・養育者が子育ての問題を抱えて孤立する

ことのないように子育て支援センターや

公民館などの事業と連携し支援する。 

 

 

 

 

 

○子どもが泣き出した時 

・授乳をしてみる。 

・おむつを替えてみる。 

・抱っこをしてみる。 

・子どもは養育者を困らせようと泣いてい

るのではないこと、何をしても泣き止ま

ないこともあることを伝える。 

○どうしても泣き止まない時 

・子どもを安全な場所に寝かせ、その場を

離れ、自分がリラックスする。少しした

ら戻り子どもの様子を確認する。 

・決して激しく揺さぶらない。 

・子どもの口をふさがない。 

・家族の協力を得る。 
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Ⅵ 母親への支援・ 

メンタルサポート 

出産後の身体的・

心理的な特性に見

合った支援が必要で

ある。 

 

① 産後うつへの支援 

産後２～３週間以

降に発症しやすく、

うつ症状に近いもの

が２週間以上続き、

精神疾患既往の有

無、性格、家族歴な

どの経過、家庭環境

や家族内の人間関係

などを観察しながら

診断される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子どもと母親の一日の活動の様子

・子どもと母親の睡眠 

・母親の疲労度 

・産後の復古状況 

（会陰創部の状況、悪露、便秘､

腰痛、肩こりなど） 

○妊娠中及び分娩の状況の確認 

○現症・既往症・家族歴の有無 

○子育て環境 

・子育てサポートの状況 

・上の子どもとの関係 

 

○マタニティブルーや産後うつな

どの症状はないか確認する。 

・睡眠不足、食欲、疲労状況 

・家族の協力の有無 

・子どもをかわいいと思えない。

○育児支援チェックリスト、

EPDS、赤ちゃんへの気持ち質問

票の結果を確認する（P.114～

参照）。 

・不眠（疲れているのに眠れない)

・食欲不振（時に過食） 

・抑うつ気分（日内変動がある）

わけもなく涙がでる、気分が沈

みやすい。 

・焦燥感（ちょっとしたことでイ

ライラする） 

・自責感(過度に自分を卑下する)

・後悔 

・取り越し苦労（子育てや母親業

で必要以上に心配する） 

・活動や思考力の抑制（無気力と

なりことば数が少なく、動作も

緩慢） 

・社会的に孤立（家事や子育てに

無関心になる） 

・自殺念慮や子どもへの害（無関

心、拒否、虐待など）の可能性

の確認 

・ご近所の方にも泣くことを知ってもらい

協力してもらう。 

 

 

 

○母親は昼夜を問わない子どもの泣き、授

乳、おむつ交換と生活のリズムがつかめ

ず１か月位までは戸惑っていることが多い｡

○サポートしてくれる人との子育てに関す

る意見の違い、ホルモンバランスなどか

らいらだち、産後うつや虐待のリスクが

高まりやすい。 

○２～３か月が１つの目途であることを伝

える。 

 

 

 

●マタニティブルーや産後うつが疑われる

場合 

・傾聴する。 

・気持ちが不安定になりやすい時期である

ことを伝える。 

・子ども中心の生活に慣れるまでは、疲労

もたまりやすく睡眠不足になりやすい。

・安静と睡眠の確保 

少しの時間でも睡眠がとれるように子ど

もを預かってもらう。 

・家事や子育ての軽減 

一人でがんばろうとしないで家族などに

協力してもらう。家事を手抜きしてみる。

・疲労で母乳育児が難しい場合は、人工乳

に切り替える。 

・友人や家族とリラックスできる時間をもつ｡

・職場復帰を遅らせるなど 

・それでも不安定な状態が続くようであれ

ば、相談の上、受診を勧める。 

・その他、相談窓口・子育てサークル・子

育てサポートなどの紹介をする。 

・内服は医師の指示通り行う。 

（健康診査の手引 P.24参照） 
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② 産後の身体的変化

に伴う不快症状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○不快症状で悩んでいないか確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●後陣痛・悪露 

・日常生活に支障をきたす痛みや悪露が増

加するようであれば受診を勧める。 

●会陰切開による縫合部痛 

・疼痛が増強し、日常生活に支障を来す場

合は受診を勧める。 

●尿失禁、尿漏れ 

・次第に回復していくことを伝え骨盤底筋

体操を勧める。 

●便秘 

・便意をがまんしない。 

・水分摂取の勧め 

・食事摂取の工夫 

・産褥体操を促す。 

・必要なら下剤の使用 

●痔核 

・ウォシュレットの使用 

・長時間同一体位を避ける。 

・肛門括約筋を鍛える体操を行う。 

・脱肛は、潤滑薬（オリーブ油など）を用

いて環納する。 

●浮腫 

・保温 

・きつい下着を避ける。 

・下肢の体操やマッサージの勧め 

●腰痛 

・無理せず、安静にする。 

・長時間同じ姿勢をとらない。 

・さらしやベルトで腰部や骨盤の固定をは

かる。 

・腰椎の前彎を押さえる正しい姿勢や日常

動作をとる。 

・腰部の冷えを防止し、血行をよくする。

・腰痛体操をする。 

●手根管症候群 

・妊娠中の浮腫や手関節の疲労により、正

中神経が圧迫されて、手指のしびれ、母

指の筋力低下を来す。 

・手関節の掌背屈運動や把握動作をできる

限り行わないようにする。 

・家族の協力を得る。 

・症状が強い場合は受診を勧める。 
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③ HTLV-1キャリアへ

の支援 

・母子感染経路として

は､母乳を介する感染

が最も関与している｡ 

・母乳以外の感染経路

に由来するものもあ

るため、いずれの栄

養方法でも約３％は

感染する。 

 

 

 

 

 

 

○選択した授乳方法（母乳、冷凍

母乳、人工乳）で子育てが行え

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○妊婦自身が意思決定できるような支援を

行う。 

○栄養方法の選択については、自分で意思

決定できるような支援とその方法の選択

が、母親の育児不安などの心理的悪影響

を来さないよう配慮する。 

○栄養方法について 

・完全人工栄養、短期母乳栄養（母乳は満

３か月まで、その後人工栄養へ）、凍結

母乳栄養（搾乳した母乳を家庭用冷凍庫

に24時間以上冷凍し、解凍したものを与

える） 

○子どもへの感染判定は３歳を過ぎてから

検査するとよい。 

（健康診査の手引 P.25参照） 

※詳細は、「HTLV-1母子感染予防対策保健

指導マニュアル」参照 
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３ ３～４か月児健康診査の保健指導                   

 

(1) 特  性 

・首がすわり、明らかな追視やあやし笑いがみられ、人への関心が積極的になるととも

に周囲からの刺激に反応して楽しむようになり、生活のリズムが形成されてくる。 

・体重が出生時の約２倍に達し、形態的に乳児独特の丸みを帯びてくるが、１日の体重

増加量をみると 20ｇに達しないこともあり、次第に緩やかになる時期である。 

 

(2) 保健指導のねらい 

・疾病異常あるいは疑いのある場合、早期受診を勧め、医師の指示のもとで経過観察を

するとともに養育者の不安を受けとめて支援していく。 

・子育て状況を細かく把握し、積極的な健康増進に努めるよう働きかけるとともに愛着

形成に重要な時期であることを説明し、ふれあいを積極的に勧める。 

・子育て上の様々な訴えにきちんと応じ、自信を持って子育てできるよう支援する。 

 

(3) 保健指導の実際 

特    性 観 察 事 項 保  健  指  導 

Ⅰ 発育・発達 

１ 身体発育 

○体重は出生時の約２

倍に達し、全体に丸

みを帯びてくるが、1

日の体重増加量は15

～20ｇになり、次第

に緩やかになる。 

○胸囲が頭囲を上回る｡ 

 

 

 

 

 

 

 

○皮膚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○身体発育状況 

○現症・既往症・家族歴の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○皮膚について心配の有無、皮膚

の状態の確認 

○スキンケアの適否をみる。 

・衣類やおむつの使用及び洗濯の

状況 

・入浴時の石鹸の使用 

・暖房や冷房など室内環境 

・外気浴 

 

 

 

 

 

○この時期の発育について（P.13 参照） 

●体重が増えない。（P.16 参照） 

○股関節脱臼の予防（P.17 参照） 

●臍ヘルニア（いわゆる｢でべそ｣） 

（P.17 参照） 

●心疾患あるいはその疑いのある場合 

（P.22 参照） 

●鼠径ヘルニア 

・医師の指示のもとで経過をみる。 

・激しく泣いている場合は嵌頓しているこ

とも考えられるので、ヘルニア部分をよ

く観察する。 

・基本的には心配ないことを説明する。 

 

●発疹などがある場合（P.17 参照） 

●鵞口瘡 

・無理にこすらず、受診を勧める。 

・母親の乳首の清潔 

・哺乳瓶の乳首、おもちゃ、子どもの指の

清潔 

●脂漏性湿疹（P.17 参照） 

 

よくある訴え 

乳児湿疹（p.82）、スキンケア（P.84） 
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○視覚 

眼球運動が活発にな

り視野が広がる。 

 

○聴覚 

日常のいろいろな音

（おもちゃ、テレビ

の音、楽器音など）

に関心を示すように

なる。また、聞き慣

れた人の声に振り向

くようになる。 

 

２ 精神･運動発達 

○首がすわり自由に顔

を向けたり、手足を

バタバタするなど動

きは次第に大きく、

活発になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○目、耳について心配の有無 

(眼脂・斜視・充血・聞こえ・耳漏)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○首のすわりの状況の確認 

・仰臥位の姿勢、腹這いの姿勢を

みる。 

・引き起こしてみる。 

・引き起こし時の頭部の垂れ具合

をみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●眼科疾患の疑いがある場合（P.18 参照）

 

 

 

○母子健康手帳の「きこえに関するチェッ

クシート」での確認 

○耳が聞こえないという心配のある時は受

診を勧める。 

（健康診査の手引 P.22～23 参照） 

 

 

 

 

 

○発達援助（首のすわりを

促す） 

・立て抱きの勧め 

・腹這い姿勢の勧め 

 

○立て抱きの仕方 

・まだ首がグラグラしやすいのでいつでも

上腕で支えてあげられるように肘を張る

ようにして横抱きから立てに抱く。 

・子どもの胸を、抱く人の胸にピッタリく

っつけるように抱き、背中を支えてあげ、

抱く人の肩ごしに後ろをながめさせる。 

○腹這いのさせ方 

・子どもを腹這いにし、両肘が各々肩の下

の方にくるように肘をたてる。 

・頭の持ち上げが下手な場合は、おしりを

引き下げるように押さえてやるとよい。 

・子どもの目の高さより少し上の位置でお

もちゃを見せるようにすると頭を持ち上

げるのに効果的 

・１回１～２分から始め、次第に時間を延

ばす。 

 

●首がすわらない。 

・４か月で首がすわらない、引き起こしで、

頭部を極端に下垂させる場合は発達の遅

れを疑い、専門機関への受診または療育

相談などを勧める。 
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○触れた物をつかんだ

り指しゃぶりをした

り、持った物をなめ

たりする。 

 

 

 

 

 

 

○人への関心が積極的

になる（注視・追視・

あやし笑いなど）と

ともに、周囲からの

刺激に反応して楽し

むようになる。 

○快・不快の表出が明

瞭になる。 

○多くの原始反射は減

弱していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 栄養と食事 

○授乳間隔が３～４時

間となり、夜間に飲

まなくなる子どもも

いる。 

○1 日の哺乳量の目安

1,000mlを超えない。 

○乳汁以外の食べ物へ

○ガラガラを少しの間握っている

か確認 

・ガラガラを握るかどうか。それ

をながめたり、なめようとする

か（左右の手とも）。 

・両手指が触れ合ったり、指をし

ゃぶったりするか。 

 

 

 

○注視、追視の確認 

・養育者の顔をじっと見たり、そ

の動きを目で追ったりするか。

○子どもに微笑みかけたり、話し

かけたりするとそれに反応して

笑うか確認する。また、養育者

はよく微笑みかけたり、あやし

たりしているか確認する。 

○機嫌が良い時、アーアー、ウー

ウーなど声を出しているか。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○母乳やミルクをよく飲むかを確認

・母乳やミルクの量 

・与え方 

・飲み方 

 

 

 

○握りやすいおもちゃ（ガラガラなど）を

子どもの小指側から指を開くように刺激

をし、開いたら握らせるようにすると持

たせやすい。 

○この時期の指しゃぶりは発達の過程とし

て大切であることを説明する。 

○爪を短くしておく。 

よくある訴え 

指しゃぶり（P.80） 

 

○正面からあやしかけ、視線が合ったとこ

ろで顔を左右にずらし追視を促す。 

●追視をしない。 

・180 度にわたり左右の追視をみる。60％以

上がこれに反応するが、全く追視をしな

い、瞬間的にしか追視しない場合は、発

達の遅れを疑う。 

○愛着形成について 

・愛着形成の大切な時期であり、親子の相

互作用（子どもの要求のタイミングに合

わせてあやす、声かけ、抱くなど）の大

切さを説明する。 

・大人に関心を示し、抱いてもらったり、

あやされることを喜ぶので、子どもの要

求をくみとり、応えて満足を与える。養

育者も子どもとのやりとりを楽しめる。

まだ、特定の愛着対象は確立されていな

いが、人に対する信頼関係はこうして育

まれていく。 

●あやし笑いをしない。 

・４か月であやし笑いがなければ発達の遅

れを疑う。 

・発達の遅れの疑いがある場合は、養育者

の意向を確認しながら専門機関への受診

または療育相談などを勧める。 

 

 

○母乳の利点（P.19 参照） 

○哺乳瓶の消毒及び飲用する水道水の煮沸

について 

・衛生上３～４か月（低出生体重児は５か

月）まで続けたい。 
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の関心、興味が芽生

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 生活習慣 

○１日の生活リズムが

でき､昼夜のリズムが

次第に定まってくる｡ 

○はっきりとした覚

醒、遊びなどの活発

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○母親の就業と母乳栄養について

確認する。 

 

○離乳開始の目安や進め方につい

て確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１日の生活リズムが大体できて

いるか確認する。 

・睡眠時間や授乳時間など１日の

生活の流れ 

・子どもをかまいすぎたり、また

●哺乳量が少ない。 

・哺乳量が減少する時期であるが、授乳方

法や生活リズムを詳しく聞いて、調整の

必要があれば具体的に指導する。 

・体重増加が順調で、機嫌がよく動きが活

発であれば、問題なしと判断する。 

●母乳やミルク不足が疑われる場合（P.19

参照） 

●母乳やミルクをよく吐く。（P.20 参照） 

●ミルク嫌い 

・無理強いをせず、元気がよければ薄いス

ープなどで水分を補い、そのまま様子を

みる。 

・授乳時間を３～４時間おき位に長くして

十分空腹にしてから授乳する。 

・ミルクは少し薄めの方が飲みやすい(ただ

し一時的)。 

・ミルクのメーカーや乳首、哺乳瓶の種類

を変えてみる。 

よくある訴え 

母乳とダイオキシン/放射性物質(P.90) 

 

○就業しても、母乳育児が続けられる方法

について説明する。（P.20 参照） 

 

○離乳開始の準備 

・離乳の開始前の乳児にとって、最適な栄

養源は乳汁（母乳又は育児用ミルク）で

ある。 

・果汁は乳汁の摂取量の減少やミネラル類

の摂取量低下が危惧されるため与えなく

てもよい。 

・離乳開始の目安は、５～６か月になった

頃が適当である。 

・発達の目安として首のすわりがしっかり

し、支えてやると座れる、食物に興味を

示す。 

 

 

○室内環境について 

・室温・音響・換気・ペットの飼い方など

必要に応じて指導をする。 
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な行動と深い睡眠の

日周リズムが形成さ

れる。 

○昼夜の区別ができ、

夜はあまり起きなく

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 疾病予防と健康増進 

１ 予防接種と健康増進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事故防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

は放っておいていないか、育児

疲れがないかなど、養育態度、

養育環境もみる。 

・日中の主な養育者は誰かを聞く。

 

○排便は順調か。 

・排便の回数や性状について聞く。

 

○清潔に心掛けているか。 

・入浴のさせ方、石鹸の使用など

について聞く。 

 

○衣服の着せ方は適切か確認する｡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○予防接種の接種状況 

・母子健康手帳や母子健康記録票

で接種状況を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○おむつの使い方について（P.21 参照） 

 

 

○入浴について（P.20 参照） 

 

 

 

○衣服について（P.21 参照） 

○季節に応じた衣服の着せ方について 

・子どもは新陳代謝が盛んなので、養育者

の感覚だけでなく、背中に手を入れ、汗

ばんでいないか時々確かめる。 

・厚着は､子どもの動きの妨げになりやすい｡

・靴下や手袋は外出時のみとする。 

 

 

 

○予防接種について 

・接種の時期と接種時の注意 

 定期 生後２か月より：インフルエンザ菌

b型（ヒブ）、肺炎球菌 

    生後３か月より：四種混合 

任意 生後２か月より：B型肝炎、ロタウ

イルス 

※詳細は日本小児科学会ホームページ、日

本小児科学会推奨の予防接種スケジュー

ルを参照 

○母子健康手帳の積極的活用について 

（P.14 参照） 

 

 

○事故防止（P.15 参照） 

・なめて困るものは持たせない。 

・入浴中の首浮輪がはずれないように注意

する。 

＜窒息＞ 

・布団やガーゼなどが口元を覆っていないか｡

・授乳の後きちんと排気をさせているか。 

・寝かせる時は、仰向けにする。腹臥位に
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Ⅴ 子育て支援 

 

 

 

 

 

○子育てのことで困っていること

や、相談したいことがないか確

認する。 

・子どもとの暮らしに慣れてきたか｡

 

した場合は乳幼児突然死症候群の予防の

ため気道を塞ぐ心配はないか十分に注意

し、ふかふかの布団は避ける。 

 

 

○子育て上の不安や養育者の心身状況を確

認しながら相談に乗る。（P.13 参照） 

・産後の身体的変化に伴う不快症状への対

応（P.25 参照） 

 

○子育て用品について 

・ベビーラック：動きを妨げないように、

できるだけ座面の横幅の広いものにし、1

回 30 分以上使用しない。 

・ベビーカー：長時間乗せない。振動に注

意する。 

＜選び方のコツ＞ 

・ストッパーがしっかりしていること 

・安定性があること 

・おさえバンドがしっかりしていること 

・日除けがついていること 

 

○車での外出について 

・脱水予防 

・車内禁煙 

・長時間続けて乗せない。 

・一人で乗せたまま放置しない。 

・チャイルドシートの正しい使用 
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４ ６～７か月児健康診査の保健指導                   

 

(1) 特  性 

・からだつきや運動機能に個人差が目立つようになる。 

・寝返りができ、おすわりも上手になってくる。 

・自分から手を伸ばしてつかむ。認知能力と運動機能の協応により周囲への積極的な働

きかけが始まる。 

・母親など特定の愛着対象者が定まってきて、その人との接触が最も安心感を保証する

ものとなる。 

・歯が生え、離乳食も勧められる。 

・母体からの免疫が減少し、感染症に罹りやすくなる。 

 

(2) 保健指導のねらい 

・昼夜の区別が明確になり、睡眠のリズムもとれてくる時期なので、生活リズムが整う

よう支援する。 

・子どもの反応が豊かになる時期であり、あやしたり、抱っこなどのスキンシップをと

おし、親子の絆を深められるように支援する。 

・離乳食の積極的な勧めと、よい食習慣ができるよう支援する。 

・事故防止のための安全な環境づくり 

 

(3) 保健指導の実際 

特  性 観 察 事 項  保 健 指 導  

Ⅰ 発達･発育 

１ 身体発育 

○皮下脂肪の発達が著

明な時で、カウプ指

数も６～10 か月ま

では高値を示す。 

○体重増加は１日 

10～15ｇ 

○身長の伸びは１月 

１～２cm 

 

○皮膚 

 

 

 

 

 

 

 

 

○視覚 

眼球運動は成人と

ほとんど変わらない。 

 

 

○身体発育状況 

○既往歴・家族歴の有無 

 

 

 

 

 

 

 

○皮膚についての心配の有無 

○アトピー性皮膚炎、おむつかぶ

れなど、スキンケアの適否 

・入浴時の石鹸使用の方法 

・暖房や冷房など室内環境 

・外気浴の状況 

・衣類やおむつの使用状況及び洗

濯状況 

 

○眼脂や涙が多くないか。 

○目つきや目の動きについての心

配の有無 

 

 

○この時期の発育について（P.13 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○皮膚に関する適切な対応について 

 （P.17、27 参照） 

 

よくある訴え 

皮膚の問題とスキンケア（P.82～） 

 

 

 

 

●眼科疾患の疑いがある場合（P.18 参照）
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○聴覚 

聴覚の発達を音源

詮索反応（音刺激に

対する振り向き反

応）でみることがで

きる。 

 

 

 

２ 精神・運動発達 

○立ち直り反応が育っ

てきて、おすわりや

寝返りができるよう

になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○両脇を支えて立たせ

ると足で体重を支え

るようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

○聞こえについての心配の有無 

・難聴の早期発見の時期であり、

音源詮索反応を確認する。 

・静かな部屋で子どもの右又は左

後方（15cm～20cm 位の近さで）

から、ガラガラや鈴を鳴らし、

振り向き反応をみる。 

 

 

 

○おすわりが少しでもできるか。

・手をついて座っていることがで

きるかを確認する。 

 

 

 

 

 

○寝返りをするか。 

・仰向けからうつ伏せになれるか

どうかを確認する。 

・腹這い姿勢で腕立て位がとれて

いるかどうかを確認する（報告

でもよい）。 

○腹這いで方向転換したり、這っ

たりするか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○立たせると足で体重を支える

か。できなくても異常とは限ら

ない。 

・子どもが一瞬でも、自分の足で

体重を支えられるかを観察 

 

 

 

 

 

○母子健康手帳の「きこえに関するチェッ

クシート」での確認 

○難聴の心配がある時は受診を勧める。 

（健康診査の手引P.22～23参照) 

 

よくある訴え 

目や耳に関すること（P.85） 

 

 

 

●おすわりができない。 

・両下肢を開き、支持面積を広くし、両手

を前方につかせてやるとおすわりの姿勢

が保ちやすい。 

・いくらか座っていられるようになったら

腰を押さえて、おもちゃを与え、手を床

から離して遊べるように助ける。 

 

●寝返りをしない。 

・寝返りのできる時期は、個人差が大きい。

○寝返りのさせ方 

・寝返ろうとする方

向の、下側になる

上肢を外転させ、

下肢は下方に伸ば

し、上になる下肢

を屈曲させながら

腰を同時に回転さ

せ、上半身が起き

てくるのを待つ。 

・寝返りの練習は腹

這いで遊べるよう

になってから始める。 

 

○立たせ方 

・両脇を支えて立たせ、足を床に近づけて、

やがて膝を伸ばして立ってくるのを待

つ。足に体重をかけてきたら、からだを

持ち上げないよう、むしろ足に重みをか

けるようにする。 

・足のふんばりのない時は、足底部を床に

つけるようにして、歩行器にのせて足の

ふんばりを引き出すようにするのもよい｡

（健康診査の手引 P.14～15 参照） 
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○欲しいものがあると

声を出し、手を伸ば

してつかもうとする｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○養育者の顔が認識で

きるようになり、情

緒的な結びつきが定

着する。 

 

○人見知りの始まり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○手を伸ばしておもちゃをつかむか｡

・子どもの視野の中で、手に届く

範囲にあるおもちゃをつかむこ

とができるか。 

・物のつかみ方 

手掌でつかむ 

（５か月） 

 

拇指側でつかむ 

（７～８か月） 

 

○顔にかかった布（透けて見えな

い布）を取り払おうとするか。

 

 

 

○人見知りが始まったかを確認 

(例) 

・知らない人に不安を示す。 

・知らない相手の顔を真顔で見つ

める。 

・養育者が離れると不安がって 

泣く。 

・養育者が抱くとピタリと泣き止む｡

 

 

 

○歩行器の使用について 

・子どもの成長に必要な子育て用品ではない｡

・安全基準として､おすわりができるように

なる７か月～１歳位の間とされている。

・使用する場合は使用開始時期（おすわり

ができるようになってから）、事故防止

（段差･階段・縁側などでの転落）、長時

間入れっぱなしにしないことなどを説明

する。 

○発達の遅れがある場合、専門機関または

療育相談を勧める。 

（例） 

・お座りが全くできない。 

・腹臥位にしても顔が上げられない。 

・引き起こした時、肘が完全に伸展し、頭

が垂れ、からだが反ってしまう。 

 

○おもちゃを持たせたり、振ったり、なめ

させたりする。 

・口に入れても大丈夫な手に持てる又は手

でいじれるおもちゃを与える。 

・手から手の持ち替え 

・いじる、落とす、拾う 

 

 

 

 

 

・スキンシップ遊びを喜び声を立てて笑っ

たりするので、応じてあげる。 

 

 

 

○人見知り 

・順調に育っているほとんどの子どもが通

過する一過性のものであり、人見知りの

もつ意味を説明する。 

・イライラして怒ったり、突き放したりし

ない。 

・無理にほかの人に慣れさせようとせず、

徐々に慣れさせるように見守る。 

・そばを離れる時は、必ず声をかける。 

・離れる時間を短時間にし、不安がらせな

い配慮をする。 
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○６～７か月は喃語期｡

意味はまだないが、

盛んに声を出すよう

になる。 

 

 

 

Ⅱ 栄養と食事 

○７～８か月で離乳中

期､１日２回食となる｡ 

○自分で飲み込むコツ

を覚え、スプーンが

持てる。 

○数回モグモグして飲

み込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○喃語の種類や数 

・声も大きく長くなり、ブー、ン

マーなど口唇音が聞かれるか。

 

 

 

 

 

○離乳食は進んでいるか。 

○母乳や粉ミルクをどれ位飲むか｡

・食事の量・回数・内容を聞く 

（体重の増加状況も併せてみる）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ことばの発達のために 

・目を見て正面から話しかける。 

・喃語を発した時、それに答えてあげるよ

うにすると、コミュニケーション行動と

してのことばの発達につながっていくこ

とを説明する。 

 

 

○離乳食の進め方（７～８か月） 

・離乳食は１日２回 

・舌でつぶせる固さ 

・離乳食は食べやすく、消化のよい食べ物

を選ぶ。 

○食事について 

・食習慣、リズムをつくるのに、大事な時

期である。 

・食べさせること、飲ませることだけに集

中しないで､話しかけたり、楽しくゆっく

りした食事時間を過ごせるようにする。

（健康診査の手引  P.29～33 参照） 

●頻回な夜間の授乳 

・子どもが夜間頻回に起きるようになった

原因がないか考える（かまいすぎ、運動

不足、空腹・興奮する出来事などないか）。

・頻回な夜間の授乳は、養育者の負担が大

きいので原因に応じて対策をとる。 

●離乳食嫌い 

・子どもにとって、食事が楽しい時間とな

るよう、離乳食を無理強いしない。 

・新鮮な素材を選び、調理形態、内容、味

に変化をつける。ベビーフードを利用す

るのもよい。 

・喜ぶものから徐々に慣らしていく。 

・個人差があるので焦らない。 

●体重が増えない。（P.16 参照） 

●ミルク嫌い（P.30 参照） 

●モグモグできない 

・ペースト状のものを上手に飲み込めるよ

うになると、次の段階では、舌と上顎で

つぶしてモグモグ食べることを覚えてい

くが下手な子どももいる。 

・繰り返し体験することで上手になってい

くので､毎食根気よく少しずつ練習させる｡
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Ⅲ 生活習慣としつけ 

○睡眠時間 

１日 10～13 時間 

○昼寝２～３回 

○生活リズムができて

くる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○睡眠や生活のリズムが大体決ま

ってきたか。 

 

 

 

 

○生活リズムと睡眠の習慣、夜間

の睡眠の良否、夜泣きなど困っ

ていることがないかを聞く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○夜泣きで困っていないか。 

・寒さ、暑さ、深夜の騒音などの

環境問題はないか。 

・昼間のかまいすぎによる興奮の

しすぎ 

・昼間かまってもらえないことへ

の不満など 

・子どもの生活リズムが乱れてな

いか。 

 

 

○遊びについて具体的に聞く。 

・遊び方 

・遊ばせ方 

・子どもの好む遊びやおもちゃなど

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生活リズムの確立について 

・乳児の生活の安定は、生理的な欲求が満

たされる事が基本であることを養育者に

説明し、養育者の生活ペースに引き込ま

ないよう指導する。 

 

○生活習慣の確立 

・家族全員の生活リズムの調整をする。 

・個々のリズムにあわせ、外気浴、日光浴、

入浴などの日課を決める。 

・起きている時間にからだをつかって十分

に遊ばせる。 

・昼間も２～３回の睡眠をとらせる。 

・午後９時頃までには就寝させる。 

・部屋の温度･湿度の調節、換気をする。 

・衣服、寝具、寝衣の調節を行う。 

・かまいすぎない。 

 

●夜泣き 

・夜泣きそのものは病気ではない。 

・そのまま寝かせつけるように背中を軽く

トントンしたり、ピッタリ抱っこして安

心させる。 

・母乳やミルクを与えてみる。 

・おむつが汚れていないか。 

・あまり神経質にならず、やれる工夫をし

ながらみていくと、日がたつにつれよく

なっていく。 

 

○遊びを通して創造性や社会性が育ち、感

性が豊かになる。外遊びも大切。 

○子どもが遊び相手を欲しがる時は、でき

るだけ相手になることが大切。自分で遊

び始める時期でもあるので、危険がない

よう注意する。 

○おもちゃの与え方 

・おもちゃを使って養育者も一緒に遊び楽

しむことが大切 

・月齢にあったおもちゃを与える。 

・子どもが興味を示すものを利用する（日

常生活用品など）。 

・丈夫で衛生的なもの、口に入れても大丈

夫なものを選ぶ。 
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Ⅳ 疾病予防と健康増進 

１ 健康増進と予防接種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○予防接種の接種状況 

・母子健康手帳や母子健康記録 

票で接種状況を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・色は鮮明で赤、黄、緑などの原色に近い

ものがよく、また一度に沢山のおもちゃ

を与えない。 

・誤飲や外傷の危険を伴うものは子どもの

近くに置かない（ライター、ボールペン、

薬剤の瓶など）。 

 

 

 

○予防接種について 

・接種の時期と接種時の注意 

定期 生後２か月より：インフルエンザ菌

b型（ヒブ）、肺炎球菌 

生後３か月より：四種混合 

生後５～７か月：BCG 

任意 ロタウイルス（２価のワクチンは､

生後 24 週未満までに、３価のワク

チンは、生後 32 週未満までに完了

すること） 

生後６か月より：インフルエンザ

※詳細は日本小児科学会ホームページ、日

本小児科学会推奨の予防接種スケジュー

ルを参照 

○低出生体重児の場合 

・インフルエンザは生後６か月以降、罹患

する可能性の高い環境にいる場合は主治

医と相談の上、接種が勧められる。 

（健康診査の手引 P.26 参照） 

※詳細は「低出生体重児保健指導マニュア

ル」参照 

○母子健康手帳の積極的活用について 

（P.14 参照） 

 

○からだの鍛錬 

・季節に応じ、衣類を調整する。 

・乾布摩擦も効果的（皮膚疾患がある場合

は避ける） 

○感染予防 

・混雑する場所に子どもを連れていかない。

・空気のきれいな所での外気浴の勧め 

・室温の温度調節や換気に努める。 
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２ 事故防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 歯及び口腔の健康 

○生歯 

・下２本→上２本 

・歯が生える時期､順序

には個人差がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 子育て支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○歯はどこに何本生えているか。

○母乳・ミルク・離乳食以外に、

何か与えているものはあるか。

○口の中の清潔と歯の手入れをし

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○その他、子育てのことで困って

いることや相談したいことはな

いか確認する。 

 

○事故防止（P.15 参照） 

・寝返り、這い這いが始まり、手に持った

ものを何でも口に入れる。この時期は転

落、熱傷、誤飲などの事故から子どもを

守る必要がある。 

・子どもから目を離さない。 

・危険な状況にならない環境づくりに努める｡

・口に入れられて困るものは、子どもの手

の届く所に置かない。 

・ストーブ､ポット､食卓上のものに注意する｡

・灯油、タバコ、薬剤にも注意する。 

・窓、階段の上がり口、玄関に柵をする（柵

は子どもの脇の下より高くする）。 

 

 

○むし歯予防 

・歯が生え始めた頃から、スキンシップの

一環として、口のまわりを触れられるの

に慣れさせていく。ガーゼで磨くのもよい｡

・歯の生え始めからの歯みがき習慣のアプ

ローチが大切 

・何でも口に入れる時期になったら歯ブラ

シを持たせる｡歯ブラシをなめたり吸った

りすることでいろいろな感覚を覚える｡ 

・歯が生えてきたら､座布団や養育者の膝の

上にあおむけに寝かせて歯を磨いてやる｡

・飲食後にお茶や水を与える。 

・哺乳瓶にジュースやイオン飲料水を入れ

てのダラダラ飲みは、むし歯になり易い。

 

 

○子育て上の不安や養育者の心身状況を確

認しながら相談に乗る。（P.13 参照） 
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５５  ９９～～1100 かか月月児児健健康康診診査査のの保保健健指指導導                                          

(1）特   性 

・からだつきが引き締まって幼児の体型に近づいてくる。 

・ 這い這い、つたい歩きなど、姿勢変換・移動が自由になる。 

・ 手指の動きも器用になり、持ち替えたり両手で持つことができる。 

・ 好奇心が高まり、探索活動が盛んになる。 

・ 知能の発達がめざましく、大人のすることをまねしたり芸をおぼえたりする。 

・ 人見知りが強くなる。 

 

(2) 保健指導の狙い 

・大人との関わりが発達を促進するので、積極的に子どもと遊んだり関われるよう援

助する。 

・離乳後期へ移行し、さらに完了期への移行がスムーズに進められるように援助する。 

・規則正しい生活習慣が確立できるよう援助する。 

 

(3) 保健指導の実際 

特    性 観 察 事 項 保  健  指  導 

Ⅰ 発育・発達 

１ 身体発育 

○丸々した感じから、

引き締まったから

だつきになる。 

○誕生日を迎える頃

には、体重は出生時

の約３倍、身長は約

1.5 倍になる。 

○活動が盛んになる

ため、体重増加も今

までよりは少なく

なる。 

 

○皮膚 

 

 

 

 

 

 

○視覚 

視力は 0.1～0.2

程度、眼球運動は成

人とほとんど変わ

らない。 

 

 

 

○身体発育状況 

○現症・既往歴・家族歴の有無 

・食欲、栄養摂取状況、機嫌、日

中の活動の様子、下痢の有無、

養育環境を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

○皮膚についての心配の有無 

 

 

 

 

 

 

○目についての心配の有無 

 

 

 

 

 

 

 

○この時期の発育について（P.13 参照） 

●やせてきた（体重が増えない） 

・栄養摂取が極端に少なかったり、疾病が

疑われる時は、受診を勧める。 

・ネグレクトが疑われる場合は、子育て支

援が必要であり、事例検討をし、複数の

担当者で対応する。 

 

 

 

 

 

○皮膚に関する保健指導 

（P.17、27、33 参照） 

 

よくある訴え 

皮膚の問題とスキンケア（P.82～） 

 

 

○目や耳に関する多い訴えについて 

（P.28 参照） 
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○聴覚 

音源を探し当て

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 運動発達 

○一人でおすわりが

でき、姿勢を自在に

換えられる。 

 

○肘這いや四つ這い

で移動ができる。 

 

 

 

 

 

 

○shuffling baby 

・すわった姿勢で移動

する子を shuffling 

baby いざり児という｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○耳の聞こえについて心配の有無

（反対側から呼んでみたり、音の

出るおもちゃで確認してみる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○すわったままで横のものを取

ったり、からだをねじって後ろ

のものを取ったりできるか。 

 

○うつぶせや仰向けの姿勢から

一人でおすわりになれるか。 

 

 

 

 

 

 

○這い這い（肘這い、四つ這い）

ができるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○母子健康手帳の「きこえに関するチェッ

クシート」での確認 

○健診場面では確認が難しいこともある

ので、養育者が心配している時は、早め

に受診を勧める。 

・耳の聞こえについての心配は、的中して

いることが多い。 

（健康診査の手引 P.22～23 参照） 

 

よくある訴え 

目や耳に関すること（P.85） 

 

 

 

○運動機能の発達は個人差が大きいので、

段階を追って発達できるように援助し

ていく。 

 

○移動しやすい環境づくりのアドバイス

を行う。 

・這い這いしやすいように、床の上にはで

きるだけものを置かず、広いスペースを

つくる。 

・段差のある所、玄関、縁側などでは転落

事故を起こしやすいので注意する。 

 

●這い這いしない。 

・這わないでいきなりつかまり立ちをする

子どもや､すわった姿勢で移動(shuffling)

をする子どももいるが異常ではない。 

・shuffling baby では、腹臥位が嫌いで立

たせても足底を床につけることを嫌が

り、ふんばらないことが多い。 

＜這い這いの練習＞ 

①まず腹這いでの腕立て位を確かなもの

にする。腹這いで手を伸ばしておもちゃを

とらせる。 

②腹這いで方向転換を促す。 

③腕立て位から腰を後方に持ち上げ四つ

這い位をとらせる。この姿勢をできるだ

け長く保持するよう、前におもちゃを置

いて励ます。 

④余裕がでてきたら、四つ這い位で、わず

かに前後にゆらす。 
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○つかまり立ちがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○拇指と他の指を使

って、はさみ持ちが

できる。 

○おもちゃを持ち替

えたり、両手に持っ

て打ち鳴らしたり

できる。 

 

 

 

 

３ 精神発達 

○記憶・模倣・思考の

芽生えが認められ

るようになる。 

○人見知りや後追い

が強くなる。 

・親しい人が側を離れ

ると不安になる。 

・愛着形成がはっきし

してくる。 

○簡単な芸やまねが

できる。 

○共同注意が発達する｡ 

人が視線を向け

ている方向に目を

向けることを共同

注意という。生後６

か月頃から始まり、

10 か月頃には視線

だけでなく指さし

た方向にも目を向

ける。自閉症スペク

○自分でつかまって立ち上がるか｡

・踵が床についているか。 

 

 

 

○親指と他の指とではさみ持ち

ができるか。 

・はさみもちする。 

（9～10 か月） 

 

 

・拇指と人差し指でつまむ。 

（10～12 か月） 

 

 

 

 

○人見知りや後追いがあるか。 

・主な養育者は誰か、その人が普

段どんなふうに子どもと接し

ているのか､家族構成､人の出入

りの多い家かなども確認する｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●つかまり立ちしない場合、次のようにつ

かまり立ちの練習を勧める。 

①足がつく高さの椅子に浅く腰掛けさせ、

足底に体重がかかることに慣れさせる。

②養育者の膝の上に腰かけさせ、両足底を

床につけた状態にする。体幹を両手で支

え、体重を前足部にかけるようにして、

腰を浮かせ立ち上がってくるのを待つ。

③立ち上がったら腰を少し押し下げ足に

体重が掛かるようにする。 

 

○引っぱったり、入れたり、取り出したり、

押したりなど指先を使った遊びを多く

取り入れる。 

 （健康診査の手引 P.15 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人見知りや後追いは愛着形成がなされ

ているからである。 

○この時期は、いつも一緒にいてくれる人

が子どもにとって安心できる基地のよ

うな存在となる。子どもの情緒の安定に

大切な時期なので、次のことを心がける｡

●人見知りをしない場合 

・愛着形成を確かなものにするために､抱

いてあやすなど､スキンシップを心がける｡

・子どもの側を離れる時や戻ってきた時は

声をかける。 

・子どもが求めてくる時は相手をする。 

・人見知りの時期や程度には個人差がある

ので、他の発達が順調ならば心配しなく

てよい。 

●人見知りがひどい（後追いがひどい）。

・養育者に対する愛着が強くなってきたた

めなので、子どもの不安を除くよう声を

かけたり、できるだけ相手をして安心さ

せる。 

・理解力、記憶力などが発達した証拠なの
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トラム障害では障

害されている。 

（健康診査の手引 

P.18 参照） 

 

 

 

 

 

 

○喃語の種類も増え

盛んに言うように

なる（ナンナンナ

ン・ダッダーなど舌

端音も出せる）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 栄養と食事 

○離乳後期 

・１日３回食となる。 

・ミルクは500～600ml/日位 

 

 

 

○口唇を閉じて咀しゃ

く運動ができる時

期である。 

○舌先を左右に動か

すことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○何か芸をするか。 

・おつむてんてん（子どもが両

手で自分の頭をたたくしぐ

さ）、バイバイなど 

 

 

 

○喃語のレパートリーが広がっ

たか。 

○反復喃語、音声の模倣がみられ

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○離乳食は順調に進んでいるか。

・母乳・ミルク・離乳食などの回

数・量・内容を聞く。 

・離乳食の摂取状況・内容・調理

形態、おやつの与え方は適当か｡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、今すぐ無理に人になじませようとし

なくともよい。 

 

●芸をしない。 

・バンザイ、アワワ、パチパチ、イナイイ

ナイバーなどの芸当を反応を見ながら

繰り返しやってみせる。 

・簡単な手遊びを期待して楽しむ･･･ 

「一本橋コチョコチョ」「結んで開いて」

         

●喃語が少ない。 

・積極的に話しかけ､子どもの喃語をまねし

たり､相づちをうったりして応じてみる｡ 

・聞こえの問題がないか確認する。 

・音のするおもちゃ、クルクルチャイム、

ワンワンと鳴く犬などを使って喃語を

発してみせる。 

・掛け声をかけながらボールを転がした

り､探させたり拾ったりして一緒に遊ぶ｡

・飛行機ブーン、毛布ユラユラなどのダイ

ナミックな遊びでケタケタ笑いなど発

声を促す。 

・子どもが芸や声をまねしたらほめる。 

 

○他の精神運動発達は順調か、養育環境は

どうかを確認し､問題があれば支援する｡

 

 

○この頃の食事についての特性を説明する｡

・食事の好みが変化したり、はっきりして

くる。中だるみや遊び食べなど、大人に

とって困ることが、子どもにとっては学

習でもあるので、発達の過程ととらえて

見守ることが大切。 

○この頃の離乳食 

・乳歯も生えてくる時期で、歯茎でつぶせ

る固さのものを、みじん切りや煮つぶし

などにして与える。 

・うす味に調理する。 

・使用できる食品の種類が広がるので、家

族の献立を適宜利用する。 

（健康診査の手引 P.29～33 参照） 

●離乳食を食べない。 
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特    性 観 察 事 項 保  健  指  導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○おやつ 

・この時期は栄養を補

う意味もある。 

・１日のバランスを考

え､必要があれば１

日１～２回､時間を

決めて与える（果物･

パン･プリンなど)｡ 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 生活習慣としつけ 

○睡眠 

・夜と昼の区別がつい

てくる。 

・睡眠時間は 10～13

時間 

・昼寝は１～２回で時

間は短くなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○おやつの回数・種類・量は適当か｡

 

 

 

 

 

 

○飲み物をコップのふちから飲

めるか、食べ物を手に持って食

べるか。 

 

 

 

 

 

 

○生活のリズムは大体決まって

きたか。 

・生活リズムの乱れや睡眠の問題

（夜泣きなど）はないか。 

 

 

 

 

 

・母乳・ミルク・牛乳・果汁を飲みすぎて

いないか。 

・日中の活動状況・体重の増加量には、問

題ないか。 

・体重増加が順調で発育のバランスがとれ

ていれば、あまり神経質にならないよう

話す。 

・無理強いしない。食べさせようとしない

で、待つよう話す。 

・叱る、おどす、罰するなどしない。 

・からだを使った遊びを十分行い、規則正

しい生活を心がける。 

○フォローアップミルク 

・必ず飲ませなければならないものではない｡

・乳児用調整粉乳（ミルク）に比べ、タン

パク質の量が多い。 

・離乳食が普通に進んでいるようなら、特

に与える必要はない。 

○母乳をやめる時期について（P.54参照）

 

○おやつ 

・時間と量を決める。 

・糖分の多いお菓子・飲み物（ジュースや

イオン飲料）はできるだけ避ける。また、

哺乳瓶でのジュースやイオン飲料はや

める。 

 

○汚してもよいから子どもが一人で食べ

ようとする気持ちを大切にする。 

・汚してもいいように、ビニールを敷いた

り、エプロンをするなど工夫する。 

・手に持って食べられるよう、トーストや

野菜はスティック状にして与える。 

・水分をコップから飲む練習をする。 

 

 

○生活リズムについて 

・けじめある生活習慣が必要であり､家族

の生活リズムの調整をする。 

・早寝、早起きのリズムを作る。 

（乳幼児期は生体リズムからも、夜９時

頃までに就寝させる事が望ましい） 

よくある訴え 

夜泣き（P.77） 
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○排泄 

・尿量200～500ｍｌ/日 

・排便は 10 か月頃よ

り大体時間が決まっ

てくる。 

 

 

○遊びが広がり、いた

ずらも始まる。 

・大人とのやりとりを

楽しむようになる。 

・一人で遊べるように

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○メデイアに関心を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 疾病予防と健康増進 

１ 予防接種と健康増進 

 

 

 

 

 

 

 

○排便はきちんとあるか。 

・排便の回数・性状・排泄につい

ての心配の有無 

 

 

 

 

○相手をしてあげると喜ぶか。 

・養育者が積極的に関わっている

か確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○テレビ・DVD などの使い方はど

うか。 

・１日中テレビがつけっぱなしに

なっていないか。 

・養育者が携帯ばかりを使って子

どもをみていないか。 

・スマートフォンによる子守をし

ていないか。 

 

 

 

 

 

 

 

○予防接種の接種状況 

・母子健康手帳や母子健康記録票

で接種状況を確認し､説明する｡

 

 

 

 

○排泄について 

・おむつは濡れたらすぐに替え、気持ちの

よさが子どもにわかるようにする。 

よくある訴え 

便秘（P.86）、下痢（P.86） 

 

 

○遊びについて 

・相手をしてほしがる時期なので、一緒に

遊びを楽しむ。 

・大人とのからだを使った遊びやボール遊

びなど動きのある遊びを喜ぶ。 

・一人で楽しげに遊んでいる時は、そうさ

せておくこともよい。但し危険がないよ

うに目を離さない。 

・戸外への散歩、他の子どもが遊んでいる

所に連れて行くなど、新しい経験をさせ

てあげることは、生活空間を拡大し、情

緒の安定にも有効である。 

・おもちゃは動きのあるもの、音の出るも

の､手でいくらか操作するものなどがよい｡

 

○テレビ・DVD などの音や映像は刺激が強

いので害にならないように利用する必

要がある。 

・食事や遊ぶ時は消しておくことが望ましい｡

・携帯電話の使用も子どもと関わる時間を

多く確保するため、時間を決めるなど工

夫する必要がある。 

・テレビのために子どもの寝かし付ける時

間が遅くならないようにする。 

よくある訴え 

子どもとメディア接触（P.90） 

 

 

 

 

○予防接種について 

・接種の時期と接種時の注意 

定期 インフルエンザ菌 b型（ヒブ）、

肺炎球菌、四種混合の初回接種を

完了していること。BCG の接種を

終了していること。 

任意 B 型肝炎、インフルエンザ 
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２ 事故防止 

移動が自由にな

るので転落、熱傷、

誤飲などの事故が

多くなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 歯及び口腔の健康 

○生歯の順序、月齢に

個人差はあるが、大

体上下４本ずつ生

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 子育て支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○病気に罹りやすいといった心

配があるか。 

 

 

 

 

 

○事故防止の工夫がなされてい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○歯は何本生えているか。 

・むし歯予防に心掛けているか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子育て環境について確認する。

○子育てのことで困っているこ

とや相談したいことはないか確

認する。 

※詳細は日本小児科学会ホームページ、日

本小児科学会推奨の予防接種スケジュー

ルを参照 

○母子健康手帳の積極的活用について 

（P.14 参照） 

 

○病気に罹りにくい生活習慣を考える。 

・動いた後背中に手を入れ、汗ばんでいれ

ば着せすぎである。 

・遊びをとおして体力づくりを行う。 

・清潔の保持に努める。 

 

 

○事故防止（P.15 参照） 

・目を離さず、一緒にいることが原則で、

子どもの目の高さで危険なものがない

かを確認する。 

・転落の危険のある所・ストーブの周りに

は柵をもうける。 

・テーブルクロスは引っ張ると危ないの

で、使わない。 

・手の届く範囲に（引き出しの中も開け

る）、危険なものは置かない。 

・衣服は動きやすいものにする。ひっかか

りやすいひもや飾りはつけない。 

・風呂場にカギをかける、浴槽に水をため

ておかない。 

 

 

○「歯が生えてこない」、「歯の生える順序

が変」などの訴えに対しては、歯の生え

方には個人差があることを説明する。 

○歯の清潔について 

・食後にはお茶や水を与える。 

・歯が生えていれば、歯ブラシを使っての

歯みがきを習慣づける。 

○むし歯予防（P.39 参照） 

○歯質の強化について 

・フッ素塗布を３～６か月毎に受けること

を勧める。 

（健康診査の手引 P.27～28 参照） 

 

 

○子育て上の不安や心身状況を確認し

ながら相談に乗る。（P.13 参照） 
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６ １歳６か月児健康診査の保健指導                      

 

（1）特   性 

・体型は次第に細身に変化し始める。 

・歩行が可能になる。 

・手指操作の微細運動が発達し、道具が使えるようになっていく。 

・社会性の発達とともに自我の芽生えが見られる時期である。 

・視線、指さし動作、さらにことばによる意志の伝達と受け取り（周囲の指示理解）が

可能になる。 

 

（2）保健指導のねらい 

・子どもの発育段階に応じた親子遊びなどをとおして、コミュケーション行動（ことば）

の発達、精神面及び運動面の発達を促す。 

・咀しゃく機能や消化機能にあわせた形態のバランスのとれた食事及び食事の一部とし

てのおやつについて説明する。 

・基本的な生活習慣のしつけを説明する。 

・むし歯予防について、説明する。 

・事故防止と安全教育を行う。 

・発達障害の疑いがある場合、養育者の不安感をあおり立てることなくその困り感に継

続的に相談に乗り、発達援助をしながら必要に応じ医療機関やその他の機関を紹介す

る（発達障害者支援法（平成 20 年改正）に基づき、発達障害児への支援を実施する）。 

 

（3）保健指導の実際 

特    性 観 察 事 項 保  健  指  導 

Ⅰ 発育・発達 

１ 身体発育 

○乳児期に比べ体重

増加は緩徐になり､体

型は細身型になる｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○視覚 

・視力 0.3～0.4 

・眼位は安定 

・視力は生後いろいろ

 

 

○身体発育状況 

○食事の摂取状況、疾病罹患傾

向、活動状況などについて、総

合的に観察・評価する。 

 

○大泉門が閉じていない、頭囲が

大きい・小さいということはな

いか。 

 

 

 

 

 

 

○目についての心配の有無 

・目つきや、目の動きで心配はな

いか。 

・斜視がないか。 

 

 

○計測値を母子健康手帳にその都度記入

し、養育者と共に発育の様子を確認する

ことが大切（P.13 参照） 

 

 

○頭囲曲線により確認する。 

・医師の指示により、必要に応じて受診を

勧める。 

（健康診査の手引 P.4 参照） 

 

●Ｘ脚・Ｏ脚・内反足 

・医師の指示により、必要に応じて受診を

勧める。 

 

○視線が合うことは、対人関係の重要な基

礎であるため、視力だけではなく、人に

対する反応として観察する必要がある。
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特    性 観 察 事 項 保  健  指  導 

な視覚刺激を受け

ることで発達する。

見えにくい状態が

続くと視力が育た

ず弱視になる可能

性がある。 

 

 

 

 

○聴覚 

・言語理解がすすむ。 

・呼名への振り向きは

聴力だけでなく、自

分の名前を理解し、

人の呼びかけに対

する応答行動でも

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 運動発達 

○独り歩きの完成 

・１歳６か月で90％が

歩行可能 

・ローガード歩行 

 （16～18 か月） 

上肢が下に降り、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○名前を呼ばれて振り向くか。 

（９か月頃から呼名に振り向く）

・呼名に対する反応を確認する。

・振り向かない場合は、どういっ

た関わりなら反応するのかを

確認する。 

 （テレビ・電話の音・肩を叩く・

養育者が呼ぶ・環境による反応

の違いなど） 

○中耳炎などの既往 

○聴覚の問題だけでなく、言語発

達や社会性の発達なども合わ

せて判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○歩き方に問題はないか。 

・つまずいたり、転んだりせず、

２～３ｍ歩くか。 

・shuffling baby の場合、いずれ

歩行できるが１歳６か月では

歩かないことが多い。 

○両眼視機能障害を来さないためにも、心

配な点があれば眼科受診を勧める。 

・調節性内斜視（遠視の調節のために内斜

視になっている）は、早期受診を勧める。

・偽内斜視（鼻根部が平坦で幅が広いため、

眼位は正常でも内斜視にみえる)も多い｡ 

○日常における目の保護 

・テレビや DVD などをみる時は近づきすぎ

ない。長時間続けてみせない。 

 

●ことばの遅れがある場合（発語以外の発

達が良好）は聞こえの確認をする。 

・家庭での観察を十分に行う。 

・母子健康手帳の「きこえに関するチェッ

クシート」での確認をする。 

（健康診査の手引 P.55 参照） 

●名前を呼んでも振り向かない。 

・音への反応があるかどうか確認する。 

・日常生活でお気に入りの音楽などにテレ

ビのみえない所から敏感に反応するか

どうか。 

・どういった関わりなら反応するか確認する｡

・精神発達の遅れ、社会性の遅れがないか

確認する。 

・新生児聴覚検査の結果を確認する。 

●耳鼻科疾患の疑い 

・難聴が心配される時は受診を勧める。 

・中耳炎の再発防止について 

 中耳炎は感冒の後に起こしやすく、ま

た再発しやすいので、感冒罹患時は、耳

の聞こえに注意する｡また､鼻汁をすすら

ないように鼻汁をふきとるなど配慮する｡

 

よくある訴え 
滲出性中耳炎（P.85） 

 

 

 

○動きやすい服装を勧める。 

○戸外での遊びやからだを使っての親子

遊びを勧める。 

○医師の指示より、必要に応じ医療機関の

受診や療育相談などを勧める。 

（健康診査の手引 P.36 参照） 

－48－

１
歳
６
か
月
児



特    性 観 察 事 項 保  健  指  導 

ある程度の上下肢の

協調運動がみられる

ようになる。 

 

○微細運動 

・目的に合った道具の

使用ができる。 

・つまみ動作もできて

手指の操作が巧み

になる。 

９か月頃から、拇指

～第３指で摘む。 

12 か月頃から、拇指

と示指で摘む。 

・握り方に関係なく鉛

筆でなぐり書きを

する。 

 

３ 精神発達 

○名前を呼ばれると、

振り向き、視線を合

わせることができる

(９か月頃から､呼名

に反応し振り向く)。 

 

 

 

○指さしとことば 

・９か月～１歳３、４

か月が指さしの形

成期 

・１歳６か月には、指

さし行動が完成し、

人 と の コ ミ ュ ニ

ケーションの中に

位置づけて使用で

きる。 

①志向の指さし（共同

注意） 

「見てごらん」と大

人が指さすと見て

共有する（９か月頃

から～）。 

 

・未歩行又は、左右差のある歩き

方、尖足歩きや外反扁平足がな

いか。 

 

○スプーンやコップの使い方を

確認する。 

○積み木が積めるか。 

・積み木をその場で積ませて、持

ち方と積み方をみる。 

・積み木は一辺が３cm 程度のもの

がよい。プラスチックより木の

方がよい。 

○干しぶどうなどの小さいもの

をつまめるか聞く。 

○鉛筆でなぐり書きができるか。

・鉛筆の持ち方は問わない。 

 

 

 

○呼名に対する反応、指さし動作

を確認する。 

・名前を呼んだり、おもちゃを渡

したりして、視線が合うかを確

認する。 

・欲しいものがあった時どのよう

に要求するか確認する。 

 

○三項関係が成立しているかど

うか確認する。 

・10 か月頃から三項関係が成立し

てくる。 

大人と子どもが直接的に向き

合って（刺激→反応）いるだけ

でなく、テーマを加えた（三項）

やり取りになっているか。 

 

     

    

 

 

 

 

子ども     大人 

 

 

 

 

 

○微細運動だけでなく、道具の意味や使い

方を理解していないとできない。 

・操作性のあるおもちゃでの遊びの勧め 

積み木、ピアノ、電話、イタズラボック

スなど 

・経験不足の場合は、積ませたり、つまま

せたり、なぐり書きをさせたりする。 

 

●小さい物がつまめない、つまみ方がおか

しい、不随運動を伴う場合や、道具の使

い方が理解できていないようであれば、

医師の指示により、必要に応じて受診や

療育相談などを勧める。 

 

 

●視線が合わない。（P.52 参照） 

・身近な人となら視線が合うか。 

・人見知りが強くて視線を合わせないのか

など、家庭での様子を確認する。 

 

 

 

 

○大人との間で了解されたテーマを意図

的にやりとりすることを確認する（顔を

見ないで一方的に指さす。絵本を次々に

指さしているのは、共感・共有の指さし

には該当しない）。 

○指示に応じて、大人との意図的なやりと

りができるか。 

・子どもの関心の強いものだけでなく、大

人が指示したものにも理解を示すか。 

養育者が子どもからのメッセージをう

まく受け止めているか（母子相互作用）

も確かめる。 

・できない場合は、家庭の日常場面で興味

のある事柄について指示を与えた場合

を確認する。 

●指さしがみられない場合、どのように要

求しているかを確認する。 

テーマ 

（物・事）
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②要求の指さし 

何かしてほしい

時に指さしで要求

する。（１歳前後～） 

③共感・共有の指さし 

興味あるものを指

さしして教える。 

④応答の指さし 

「○○はどこ？」や

絵本などで、「○○

どれ」と聞くとそれ

を指さす。 

 

○事物の理解と言語

理解 

・簡単な指示に従える。 

・ものには名前がつい

ていることを理解

し始める。 

・大人の意図やことば

の意味の理解が進む｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○意味のあることば

が言える（単語２つ

は言える）。 

・子ども自らが何か（犬など）を

見つけ、指さして大人に伝えよ

うとするか。 

・発声・発語を伴うか。 

・絵本を見て、「りんごどれ？」

などの問いに答えて指さすか。

 

 

 

 

 

 

 

○簡単な指示を理解し応じられ

るか。 

・「おもちゃ（リモコンなど、子

どもの関心の高い物）持ってき

て」「ゴミポイして」などの指

示に応じるか。 

・ことばだけの指示でこの場にな

いことでも理解しているか。 

・大人の関心事にも興味を示し

て、大人の意図、ことばを理解

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ママ、ブーブーなどの有意味語

が言えるか。 

・対象とマッチしているか。 

・ただ泣いているか。 

・手全体で指すか。 

・クレーン（大人の手を道具のように使っ

て）現象での要求か。 

・お菓子の袋を持ってきて、差し出すか。

 

 

 

 

 

 

 

 

○ことばの育つ条件 

＜子ども側の条件＞ 

・視線がよく合うこと 

・発声や指さしなどで欲求を伝えようとす

ること 

・喃語が豊富に出ていて聞こえに問題がな

いこと 

・大人のことばかけを理解し反応があること

・目的に合った道具の使い方ができること 

・２～３個しか単語が出ていなくても、人

とのコミュニケーションの基本が育っ

ており、精神発達に問題がなければ、心

配いらない。 

＜コミュニケーションを高める関わり＞ 

・大人が子どもとゆったりと関われる時間

を持つ。 

・スキンシップ(おんぶ、抱っこ)や、から

だを使った遊び(二項関係）、おもちゃを

使ったやり取り遊び(三項関係)をする。

＜ことばを育てるための関わり＞ 

・子どもの動作や気持ちをことばに置き換

えて、場面に沿ったことばかけをする。

・ことばかけは、短く分かりやすいことば

で、明瞭な発音で繰り返し行う。 

・子どもの目を見て正面から話しかける。

・ ｢こんにちは」「おはよう」「おやすみ」

など、挨拶も忘れないようにアドバイス

する。 

●発語がみられない場合 

・呼名に対する反応、指さしを確認する。

・聞こえに問題がないか確認する。 
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・ことばの発達は個人

差が大きい。ことば

の数よりコミュニ

ケーションの基礎

が育っていること

が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○対人関係と社会性

の発達 

・大人のやることを見

ていて盛んにまね

をする。 

・自動車や人形などの

おもちゃをそれら

しく使う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○同じ年頃の子ども

に興味を示すよう

になる。 

 

 

 

 

 

・第三者にもある程度通じるか。

・定着しているか（頻回に出てい

るか）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人のまねをするか。 

・大人が化粧したり、掃除したり

するのを見てまねするか。 

○自動車のおもちゃを「ブー

ブー」と言いながら押して遊ん

だり、人形を抱いたり寝かした

り、ままごと道具でお茶を飲む

まねをするか。 

・おもちゃの機能や性質を理解し

て遊べるか。車を一列に並べて

眺めていたり、繰り返しタイヤ

を回すだけの行動は、やり取り

につながらない。 

 

 

 

 

 

 

○周囲への関心が育っているか、

人を意識しているかをみる。 

・他の子どもと遊ぶ場面でどんな

ふうにしているか。 

・他の子どもの遊びに関心があるか｡

・見ていてまねをすることがあるか｡

 

 

・理解に問題がないか確認する。 

・三項関係が確立しているか。 

・ことば環境に問題がないか。 

①ことばかけの少なさ 

②ことば刺激の不適切さ（子どもにとっ

ての分かりにくさなど） 

・指さしでの要求がなく視線が合わず呼ん

でも振り向きがない場合は、養育者の気

持ちに配慮しながら、経過観察、精密検

診や療育相談などを勧める。 

・断定的な言い方や、養育者に過度に不安

を与えないように配慮し、子どもにわか

りやすいことばかけをし、理解を進める

ようなやり取り遊びをしてもらい、指さ

し動作をやってみせて、共同注意を進め

るようにしながら様子をみる。 

 

●一人遊び、遊びの広がりがない。 

・一人遊びに任せてしまわずに、大人が相

手をして働きかけたり、子どもの関心の

ある遊びを大人がモデルとしてやって

みせる。 

・食事･排泄などの日常生活の基本動作も

子どもの興味に合わせて､やらせてみる｡ 

・おもちゃの機能性の理解に問題があるよ

うなら、精神発達や社会性の発達の遅れ

が疑われる。 

○この時期に適したおもちゃ 

・からだを動かし楽しめるもの（玩具車、

ボール、滑り台など） 

・操作したり道具を使い分けて遊ぶもの 

 （ままごと道具、電話、自動車、お絵か

きセットなど） 

・周囲の事物を見たり聞いたりして楽しむ

もの（絵本、テレビ、音楽など） 

 

○子ども同士の仲間遊びはまだできず各々

で遊ぶことが多いが、子どもが側にいる

ことは好む。 
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○養育者から離れて

動き回るようにな

るが、慣れない場面

では養育者から離

れない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 栄養と食事 

○歯の萌出にともない

咀しゃく機能が発達

し､離乳が完了､幼児

食に移行する｡ 

・離乳の完了とは、形

のある食物をかみ

つぶすことができ

るようになり、栄養

素の大部分が母乳

または育児用ミル

ク以外の食物から

○よその家やデパートなどの慣

れない場所では、慣れるまで養

育者の側にいるか。 

・具合が悪かったり、何か恐い物

があると、養育者にしがみつい

たり、後追いしたりする。 

・養育者といると安心するか。 

 

 

○誰がいてもまるで人がいないか

のように無視して動き回るよ

うなことはないか。 

・普段の家庭場面において落ち着

かない傾向があるか。 

・好きな遊びには集中できるか。

・慣れない場面での行動が普段と

違うか。 

 

 

 

○視線を合わせ、感情交流、意思

表示ができるか（嬉しい時、

困った時などまなざしで伝え

られるか）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一日の食事量・内容 

・好き嫌いの有無 

・おやつの量・内容 

○発育状況とあわせて､必要な栄養

が摂られているかを確認する｡

・おやつは時間を決めているか。

 

 

 

 

 

○この時期の親子関係 

・乳児期からの養育者との相互作用によっ

て愛着形成がなされ、今後の精神発達の

土台となる基本的な信頼関係が成立し

ている。 

・このため体調の悪い時や不安な時には、

養育者の側にいることで安心を確保し

ようとする。 

 

●多動傾向が認められる。 

・養育環境の不十分さ（大人の関わりの不

十分さ）が疑われる場合は、この時期の

安定した関わりの大切さを説明し、子ど

もとからだを使ったスキンシップ遊び

での関わりを短時間（１日 20～30 分）

でも確保するよう勧める。 

・他の発達の問題も疑われる場合には、必

要に応じ経過観察、精密検査や療育相談

を勧める。 

 

●視線が合わない。 

・人見知りがあったか。 

・他の発達の問題の有無も確認しながら、

必要に応じ経過観察し、療育相談などを

勧める。 

（健康診査の手引 P.37～43 参照） 

よくある訴え 

落ち着きがない（P.79） 

発達障害の心配はないでしょうか(P.79) 

自閉的傾向（P.79） 

 

 

 

○幼児の食事行動と食欲などの特性につ

いて、説明する。 

○食事の目安について 

・食事：軟飯・軟菜で１日３回 

・おやつ：１日１～２回 

・牛乳またはミルク(コップで）：１日200～300ml

○食事状況を聞く中で、極端に偏りがあっ

たり、問題のある場合は、肥満予防の点

からも養育者の注意を促しながら説明

を行う。 

（健康診査の手引 P.43～44 参照） 
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とれるようになった

状態をいう(通常12～

15 か月頃。遅くとも

18 か月には完了)｡ 

 

○ 幼児の食行動 

・一定した食欲を示さ

ずムラがある。 

・食事をするよりも周

囲の人や物事に興

味があり、食事のみ

に集中しない。 

・意欲はあってもこぼ

したりの失敗も多

く気も散りやすく、

あきやすい。 

・スプーン・コップな

どを自分で持ちた

がり何とか使える

ようになる。 

・16か月で90％がコッ

プで水が飲める。 

・こぼさずにスプーン

の使用ができるの

は 23 か月で 90％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○スプーンを持って、自分で食べ

ようとするか、確認する。 

・哺乳瓶を使っていないか。 

・コップで水が飲めるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○食生活のリズムを整える。 

・食事時間を決める。 

・必要な栄養をとるための食事の一部とし

てのおやつの必要性、おやつの与え方に

ついて説明する。 

＜おやつの与え方＞ 

・時間を決める（食間の午前 10 時か午後

３時頃）。 

・総エネルギーの 10～15％で 150kcal 程度

が必要な目安 

・牛乳、チーズ、果物、いも類、おにぎり、

パン、甘くないお菓子など 

・甘みの強い菓子（キャラメル、あめ、チョ

コレートなど）、スナック菓子は、満腹

感を与え、むし歯の原因にもなるので、

少なめにする。 

・炭酸・乳酸飲料及び果汁飲料については、

10％程度の糖分が含まれているので多

飲させない。 

○楽しい食卓の雰囲気づくり 

・自分で食べようとする意欲が出てくる

が、こぼすことも多く手づかみで汚すの

が常である。養育者は意欲を伸ばす態度

で見守ることを勧める。 

・食事に集中できるようにおもちゃは見え

なくしテレビは消す。 

○哺乳瓶の使用はだんだんにやめるよう

勧める。 

(むし歯、歯列不正、下顎発達への悪影響)

・コップで飲めるように、はじめは養育者

が手をそえてほんの少しの量から始め

てみる。 

○食事の行儀のしつけ 

・この時期の食行動と食欲の特性を説明す

る。この時期は乳児期後半にしばしば低

下する食欲がまだ回復していないこと

があり、また、気が散りやすく注意散漫

なため落ち着いて食べ終われない。 

・食物をおもちゃにしないことと、食前・

食後の清潔のしつけを始める。 
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○離乳が完了したら、

栄養面からは、母乳

の役割は終わる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 生活習慣としつけ 

○自我の芽生えが顕

著になり、しつけを

開始する時期であ

るが、自立には至ら

ない。 

１ 基本的生活習慣 

○基本的な生活習慣

について、子どもは

家族のやり方を見

て、まねしながら身

につけていくもの

である。 

 

 

 

 

 

○食事のことで困っていること

はないか確認する。 

・無理に食べさせていないか。 

・おやつや飲み物が多くないか。

・水などの助けで飲みこんでいな

いか。 

・急がせたり、無理に食べさせて

いないか。 

・軟らかい食べ物だけを食べてい

ないか。 

 

 

 

 

 

○母乳をやめたい場合、なぜやめ

たいのか確認する。 

・体重増加不良、少食などの問題

がないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○清潔に心がけているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●遊び食べ、むら食い、小食、好き嫌い 

・一時的なものであることが多い。 

・無理強いせず、調理方法や調理形態で工

夫する。 

・戸外遊びを多くしたり、おやつを減らし

たりして空腹の状態で食事に臨めるよ

うな工夫をする。 

・感情的に叱らない。 

●よく噛まずに、丸飲みをしている。 

・まず、噛まない原因を考えてみる。 

・急がせたり、無理に食べさせると、丸飲

みの癖がつきやすい。 

・噛むとおいしさが味わえる工夫をする。

・ゆったりと食べる習慣をつける。 

 

●母乳をやめたいがやめられない（卒乳）。

・母乳には栄養面の他に母子間のスキン

シップの重要性があり母親の気持ちに

配慮が必要。「卒乳」という言い方をし、

子どもの意志で離れていくのを待つの

も一つである。 

・授乳を母親が苦痛に感じているなら、子

どもに「やめたい」ことを伝え、遊びな

どで子どもの気持ちを別の形で満たす

よう心がけること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○清潔に心がける。 

・皮膚疾患の予防と生理機能の促進に有効

であるが、この時期では養育者が気をつ

けてやる必要がある。 

・家族も衛生面を意識していくことが大切

である。 

・養育者が根気強く手伝う。 

・入浴の励行 

・外出後の手洗い、うがい 
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２ 生活のリズム 

○生活のリズムが安

定する。 

 

 

 

 

 

○平均的な睡眠時間

は１日 10～12 時間

であり、昼寝は大体

１回にまとまって

きて２～３時間で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 排  泄 

・排尿の間隔は２時間

を超え、回数は少な

くなる。 

・尿量は１日500～600ml 

・１歳６か月から２歳

６か月で尿意、便意

の予告ができる（こ

とばや身振りで）。 

・尿意を意識しそれを

 

○生活のリズムは整っているか。

 

 

 

 

 

 

○夜はよく眠るか。 

・生活のリズムの乱れや睡眠不足

はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○排泄のしつけを始めているか。

・排泄を促す働きかけをしているか｡

 

 

 

 

 

 

 

 

○子どもの生活のリズムは家族の生活リ

ズムに影響されやすいことを説明する。

・家庭内の生活リズムの調整 

・生活の中で、起床・就寝・食事の時のあ

いさつを習慣づける。また「こんにちは」

「ありがとう」なども教えていく。 

 

○就寝・起床・昼寝・入浴時間、日中の過

ごし方を見直す。 

・朝はほぼ同じ時刻に起こす。 

・起きたら朝の光を浴びさせる（朝を認識

させる）。 

・顔を拭く、服を着替えるなど身支度を整

える。 

・風呂は、就寝時間の１時間前位までに入

れる。 

・夜は必要以上の照明をつけない。 

・パジャマに着替え、歯を磨くなど眠る前

の準備をする。 

・毎日できるだけ同じ時刻に寝かし付け、

照明を落とす。 

・養育者が添い寝をしてもいい。眠ること

への不安を取り除く。 

●就眠儀式（タオルをくわえる、指しゃぶ

りなど） 

・安心して寝られるように子ども自身が

やっていることなので、叱ったり禁止し

たりせずにやらせておいてもよい。 

・指しゃぶりの程度がひどく気になる場合

は、手を握ってやったり絵本を読むな

ど、子どもが安心していられる別の方法

を考える。 

 

 

○排泄自立の過程には、順序性と個人差が

あることを説明する。 

・尿意を予告できればおむつははずせるの

で､この段階でしつけをあせらなくてよい｡

・パンツにしたが汚してばかりでイライラ

するようならおむつに戻してもよい。 

・排泄の機能の発達に伴い尿を貯めること

ができるようになれば、もらす前に予告

できるようになる。 
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訴えるが、抑制力は

ない。排尿してから

知らせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ しつけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○しつけの仕方で困っていないか｡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇指しゃぶりはどんな時にするか｡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜排泄のしつけの基本＞ 

・排泄したら気持ちよいということを子ど

もと共有する。→「出る感覚」を。おむ

つがいつも清潔であること。→「出た感

覚」をもたせる。 

・排泄の間隔が長くなってきたら様子を見

て便器などにかけさせる。 

・安心してリラックスできる環境、用具を

整える。 

・強制せず、うまくできたらほめてやる。

・予告ができるようになったら、おむつを

はずす。 

・しつけの開始の時期の早い遅いが排泄自

立の早い遅いに単純にはつながらない。

●便器に腰かけるのを嫌がる。 

・無理強いはせず、時間をおくなどして、

気分転換を図りながら、様子をみる。 

・トイレが怖くなく嫌な場所でなくなるよ

う工夫する。 

 

 

○しつけの基本について説明する。 

・発達段階に応じたものであること 

・子どものペースに合わせて、根気よく、

一貫した態度で接すること 

・生活の場や道具など、子どもにとって使

いやすい環境を整えること 

●ほめ方、叱り方がわからない。 

 

よくある訴え 
ほめ方上手になるには（P.91） 

 

●指しゃぶりがやめられない。 

・指しゃぶりの程度がひどく気にかかる時

には、養育者が手を握ったり、本を読む

など、子どもが安心してできる別の方法

を考える。 

・無理にやめさせる必要はないが、できる

だけスキンシップを持つ時間を心がけ

一緒に遊んだり声をかけるようにする。

 

よくある訴え 
指しゃぶり(P.80）、おしゃぶり(P.81) 
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特    性 観 察 事 項 保  健  指  導 

Ⅳ 疾病予防と健康増進 

１ 予防接種と健康増進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事故防止 

○歩行の開始により

行動範囲が広がると

共に精神面の発達

により探索活動が

旺盛となり、思わぬ

事故が急増する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 歯及び口腔の健康 

○乳歯の萌出は上下顎

で 12～16 本 

 

 

○予防接種の接種状況 

・母子健康手帳や母子健康記 

録票で接種状況を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○環境の整備に配慮しているか。

・危険な箇所、物を点検し、整備

する。 

（転落・熱傷・誤飲・溺水・交

通事故など） 

・薬品・化粧品・硬貨・タバコ・

その他周囲のあらゆるものが

口に入る危険があることから、

普段の置き場所､管理に注意する｡

 

 

 

 

 

 

 

 

○歯の状況・口腔内の状況 

・歯の萌出本数 

 

 

○予防接種について 

・接種の時期と接種時の注意 

定期 インフルエンザ菌 b型（ヒブ）、

肺炎球菌、四種混合の追加接種を

完了していること 

１歳より：麻しん、風しん（MR）

の接種を完了していること 

任意 インフルエンザ 

１歳より：水痘、おたふくかぜ 

※詳細は日本小児科学会ホームページ、日

本小児科学会推奨の予防接種スケジュー

ルを参照 

○母子健康手帳の積極的活用について 

（P.14 参照） 

 

○感染症の流行時には、むやみに人混みに

連れ出さないようにする。 

○手洗い、入浴の実施 

○バランスの良い食事を心がける。 

・運動の後は、十分な水分の補給と休養を

とる。 

 

 

○養育者と子どもに対しての安全教育 

・ことばでの危険が認知される時期ではな

いので、大人が先に行動し、子どもの動

きを抑制する心構えが必要なことを説

明する。 

○危険に対する禁止は繰り返し教えていく｡

・時には、目を見てしっかり教えること 

・ことばだけでなく行動でも体験させる。

例えば触ってはならないものは駄目と

言いながら取り除き、危ない所に行こう

とするときはそのように言いながら抱

えこんで行かせない。 

●歯ブラシ事故について（P.15 参照） 

・歯ブラシを口にくわえて走り回ったりさ

せない。 

 

 

●全く萌出がみられない。 

・専門の医療機関への受診を勧める。 
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特    性 観 察 事 項 保  健  指  導 

○う蝕（むし歯）の好

発部位：上顎前歯部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 子育て支援 

・むし歯の本数 

・口腔内の疾患 

 

 

○歯の清潔について､むし歯予防の

注意がされているか確認する｡ 

・歯みがきをしているか。 

・大人の仕上げみがきをしているか｡

・むし歯の処置などについて困っ

ていないか。 

○歯や口腔の健康について困っ

ていることはないか。 

・食事やおやつの与え方で困って

いないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子育て環境は整っているか。 

○子育てについて困っているこ

と、相談したいことはないか確

認する。 

●不正咬合の心配 

・あきらかな異常でなければ、３歳児健診

時に歯科医師に相談する。 

 

○歯みがき指導 

・歯ブラシに慣れさせる。 

（人まねをするので、きょうだいや養育

者と一緒にさせるとよい） 

・１日１回は大人が仕上げみがきをする。

・子どもを寝かせ、頭を膝の上に乗せてみ

がく「膝みがき」がよい。 

・話しかけながらみがく。 

・歯ブラシは刷毛部が小さい、乳児用又は

幼児用のものがよい。 

・歯と歯の間のむし歯予防のためにデンタ

ルフロスを使用するとよい。 

・歯をみがかせない子どもに対して普段か

ら歯みがき好きになる工夫をしておく。

歯みがきについて描かれた絵本をみせ

たり、ぬいぐるみやお人形の口元を子ど

もにみがかせる歯みがきごっこをする。

歯みがきの歌を歌ったり、音楽を聴かせ

たり、DVD をみせたりするのもよい。 

・歯をみがかせない時は無理強いせず、子

どもの機嫌のよい時に少しずつみがい

てあげる。 

・電動歯ブラシを使ってみるのも一つの方

法である。 

〇むし歯予防（P.39 参照） 

●むし歯がある場合 

・専門医への受診を勧める。 

・進行が早いので、早めの受診を勧める。

・予防処置も歯科医師に相談できることを

紹介する（フッ素塗布など）。 

・適切な日常生活の注意でむし歯の発生及び

進行阻止は可能であることを説明する｡ 

（健康診査の手引 P.55～57 参照） 

 

 

○子育て上の不安や養育者の心身の状況

を確認しながら相談に乗る。 

○必要に応じ、地区担当保健師が相談に応

じることを伝える。（P.13 参照） 
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７ ３歳児健康診査の保健指導                        

 

（1）特   性 

・身長の伸びが目立ち、運動が活発になり、引きしまった感じになる。 

・複雑な動作ができ、走る速さを調節したり、音楽にあわせて踊れるようになる。 

・ボタンのはめはずし、ハサミの使用など手先の微細運動が発達する。 

・記憶力がめざましく発達し、身近なものを観察し、覚え、理解していく。 

・大人のことばをまねしながら、ことばでの表現が豊かになる。 

・自我が発達し、自己主張が強くなる。 

・社会性が発達し、友達に関心を示し一緒に遊べるようになる。 

 

（2）保健指導のねらい 

・生活習慣の自立とともに著しい自我の発達を示し、人間形成の基礎となる時期であり、経

験豊かに養育されるよう支援する。 

・社会性が発達する時期であり、我慢すること、譲り合うこと、人に親切にすることを

覚える大切な時期である。その基盤として、養育者が安全基地となり、モデルとして

の役割を果たせるよう支援する。 

・好奇心が強く、活発なわりに危険を予測する力が十分でないので、事故防止のための

安全教育を行う。 

・自己主張の強い子どもへの対応に戸惑う養育者に対しては、大変さに共感したうえで、

子どもの欲求を上手に満たせるよう具体的に支援する。 

・発達障害の疑いがある場合、養育者の不安感をあおり立てることなくその困り感に継

続的に相談に乗り、発達援助をしながら必要に応じ医療機関やその他の機関を紹介す

る（発達障害者支援法（平成 20 年改正）に基づき、発達障害児への支援を実施する）。 

 

（3）保健指導の実際 

特    性 観 察 事 項 保  健  指  導 

Ⅰ 発育・発達 

１ 身体発育 

○発育経過 

 ２歳頃から体重

の増加はかなり緩

やかになる。 

○体型 

 身長の伸び・筋肉

の発達・皮下脂肪の

減少などにより、乳

児期のふとり型から

細身型へ移行する。 

○平均的体格 

・体重 13～14kg 

 （年間約２kg 増） 

・身長 94cm 前後 

 （年間約７～８cm増） 

 

 

○身体発育状況 

○現症・既往症・家族歴の有無 

 

 

○肥満､やせがある場合の確認事項

（既往歴、食事摂取状況、活動

状況） 

○低身長がある場合 

家族性、染色体異常、代謝性、

栄養障害、慢性疾患、内分泌性、

養育環境などを確認する。 

 

 

 

 

 

 

○母子健康手帳に記入し、養育者と共に幼

児身体発育曲線（平成 22 年調査）をみ

ながら、発育の様子を確認する。 

 

○食事の摂取状況、罹患傾向、活動状況な

どについて、総合的に観察・評価する。

（P.13 参照） 

●低身長がある場合 

・要因を確認し、乳児期からの成長曲線を

作成する。以下の場合は、経過観察、ま

たは精密検査を勧める。 

 ①男女とも３パーセンタイル未満 

 ②１歳６か月からの伸びが７cm 以下 

 →確実な事後フォローが必要である。

（※５歳前には再度チェックする。） 
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特    性 観 察 事 項 保  健  指  導 

 

 

 

 

 

○視覚 

・両眼視機能の完成は

６歳位であるが、両

眼視機能の発達・弱

視の予防には２歳

頃までに適切な治

療が始められるこ

とが望ましく、３歳

児視覚検査での斜

視や屈折異常の発

見は重要である。 

＜視力発達の目安＞ 

 ６か月 0.04～0.08 

 １歳  0.2～0.3 

 ２歳  0.5～0.6 

 ３歳  1.0 

 

 

 

○聴覚 

・２歳過ぎに聴神経が

発達し、初めて成人

に近い聴力を示す。 

・言語を獲得する時期

の治療が予後を左

右するので、この時

期の難聴発見は極

めて重要である。 

 

 

 

 

 

２ 運動発達 

○粗大運動機能 

・走る、跳ぶ、投げる、

ぶら下がるなどダ

イナミックな動き

が可能になる。 

 

 

 

 

 

○家庭で自己検査を行ったか。 

・子どもの協力度も含めて結果を

確認する。 

○目についての心配がないか。 

・目を細めてみる。 

・上目づかいでみる。 

・顎を突き出してみる。 

・横目づかいでみる。 

・瞬きが多い。 

・暗い所で動作がにぶる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○家庭で自己検査を行ったか。 

・子どもの協力度も含めて結果を

確認する。 

○聞こえの心配はないか。 

・家族の難聴の有無 

・両耳合わせて５回以上の中耳炎

の繰り返し 

・いつも、鼻づまり、鼻汁を出す、

口で息をする。 

・呼んでも振り向かない、聞き返

しが多い、テレビの音を大きく

するなど 

・ことばの遅れ、発音不明瞭 

 

 

○運動発達が遅れているという

心配はないか。 

○観察ポイントに併せ、家庭での

経験はどうか。 

 

（健康診査の手引 P.70～71 参照） 

よくある訴え 

小柄・やせすぎ（P.76）、肥満（P.76) 

 

 

○視力検査の実施可能率は３歳前半まで

は低く、３歳後半になると高くなる。 

検査に協力できない場合は、検査への理

解やしつけの問題を確認の上、３歳後半

又は４歳での再検査を勧め、確実なフォ

ローをする。 

（健康診査の手引 P.71～75 参照） 

○視力の発達を妨げないための留意点 

・不必要な眼帯の使用は視力の発達を阻害

するので眼科医の指導の下で使用する。

・室内は十分な明るさを確保する。 

・暗い所で本を読まないようにする。 

●眼科疾患の疑いがある場合 

・早期受診・治療の必要性を説明する。 

 

よくある訴え 

斜視・弱視（P.85） 

 

 

●難聴が疑われる場合 

・早期受診を勧める。電気生理学的にＡＢ

Ｒ（聴性脳幹反応）などでの精密検査が

必要である。 

（就学前までの聴力獲得が重要） 

（健康診査の手引 P.73～77 参照） 

 

よくある訴え 

滲出性中耳炎（P.85） 

 

 

 

 

 

 

○発達が順調な場合 

・運動が活発になるが、注意力や判断力が

不十分であるので、事故防止に配慮しな

がら、多少の失敗を重ねても経験が重要

であることを説明する。 
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・平衡感覚が著しく伸

びる。 

○微細運動 

・指先の巧緻性が育

ち、書いたり、創り

あげたりし始める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 精神発達 

○言語発達 

・二語文以上の使用が

可能になる。 

・自分の感情や欲求を

ことばで表現しよ

うとする。 

・ことばでの指示に

従って行動できる。 

・自分の姓名･性別･年

齢･身近な人の姓名･

性別が理解できる｡ 

・今まで見慣れてきた

物事にも一つ一つ

疑問がわいてきて、

｢ナニ､ダレ､ドコ｣な

どの質問が増える｡ 

・記憶・認識・概念の

発達がめざましい。 

大小の比較 

色の識別 

数の概念など 

 

 

 

 

 

＜粗大運動＞ 

・よく走るか。 

・手を使わず交互に足を出して階

段を昇れるか。 

（不可→その場ジャンプは？）

・低い台の上から飛び降りられるか｡

・三輪車がこげるか。 

＜微細運動＞ 

・まねて○が書けるか。 

・ハサミで切れるか。 

・積み木を５～６個積んだり並べ

たりできるか。 

・パジャマが脱げるか。 

（不可→食事・排泄行為はどう

かを問う。） 

 

 

 

○ことばの遅れがないか。 

・名前･年齢を聞く。 

 「お名前は？」 

 「何歳？」 

・簡単な質問をしてみる。 

 「おなかがすいたらどうする？」

「眠くなったらどうするの？」

・比較の概念が育っているか。 

 大・小の比較 

 長・短の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

○簡単な会話ができるか。 

○家庭での関わり方に問題はな

いか。 

・子どもの会話や表現をじっくり

受けとめているか。 

・テレビ、DVD に長時間接触して

いないか。 

 

○環境要因含めて運動発達の遅れが疑わ

れる場合は、次のことを勧める。 

・運動しやすい服装にする。 

・戸外での活発な運動を勧める。 

（滑り台・鉄棒・ブランコ・三輪車・ボー

ル蹴り・階段昇り・少し高い所からの

ジャンプ） 

・不必要な禁止は避け、伸び伸び遊ばせる。

・危険なものを取り除き、できるだけ自分

でやらせる。 

・ハサミ・折り紙・クレヨン・積み木・ブ

ロックなど手先を使う遊びを経験させる｡

・ものを構成したり､創造するものがお勧め

積み木、ブロック、クレヨン、ままごと

道具、砂遊び、水遊びの道具など 

（健康診査の手引  P.60 参照） 

 

 

●ことばの遅れがある場合 

・聴力に問題がないことをまず確認する。

・知的障害や、発達障害（自閉症スペクト

ラム障害、注意欠陥／多動性障害）が疑

われる場合は、養育者の心情に配慮し責

めるような口調にならないよう気をつ

け、これまでの子育ての労をねぎらう。

・気になる行動やことばの遅れに対して

は、子どもの発達段階に合わせた具体的

な関わり方を示す。 

・子どもの発することばに拡充模倣(一語文

であれば二語文にして)で応じてあげる｡ 

・成功体験を持たせる工夫、自信を持たせ

ることばかけ、ほめることを提案する。

・専門の療育が必要な場合には、療育相談

や専門機関に紹介する。 

（健康診査の手引 P.18、61～69 参照）

 

○親子の対話の重要性を説明する。 

○会話が活発になるように環境に留意する｡

・大人はよい聞き手になる。 

・子ども同士の会話を妨げない。 

・子どもに用事を頼む時は、ゆっくり、

はっきり、わかりやすいことばで話す。

・子どもからの質問には、面倒がらずに答

える。 
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○吃音（どもり） 

この頃は、語いが

急速に増加し、表現

レベルが上がるの

で、生理的にも一過

性にみられやすい。 

 

○社会性の発達 

＜大人との関係＞ 

・３歳以前に養育者と

の信頼関係に基づく

自己統制力が育つ｡ 

・大人や社会の要求に

適応しようとする。 

・愛着（アタッチメン

ト）形成に基づく母

子分離ができる時

期である。 

＜子どもとの関係＞ 

・一人遊びから､ごっこ

遊び､集団遊びがで

きるようになり相互

交渉・相互規制がみ

られるようになる｡ 

○発音の明瞭度を確認する。 

・舌や顎の動きが未成熟で正しい

発音が作れないのか。 

・大人の話す音声を聞き取る働き

(聴覚的弁別力)が未完成なのか｡ 

・粘膜下口蓋裂など、口腔内の形

態の問題はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○吃音はないか。 

 

 

 

 

 

 

○次のような言動がないか確認

する。 

・会話にならない。 

・呼んでも振り向かない。 

・周囲に無頓着な一人遊び 

・視線接触が少ない。 

・こだわりやパターン化した遊び

・指示が入りにくい。 

・周囲の状況に関係なく CM のこ

とばを繰り返し言う。 

・年齢に見合わない幼さ、抑制の

なさ 

○子どもの遊び方、人との関わり

方を観察する。 

・何でも自分でやりたがるか。 

・自分のものと他人のものとの区

別がつくか。 

●発音不明瞭がある場合 

・聴力に問題がないことをまず確認する。

・問題がない場合は、未熟な構音の発達を

促すつもりで４歳過ぎまでは、修正模倣

（子どもの不明瞭発音を修正して同じ

内容を言う）で正しい発音を聞かせなが

ら聴覚的弁別力が育つのを待つ。 

・構音はおおむね表のような順で完成して

いく。 

年齢 完成する構音 

２歳代 パ行、バ行、マ行、ヤユヨ

ワン、母音 

３歳代 タ行、ダ行、ナ行、ガ行、

チャ行 

４歳代 カ行、ハ行 

５歳代 サ行、ザ行、ラ行 

・粘膜下口蓋裂など、口腔内の形態の問題

が疑われる場合は、口腔外科の受診を勧

める。 

 

●吃音に対して 

・一過性なので大半は自然に治る。言い直

しさせたり注意したりせず、ゆったりし

た気持ちで接する。 

・本人に吃音を意識させないことが大切で

ある。 

 

●自閉的傾向・多動など気になる行動があ

る場合 

・一人遊びを好む子どもは、まず養育者と

一緒に遊ぶことを勧める。 

本人が興味のあるもので慣れた人と一緒

に遊びながら人と関わる体験をさせる｡ 

・集中することが苦手で他のことに関心が

移ってしまう場合は、まず注意をこちら

に向けてから明瞭でわかりやすいこと

ばで指示する。指示が入ったらほめる。

・落ち着きがないのは、環境からの刺激に

対して無差別に過剰に反応してしまう

ことが考えられ、できるだけ刺激を減ら

すように工夫する（食事中はテレビを消

す、おもちゃを片付けるなど）。 

・多動、集団に入れないなど気になる行動

は、集団生活をしてから目立つこともあ
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○自我の発達 

自発性があり、だ

んだん自立してい

く時期。自己主張に

対し、頭ごなしに禁

止したり、プライド

を傷つけられると

大人に反抗的な態

度をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大人や友達と関わろうとするか｡

・無反応・反抗・強い緊張や母親

への依存傾向（母子分離不安）

などはないか。 

・母親やなついている人が近くにい

れば離れて遊ぶことができるか｡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自己中心性の強い時期なので、

高度の協調性は期待できない

が、少しずつ社会のルールを身

につける（しつけ）ようにして

いるか確認する。 

・過剰なしつけ 

・放任 

 

○親子遊びを意識しているか確

認する。 

・テレビや DVD を見せすぎてはい

ないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子どものさまざまな問題行動

で困っていないか。 

・わがまま・かんしゃく 

 

 

 

 

 

 

るので保育所と連携しフォローする。 

・集団の場で何をしてよいか分からずフラ

フラする場合は、名前を呼ぶなど子ども

の注意を個別に引きつけて、何をするか

短くわかりやすいことばで教えてあげる｡

・こだわりは、そうすることで安心してい

られることが多いので、周りが困らなけ

れば、ある程度容認する。 

 

よくある訴え 

落ち着きがない（P.79） 

発達障害の心配はないでしょうか(P.79) 

自閉的傾向（P.79） 

 

 

○自我の発達を促す環境を整える。 

・子どもが興味を示し、やりたがることは

できるだけやれる環境を整える。 

・他の子どもと遊ぶ機会を多く持つように

する。 

・反抗は、禁止や抑制よりも具体的に良い

こと・悪いことを話して聞かせる。 

 

○親子遊びを勧める。 

・からだを動かす遊び（P.61 参照） 

・ごっこ遊び（生活習慣や社会のルールを

身につける） 

 役割を演じたままごと遊び、電話遊び、

お店やさんごっこなど 

・思考力や創造力を育てる遊び（P.61参照）

・お風呂遊び（スキンシップを図る） 

 お湯でっぽう、タオル風船など 

・一緒に歌ったり、踊ったり 

・絵本の読み聞かせ 

 

●わがまま・かんしゃく 

・この時期は、心身のめざましい発達に

伴って種々な欲求が旺盛となり、自己主

張も強く反抗期とも称される。 

・発達の証と受取り、受容的な態度で臨め

ば、成長とともに一過性のものとして気

にならなくなる。 
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Ⅱ 栄養と食事 

○咀しゃく力が発達

し、よく噛んで食べ

られるようになる。 

○好き嫌いが現れて

くる。 

・母親から離れられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・赤ちゃんがえり（退行現象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・チック（目を頻回にパチパチす

るなど） 

 

 

 

 

 

・こわがり、臆病 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日常の栄養方法について確認

する。 

・食事の量（どんな物をどれくら

い食べるか） 

・回数 

●母子分離ができない場合 

・無理矢理引き離すことはしない。 

・子どもの不安、恐れをなだめ、癒すこと

から始める。 

・親子遊びなど、楽しくお互いに喜ぶ関わ

りを心がける。 

・情緒、行動面で問題がある場合は、心理

相談を勧める。 

（健康診査の手引 P.65～66 参照） 

 

●赤ちゃんがえり 

・弟妹の出生に伴って、赤ちゃんがえりで

アピールすることはよくある。 

・上の子に突然「兄・姉」の自覚を促した

り、行動を矯正したりすることは避ける

よう指導する。 

・一時的な現象であり､甘えを受け入れて

やった方が立ち直りが早いことを伝える｡

 （健康診査の手引 P.64～65 参照） 

 

●チック 

・原因を探りながら、ストレス要因を取り

除き、チック症状を指摘したり、やめさ

せようとしないこと 

・大部分が一過性で自然に消えるので、伸

び伸びした生活を心がける。 

 

●こわがり・臆病 

・こわがり、臆病は自然なことであり、子

どもが「こわい」と言ったりこわがった

ら、十分に安心させてあげることが大切

である。 

よくある訴え 

かんしゃく（P.78） 

子どもとメディア接触（P.90） 

ほめ方上手になるには（P.91） 

 

 

 

○食事の与え方 

＜６つの基礎食品群別３～５歳児の食事

構成と量＞ 

 

 

－64－

３
　
歳
　
児



特    性 観 察 事 項 保  健  指  導 

○子どもの食欲は、季

節･活動性･精神状態

などに左右され変動

し、不安定になる｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○食事動作の自立 

・箸も使えるようになる｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・おやつの与え方 

・食欲はあるか。 

・好き嫌いはあるか。 

・湿疹や蕁麻疹の出る食べ物はあ

るか。 

○からだの発育状況に併せて、必

要な栄養がとれているか確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○食事動作の自立を確認する。 

・ほとんどこぼさないで一人で食

べられるか。 

・茶碗を持って、箸やスプーンを

使い食事ができるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○食べ方の心配はないか。 

・少食 

 子育て環境はどうか。 

 遊びの状況 

 養育者の干渉 

 １日の総エネルギー 

生活強度 やや低い 適 度 

男  児 1350kcal 1550kcal

女  児 1300kcal 1500kcal

＜献立と調理についての工夫＞ 

・６つの基礎食品や食事バランスガイドを

参考に献立を作る。 

・噛みごたえのあるものを与えることも大切

・味覚・臭覚だけでなく、子どもの視覚や

触覚（舌ざわり）も考慮した魅力のある

食事にする。うす味が原則 

・嫌がる食品は強制せず、調理を工夫して

再び与える。 

・いろいろな食べ物の味を経験させる。 

＜おやつについて＞（P.53 参照） 

・おやつは１日１～２回、時間を決めて与

える。 

・分量は１日の総エネルギーの 10～20％程

度（140～280kcal） 

 

○好ましい食習慣の自立 

①食事のしつけ 

・３度の食事を一定の時間に一定の分量を

よく噛んで食べるようにする。 

・自分で食べる習慣をつける。 

・「いただきます」「ごちそうさま」が言え

るようにする。 

・食事時間には空腹で食欲がある状態で食

卓につく習慣をつける。 

②自主性を育む 

・過保護過ぎず、厳し過ぎず 

・自分で食べようとする意欲が、自立への原

動力となる。 

○楽しい食環境づくり 

・食事をとおして、子どもの自立心や集団

生活では仲間との協調性が育ってくる。

・食卓を家族のふれあいの場にする。 

・家庭の味、手づくり味を大切にする。 

・無理強いはしない。 

 

 

●少食 

・おやつは少なめに、規則的にする。 

・子どもの好みの食品や味を取り入れて工

夫する。 
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Ⅲ 生活習慣としつけ 

１ 基本的生活習慣 

○簡単な身のまわり

のことは、自分でで

きるようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 精神的不安 

 不満の有無 

・むら食い 

 ため食いをしていないか。 

・偏食 

 無理強いをしていないか。 

 養育者が偏食でないか。 

・落ち着いて食べない。 

 テレビがついていないか。 

おもちゃが出しっぱなしでな

いか。 

・吐きやすい子ども 

 養育者の扱い方はどうか。 

 神経質な傾向はないか。 

・異食 

 養育者が放任的でないか。 

 

 

 

○家族が習慣化しているものに

ついて把握する。 

・手洗い 

・洗面、歯みがき、入浴 

・あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●偏食 

・食品の色・香り・形などを工夫して、食

事が楽しくなるようにする。 

・気分をゆったりさせる。 

・嫌いなものを少しでも食べたらほめる。

・生野菜が食べにくい場合は、ゆでる、炒

める、蒸すなどしてみる。 

・同じ栄養素が含まれている他の食品で補う｡

 

よくある訴え 

食物アレルギー（P.88） 

 

 

 

 

○子どもは養育者の生活態度をよく観察

している。あまり神経質になる必要はな

いが、子どもに身につけさせたい習慣は

養育者の方でも励行するよう働きかける｡

①手洗い 

・外から帰った時や用便の後、食べる前に

手を洗う習慣をつける。 

・石鹸を使って洗う。 

②洗面、歯みがき 

・養育者が一緒に行い､仕上げみがきをする｡

③入浴 

・全身の状態を確認する。 

・身体を洗ってから浴槽に入るなど、日本

式入浴マナーも身につけさせる。 

・毎日からだを清潔にすることが楽しい習

慣になるようにする。 

④用便 

・一人で始末した後を確認し、一人ででき

たことをほめる。 

⑤睡眠 

・「おやすみなさい」のあいさつができる

ようになる。 

・パジャマに着替え、脱いだ服はたたむ習

慣をつける。 

⑥鼻をかむ 
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２ 生活のリズム 

○平均睡眠時間は、昼

寝を含めて 11 時間

程度である。 

（昼寝は１時間程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 排  泄 

○ひとりでトイレへ

行けるが、後始末は

手伝いが必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○睡眠について困っていること

がないか。 

・家族の生活リズムはどうか。 

・就寝・起床時間が極端にずれて

いないか。 

・既往症、現症の有無（扁桃肥大、

アデノイド、むし歯） 

・養育者の養育態度 

・寝付きが悪い。 

・突然激しく泣いたり、おびえた

り、眠りながら歩きまわったり

しないか（悪夢・夜驚症・夢中

遊行の持続時間・頻度・強さ）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○排泄（尿、便）について困って

いることはないか。 

・排泄の予告の確認 

・ポケットにティッシュペーパーを入れて

おく。 

⑦爪を切る 

・養育者が切ってあげ、爪を短くしておく

習慣をつける。 

⑧衣服の着脱 

・脱ぐ方が先にできるようになる。簡単な

ものは着られるようになる。 

・やろうという意欲が育つことが大切 

・まず自分でやらせてみて、脱ぎ易いよう

着易いよう部分介助する。 

・脱ぎ着の楽な衣服を選ぶ。 

・丸首シャツなどの簡単なものから始める｡

・子ども用の衣装ケースを用意する。 

 

 

○睡眠のリズムをつけるために 

・早寝早起きの習慣をつける。 

・日中、戸外などで十分からだを使って遊

ばせる。 

・寝つくまでは話をしたり、手をにぎった

り、絵本を読んであげる。 

・家族間の生活リズムを調整し、静かな環

境を用意する。 

●寝付きが悪い場合 

・夜、刺激物の含まれている飲み物をとら

ないようにする（チョコレート・ココ

ア・コーヒー・紅茶など）。 

・照明を暗くし、テレビを消すようにする。

●悪夢、夜驚症、夢中遊行がある場合 

・子どもは睡眠状態なので、無理に目を覚

まさなくとも、強く抱きしめてあげるく

らいで、安心してまた眠りに就くことが

多い。 

・昼間の不快体験、厳しいしつけなど友達

や家族間でのストレスで起こりやすい。

・成長とともに自然に治ることが多い。 

・あまりひどい時、長く続く時には、小児

科受診又は心理相談を勧める。 

 

 

○排尿の生理について説明する。 

 一日の尿量、排尿回数、膀胱容量など 

○排泄の完成の早い遅いは個人差がある。
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排便：１～２回／日 

排尿：５～９回／日 

１日の尿量：600～700ml 

膀胱容量：100～150ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発達性のものか（遊びに夢中で

漏らすことが多いのか）。 

・最近教えなくなったのか（便秘

の有無）。 

・自分で排泄しようとしているか

（パンツはおろせるのか）。 

・排尿間隔の時間と回数を確認する｡

・排尿を教えるが、ちびちびもら

すのか。 

・養育者が頻回にしつこく問いか

けていないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・便秘や遺糞はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境や季節によっても違うのであせら

ない。 

○排尿は３歳、排便は４歳で自立できるよ

うに手助けをする。 

・排泄しやすい服装にする。 

・便秘の改善、情緒の安定に対する配慮を

する。 

・男の子は立って排尿する。 

・女の子は洋式は座位で和式はしゃがんで

排尿し､紙で前から後ろへ拭く練習をする｡

●遺尿（おもらし） 

・下の子どもができての赤ちゃんがえり、

しつけの厳しさなどでおもらしをする

場合があることを説明し、子どもの心情

を察し原因に対処する。 

・叱らず、タイミングをみてトイレに誘う。

・おもらしが頻回であったり発熱を繰り返

す場合には、小児科や泌尿器科の受診を

勧める。 

●夜尿 

・３歳ではまだ約 40％に夜尿がみられる。

・昼間の排尿が確立していれば心配しない｡ 

・尿意で目覚めるか、尿を濃縮する能力が

育つまで気長に待つ。抗利尿ホルモン

は、睡眠中に放出される。 

・「あせらず」「起こさず」「怒らず」で対

応する。 

・夜間は親子とも安眠できるようにオムツ

の使用を勧める。 

 

●便秘がある場合 

・偏食､水分の摂取量、食事の量や内容に問題

がなければ､適宜浣腸したりして見守る｡ 

・遺糞になってしまう心理的背景に気配り

が必要。情緒面、養育者の養育態度に問

題がある場合は相談に乗る。 

 

よくある訴え 

便秘（P.86）、下痢（P.86） 
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Ⅳ 疾病予防と健康増進 

１ 予防接種と健康増進 

○感染症に罹る機会

が増えてくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事故防止 

○危険の予知や、予防

ができず事故を起

こしやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○予防接種の接種状況 

・母子健康手帳や母子健康記録票

で接種状況を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○予防接種について 

・接種の時期と接種時の注意 

定期 ３歳より：日本脳炎 

任意 インフルエンザ 

１歳より：水痘、おたふくかぜ 

※詳細は日本小児科学会ホームページ、日

本小児科学会推奨の予防接種スケジュー

ルを参照 

○未接種の予防接種の実施について 

・集団生活をすると感染症に罹りやすいこ

とを説明する。 

・就学前で、接種状況を確認できる最後の

機会なので注意する。 

○母子健康手帳の積極的活用について

（P.14 参照） 

 

○からだを鍛え､積極的な健康づくりをする｡

・戸外運動を十分にする。 

・様々な生活環境を体験し、抵抗力を身に

つけておく。 

○家族も健康的な暮らしをするよう心が

ける。 

○薄着にする。 

・低い気温を肌で体験することは、皮膚の

抵抗力を高める。 

 

 

○事故防止と安全教育（P.15 参照） 

伸び伸びと遊ばせることは大切であ

るが、予想される事故を防止するととも

に安全教育をきちんとする。 

①交通安全のしつけ 

・養育者が子どものよい手本となるように

交通安全のルールを守る。 

・道路では遊ばせない。 

・道路への飛び出しはさせない。 

・道路を横断する時は、左右を確認させる。

・子どもは車道の反対側を歩かせ必ず手を

ひく。 

・チャイルドシートの着用 

②水の事故防止 

・川や池では子どもだけで遊ばせない。 
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特    性 観 察 事 項 保  健  指  導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 歯及び口腔の健康 

○乳歯列の完成 

・上下各 10 本ずつの

萌出が完了する。 

 

○う蝕（むし歯）の好

発部位 

３歳未満：上顎前歯部 

３歳以上：臼歯部咬合面 

 

○生活習慣の形成 

 食習慣・歯みがき習

慣が形成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○歯及び口腔の状態 

・歯の本数 

・むし歯の本数 

・白濁の有無 

・不正咬合の有無 

・口腔内の疾患の有無 

 

 

 

○歯の清掃習慣 

 むし歯予防の注意がされて

いるか確認する。 

・本人による歯みがき 

・大人による仕上げみがき 

 

○むし歯はないか。  

・水遊びをさせる時は、子どもから目を離

さない。 

・お風呂の水は、使い終わったら、溜めた

ままにしない。浴槽の縁が 50cm 以下で

は転落の危険がある。洗い場、浴槽には

必要に応じてすべり止めをする。 

・古井戸､防火用水などには必ずふたをする｡

③転落事故の予防 

・ベッドには柵をつける。 

・窓やベランダなどには、間隔が狭くて、

子どもの背よりも高い柵をつける。 

・ベランダの柵の側には子どもが登らない

ようものを置かない。 

・高い所には登らせない。 

④熱傷（やけど）の予防 

・熱いものは危険であり、触ってはいけな

いことを教える。 

・ポットや炊飯器は子どもの手が届かない

所に置く。また、余分なコードは巻き

取っておく。 

・ストーブの回りは、柵で囲み、子どもの

いる所ではアイロンがけは避ける。 

・テーブルの端には熱いものを置かない。

また、テーブルクロスを子どもが引っ張

ることがあるので注意する。 

・シャワーからの熱湯に留意する。 

 

 

○口腔の健康のために次の説明をする。 

・歯みがきの習慣化（P.58 参照） 

 ３歳までは大人が主にみがき、４歳から

は子どもにもみがかせるが、仕上げみが

きは就学まで行う｡うがいが可能ならば､

フッ素入り歯みがき剤を使うとよい。 

・食事の注意：甘味飲料の適切摂取 

・定期的な歯科検診とフッ素塗布（３～６

か月毎）の勧め 

・よい生活習慣の維持 

○むし歯予防（P.39 参照） 

 

 

 

 

●むし歯がある。（P.58 参照） 
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特    性 観 察 事 項 保  健  指  導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 子育て支援 

・治療状況の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子育て環境 

○子育てのことで困っているこ

とや相談したいことはないか

確認する。 

 

 

・上記について、より一層注意するととも

に早期歯科受診・治療を勧める。 

●歯の数が少ない。 

・３歳児では乳歯の萌出が完了している場

合がほとんどであるが、第２乳臼歯の萌

出が遅延することがある。 

・４歳になっても萌出しない場合は、歯数

不足が疑われるので歯科医師への相談

を勧める。 

●融合歯がある。 

・乳歯では融合歯は比較的多い。永久歯と

の交換がうまく行われないことがある

ので、交換期には一度歯科医師に相談す

るよう伝えておく。 

●不正咬合がある。 

・乳歯列の場合、一般に直ちに治療を開始

することはない。 

・就学前に矯正歯科、小児歯科の受診を勧

める。（健康診査の手引  P.69～70 参照）

 

 

○子育て上の不安や養育者の心身の状況

を確認しながら相談に乗る。 

○自我が発達した子どもとのぶつかりあ

い、下の子どもの誕生による赤ちゃんが

えりや子育て量の増加、仕事と子育ての

両立、夫や祖父母との関係など、それぞ

れの悩みを抱えていることがある。 

（P.13 参照） 

・養育者の訴えをよく聞き、できているこ

とやがんばりを認め、自信をもって子育

てができるよう促す。 

・子どもに対しても、ほめたり自信をもた

せる関わりが大切であることを伝える。
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Ⅵ よくある訴え・問題別保健指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「よくある訴え」は、乳幼児健康診査場面でよく養育者から相談さ

れる事柄について、その保健指導のポイントを解説した。 

 

 

 また、「問題別保健指導」は、年齢別に特有な問題として健康診査に

おける実際の各期に記載されており、ここにはその索引を示した。 

 

－73－





【よくある訴え】もくじ 

 

１ 体格、容姿に関すること  

(1) 小柄、やせすぎ ------------ P.76 

(2) 肥   満 ---------------- P.76 

(3) 髪がうすい ---------------- P.77 

 

２ 情緒、行動に関すること  

(1) 泣いてばかりいる -------- P.77 

(2) 夜 泣 き ---------------- P.77 

(3) かんしゃく ---------------- P.78 

(4) か み つ き ---------------- P.78 

(5) 乱  暴 ------------------- P.78 

(6) 落ち着きがない（多動） 

/集団行動がとれない--- P.79 

(7) 発達障害の心配はないでしょ

うか ------------------------- P.79 

(8)  自閉的傾向 ---------------- P.79 

(9) 自 傷 行 為 ---------------- P.79 

(10) 自 慰 行 為 –--------------- P.80 

 

３ くせなどに関すること  

(1) 指しゃぶり ---------------- P.80 

(2) おしゃぶり ---------------- P.81 

   (3) 爪 か み ---------------- P.81 

(4) 左 利 き ---------------- P.81 

 

４ 皮膚の問題とスキンケア  

(1) 皮膚に関すること --------- P.82 

ア 乳児湿疹  ---------------- P.82 

イ アトピー性皮膚炎 ------- P.82 

ウ おむつかぶれ ------------ P.83 

エ 汗 疹 -------------------- P.83 

オ とびひ -------------------- P.83 

カ 水いぼ -------------------- P.83  

 

 

 

キ 蕁麻疹 -------------------- P.83  

ク あ ざ -------------------- P.84 

(2) スキンケア----------------- P.84 

 

５ 目や耳に関すること  

(1) 斜視・弱視------------------ P.85 

(2) 滲出性中耳炎--------------- P.85 

 

６ 排泄に関すること  

(1) 便  秘-------------------- P.86 

(2) 下  痢-------------------- P.86 

 

７ 遭遇しやすいその他の症状  

(1) 熱性けいれん -------------- P.87 

 (2) 咳・喘鳴 -------------------- P.87 

  (3) 突発性発疹症  ------------ P.88 

  (4) 食物アレルギー------------ P.88 

  (5) 薬の飲ませ方 ------------- P.89 

  

８ 予防接種未接種者への対応    P.89 

 

９ 母乳とダイオキシン/放射性物質  P.90 

 

10 子どもとメディア接触        P.90 

 

11 ほめ方上手になるには        P.91 

 

12 家族の喫煙                  P.92 

 

13 ペットを飼っています        P.92 

 

14 習い事                      P.92 
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【よくある訴え】 

項目 観察事項 保健指導のポイント 

１ 体格・容姿に関す

ること 

(1) 小柄・やせすぎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 肥  満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○発育の評価はその時点だけでみ

ないで発育曲線でみる。年齢相

当の平均値より少なくても、増

加量は十分であり、また発育曲

線をみれば問題ないという場合

は心配ない。 

○食欲があり、機嫌がよければ心

配ない。 

○身長の伸びにはかなり個人差が

あり、普段の生活で身長を伸ば

すことはできない。 

 

 

○皮下脂肪は９か月目を最高とし

て、生後１歳までは増加する。

また、プロポーションとしても、

６か月頃までは頭が大きく手足

が短いのでふとってみえるが、

その後は手足が長くなり、１歳

過ぎれば身長の伸びとともにか

らだがしまってくる。したがっ

て、１歳頃まではふとっていて

も気にしなくてよい。 

○肥満の判定は、幼児の身長体重

曲線を使い身長と体重が交差す

る点をグラフ上で見る。＋15％

以上 20％未満を「ふとりぎみ」、

＋20％以上 30％未満を「ややふ

とりすぎ」、＋30％以上を「ふと

りすぎ」とする。 

○肥満の原因には、食習慣・アン

バランスな栄養などの環境因

子・遺伝的因子の他に子どもの

活動性など多くの因子が複雑に

関与していると考えられている｡

 

 

 

 

 

 

 

○身長の発育曲線が年齢とともに標準より

次第に下方に離れていくようであった

り、ある時期から急に伸びなかったりと

いうような時には、成長ホルモンの分泌

異常も考え小児科受診を勧める。 

 

○表情が乏しく不活発な場合は、子ども自

身の問題なのか、子育て環境（放任など）

の問題なのかという視点で観察、確認を

し（場合によっては家庭訪問などで）、相

談に乗っていく。 

 

 

○規則的な食事や適度な運動など日常の積

み重ねを長期間着実に行うことが重要で

あり、まずふとり過ぎないように早期に

対処することが大切である。 

○食事の状況（量、バランス、時間、食習

慣など）、運動状況、家庭環境、ストレス、

肥満に対する考えなど生活背景をきちん

と把握し個別的な対応が必要である。 

 

 

○３歳以降の肥満が、将来の生活習慣病（高

血圧、脳卒中、心臓病など）に影響した

り、精神的な問題(劣等感など)を生じや

すいなど、心身によくない影響を与える

ことを理解してもらうことが大切である｡

 

 

○子どもが急にふとりだしたら（多くの場

合５歳から 10 歳頃にかけて）注意する必

要がある。 

・一度は小児科を受診する。 

・家族に糖尿病、高血圧、心筋梗塞などの

人がいる場合、専門医の意見を聞きなが

ら生活習慣病の発生に注意をする。 

・好き嫌いせず、よく噛んで食べるよう指

導する。ふとっている子どもにだけ要求
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項目 観察事項 保健指導のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 髪がうすい 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 情緒・行動に関す

ること 

(1) 泣いてばかりいる 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 夜泣き 

○睡眠のリズムが安定

してくる乳児期後半

以降で養育者を困ら

せるほどの夜間の頑

固な泣きを夜泣きと

いう。 

○多くは生理的なもの

である。 

○生後半年を過ぎる頃

になると、夜間目覚

めて泣く時期が大体

決まってきて回数も

少なくなるのが普通

であるが、生後７か

月頃には眠りがかな

り浅いものになり、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○泣き声は､養育者へのメッセー

ジ。抱けば泣きやみ､身体の異常

がなく､飲みもよく､おむつも汚

れておらず､特に原因が見当た

らない場合は､眠いか抱いても

らいたいかであることが多い｡ 

 

 

 

○深夜の騒音、暑過ぎ、寒過ぎは

ないか、生活リズムが乱れてな

いか、昼間の興奮しすぎ、欲求

不満がないかをみる。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

するのではなく、家族全員が同じ食事・

態度で接するよう勧める。 

・運動は強制するのではなく、親子、きょう

だいで一緒にするとか、後片付けなど身

の周りの仕事をさせこまめにからだを動

かすよう指導する。 

・保育所、幼稚園、医療機関など関係機関

と連携していくことが必要である。 

 

 

○髪の量やはえる時期、増え方は、非常に

個人差が大きい。あまり気にしないでし

ばらく様子をみてよい。 

○「剃れば濃くなるか」という質問を受け

ることもあるが、科学的な根拠はない。

むしろ子どものデリケートな肌を傷つけ

ることになるのでしない方がよい。 

 

 

 

 

○泣いたらまず抱っこする。抱き癖がつく

のではないかと心配しないで、まずしっ

かりと抱いて安心させてあげることを勧

める。 

○時期がくればおさまるので、それまで辛

抱して待つこと。 

○どうしても泣き止まない時（P.23 参照）

 

 

○夜間に泣かれた時 

・そのまま寝かせつけるように、トントン

とからだを軽くたたくとか、抱っこする。

・おむつをみて汚れている場合は取り替える｡

・それでもダメなら母乳やミルクを与えて

みる。ゆったりとした気分で赤ちゃんに

付き合う。 

○夜中に空腹で目を覚まさないよう、寝る

前には十分母乳、ミルクを飲ませておく

のも一つの方法である。 

○昼間の活動量が少ない場合は、散歩をし

たり、遊び相手をして子どもの活動量を

増やすことを勧める。 

○頑固な夜泣き、年長になっても続く場合

は夜驚・悪夢も考えられるので小児科医

に相談する。 
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項目 観察事項 保健指導のポイント 

ちょっとした刺激で

もよく目覚め、泣き

出すことがある。 

○１歳６か月を過ぎる

と次第に夜起きなく

なり、睡眠が安定し

てくる。 

 

(3) かんしゃく 

○怒り・不満の爆発的

表現であり、泣き叫

んだり、床にひっく

り返って暴れたり、

じだんだを踏んだり

する行動をさす。 

○自己主張が目立って

くる２歳頃から始ま

り、３～５歳で最も

多く状況判断力がつ

いてくることによっ

て、その後少しずつ

減少していく。 

 

(4) かみつき 

○自分の思い通りにな

らない・興奮・動揺・

不安などが乱暴の背

景にある。ことばの

発達が十分でないた

め自分の思いが相手

に伝えられずイライ

ラしたり、逆にうれ

しくて興奮してかみ

つくことがある。 

 

(5) 乱 暴 

○自分の思い通りにな

らなかったり、不安

にかられたり、気持

ちが動転したり混乱

すると、乱暴な行動

に出ることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○どのような場面でどんなかんしゃ

くを起こすのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○どのような場面でかみつくのか｡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○どのような場面でどのような乱

暴をするのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○養育者の訴えをよく聞く。 

○怒りや不満があれば、そのことについて

対応する。養育者があわてず、怒りを理

解し、受け止めることが大切である。 

○子どもの心情を察して、ことばや動作で

望ましい表現方法を教える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○養育者の訴えをよく聞く。 

○不満やイライラがあれば、そのことにつ

いて対応する。 

○かみつき行為そのものに感情的に怒った

り、叩いたりせず、子どもの気持ちを受

け止める。 

○子どもの心情を察して、ことばや行動で

望ましい表現方法を教える。 

 

 

 

 

○養育者の訴えをよく聞く。 

○乱暴な行動にでる原因を把握する。 

○不満やイライラがあれば、それについて

対応する。 

○感情的に怒ったり、叩いたりしない。 

○子どもの心情を察して、ことばや行動で

の望ましい方法を教える。 

○乱暴された経験が、乱暴な行動を引き起

こすことを養育者に説明する。 
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項目 観察事項 保健指導のポイント 

(6) 落ち着きがない

（多動）／集団行動

がとれない 

○子どもは一般的に落

ち着きのなさを特徴

とする一面を持って

いるが、３歳を過ぎ

てくると、場面に応

じて落ち着きをみせ

ることもできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 発達障害の心配は

ないでしょうか 

○発達障害の情報が身

近になり、そうでは

ないかと心配する養

育者/保育者が増え

ている。 

 

 

 

 

(8) 自閉的傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9）自傷行為 

○頭を打ち付ける、自

分のからだの一部を

 

 

 

○発達年齢から期待される程度を

超えて落ち着かず、じっとして

いないので目が離せない、次々

と気が散って遊びが長続きしな

い、人の話が聞けない、保育園

などでの集会や行事で集団行動

がとれないなどがあれば、その

原因を探り対策が求められる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子どものどんな所が発達障害と

思っているのか詳しく確認する｡

○子どもの様子を健診の場面や家

庭訪問で観察する。 

○養育者の訴え、家庭での様子を

聞き、よく観察する。 

 

 

 

 

○「養育者を求めない」「視線が合

わない」「平気でどこかに行って

しまう」｢指さしがない｣｢ことば

の遅れがあり、オウム返しや一

方的で会話にならない」「こだわ

りがあり、ものをただ並べたり

などパターン化した一人遊びが

みられる」などでは、自閉的傾

向があるので対策が求められる｡

 

 

○養育者の訴え、家庭での様子を

よく聞く。 

 

 

 

○養育者の訴えをよく聞く。 

○健診場面の状況をよく観察する。 

○できるだけ余分な刺激が入らないように

工夫する。テレビを消す、整理整頓、飾

り付けの工夫など 

○集団の場で個別に注意を引き付けて、短

いことばでわかりやすく伝える。成功体

験を持たせる工夫、ほめて自信を持たせ

ることばかけをする。 

○必要により、家庭訪問や保育園訪問など

で経過観察し、注意欠陥/多動性障害や自

閉症スペクトラム障害が疑われるようで

あれば、専門医療機関の受診や、療育相

談を勧める。 

（健康診査の手引 P.18、66～69 参照）

 

 

 

○育てにくさや関わりにくさの訴えには傾

聴する姿勢が大切 

○安易に発達障害と決めつけないよう、正

確な情報提供や今後の対応について相談

に乗る。 

○発達障害が疑われる場合は、専門医療機

関の受診や療育相談を勧める。 

（健康診査の手引 P.66～69 参照） 

 

 

○関わり遊びが不足していた場合大げさな

身ぶり手ぶりで感情豊かに遊び相手を

し、からだを使った遊びをしてあげると、

視線もよく合い表現豊かに相互交流が進

み、遊びも広がることがある。 

○自閉症スペクトラム障害が疑われる場合

は、専門医療機関の受診や療育相談を勧

める。 

（健康診査の手引 P.18、66～69 参照）

 

 

○養育者への何らかのメッセージととらえ

て、自傷行為が軽減していくよう対策を
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咬む・叩くなど、自

分で自分のからだに

危害を加える行為を

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 自慰行為 

○２〜３歳頃に多い。

一種の感覚刺激遊び

と考えられる。 

 

 

 

 

３ くせなどに関すること 

(1) 指しゃぶり 

＜年齢における指しゃ

ぶりの捉え方＞ 

○生後２～３か月：運

動発達が順調である

ことを示す。 

○生後８～10 か月：子

どもによっては盛ん

になるが気にしなく

てよい。 

○１歳過ぎ：眠い時や、

日中楽しんでいるよ

うな指しゃぶりも害

のない行為である。 

○２、３歳：寝る時、

退屈な時にみられる

ことがある。 

○４～５歳：この年齢

まで続くと上の前歯

が突出したり（上顎

前突）、奥歯で噛んで

も上下の前歯が噛み

合わなくなったり

（開咬）、上顎が狭く

○自傷行為に至る経緯や場面など

を観察・分析する。 

・いつ頃からか。 

・原因として思い当たることがあ

るか。 

・どんな自傷行為がどんな時にみ

られるか。 

 

 

 

 

 

○どのような場面でどのようにす

るのか。 

 

 

 

 

 

 

 

○どの年齢で、どのような程度の

指しゃぶりなのか。 

○幼児期の指しゃぶりには、対応

を考える。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討する。 

○強い感覚刺激を求めているようなら、か

らだを使った遊びをしてみる。 

○要求がとおらないことによるアピール行

動であれば、外傷を来さないように抱い

て抑え、子どもの思いを言語化し、こと

ばで表現できるように導く。要求には応

じられないこともある。 

○必要により家庭訪問したり、専門医療機

関の受診や療育相談を勧める。 

 

 

○厳しく注意をすると隠れてするようにな

るので、現場を見た時は冷静な態度で臨

むことが必要である。 

○関心を他に向ける。 

○からだを使った遊び相手をする。 

○友達遊びが出来るように導く。 

 

 

 

○無意識のうちにやっている癖に該当する

感覚遊びなので､叱ったり脅したりしない｡

○「指しゃぶりは子どもの欲求不満が原因

なのか」と心配する養育者には、指しゃ

ぶりは不安を鎮めるプラスの効果がある

と伝え安心してもらう。 

○直接指しゃぶりをやめさせようとせず

に、一緒に遊ぶことを勧める。 

○本人が自分に必要ないと納得できればや

められる。 

○戸外での遊びを勧める。 
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なって奥歯の噛み合

わせがずれたり（交

叉咬合）することも

ある。 

 

(2) おしゃぶり 

○小児歯科の立場から

すると、２歳までに

やめて欲しい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 爪かみ 

○指しゃぶりと同じく

子どもによくみられ

る癖である。ただし、

指しゃぶりよりも上

の年齢で多く、４〜

５歳からみられるよ

うになる。 

 

 

(4) 左利き 

○乳児期は左右の手を

どちらも同じように

 

 

 

 

 

 

○なぜ、おしゃぶりが離せないの

か、状況を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○爪かみの意味は、指しゃぶりと

似て退屈な時、養育者に甘えら

れない時の不満を表す行動の両

方が考えられる。 

○また、養育者の要求や干渉が多

く、子どもがイライラしている

場合にも、本人なりの安心行為

としてみられることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○おしゃぶりの利点 

・精神的安定。簡単に泣きやむ、静かにな

る、入眠がスムーズ、養育者の子育ての

ストレスが減る。 

○おしゃぶりの欠点 

・習慣性になりやすい、長期間使用すると

噛み合わせが悪くなる、子どもがどうし

て泣いているかを考えないで使用する、

あやすのが減る、ことばがけが減る、ふ

れあいが減る、発語の機会が減る。 

○おしゃぶりはできるだけ使用しない方が

いいが、もし使用するなら、次の点に注

意する。 

・ことばを覚える１歳過ぎになったら、常

時使用は避ける。遅くても２歳半までに

使用を中止する。 

・おしゃぶりを使用している間も、声かけ

や一緒に遊ぶなどの子どもとのふれあい

を大切にする。 

・４歳以降になってもとれない場合は、情

緒的な面を考慮して小児科医などの受診

を勧める。 

※引用文献：小児科と小児医師の保健検討

委員会「おしゃぶりについての考え方｣,2005 

 

 

○爪かみそのものを否定せず、相手をし、

甘えさせたり、のんびりする時間をつく

る。すぐになくなるものではないので、

気長に対処する。 

 

 

 

 

 

 

○左利きがはっきりしているようなら無理

に直さない。無理に直そうとすると、チッ
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使っているが、２歳

頃には利き手がはっ

きりしてくる。 

 

 

 

 

４ 皮膚の問題とスキンケア 

(1) 皮膚に関すること 

ア 乳児湿疹 

○生後１歳位までの乳

児に見られる湿疹で､

季節を問わず、生後

６か月までに多い。 

 

 

イ アトピー性皮膚炎 

○アレルギー体質がベー

スにあり痒みの強い

湿疹が長く続く。食

物性、ハウスダスト

など環境性などが関

連する場合がある。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○額、頬に赤いポツポツした湿疹

やカサカサした湿疹が出る。 

○アトピー性皮膚炎の始まりのこ

ともあるが、乳児期に鑑別する

のは難しい。 

 

 

○乾燥肌が特徴で、痒みの強いカ

サカサした湿疹が繰り返し、時

にジクジクと湿潤性もあったり

して慢性に経過する。 

○湿疹は顔面だけでなく、からだ

のさまざまな部位に出る。肘、

膝の屈側の柔らかい部位に出る

のが特徴的で、耳たぶの下が切

れたり(耳切れ)することもある｡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クや吃音が出てきたり、落ち着きがなく

なったりすることがある。 

○利き手が左でも両手を使うことができれ

ばよい位に考える方がよい。楽器やスポ

ーツなどでは、むしろ左利きの方が有利

であったりする。 

 

 

 

 

○皮膚をよく泡立てた石鹸で洗い清潔に保

ち、ベビーオイルや軟膏で保湿に努める。

○悪化し湿潤性があれば受診を勧める。 

 

 

 

 

○アトピー性皮膚炎が疑われる時は、医療

機関に受診し、診断・治療を受けるよう

勧める。小児科、皮膚科が望ましい。漢

方治療を望むなど、治療に対する養育者

の要望も多様化しているので、受け止め、

納得した治療を選択できるよう支援する｡

○食事療法：医師が発症あるいは憎悪要因

となる食品を明らかにして、除去するこ

とが原則。どの食品をどの程度除去する

かは事例ごとに異なるので、自己判断に

よる食事制限はしないこと。 

○環境整備：暖房をきかせ過ぎないよう、

20℃前後を目安にする。２歳を過ぎると

ダニなどの環境因子がアレルゲンとなる

ことが多いといわれているので、次のよ

うな対策をとる。 

・じゅうたんよりフローリングに｡また、ぬ

いぐるみなど毛足の長いものは避ける｡ 

・室内でペットを飼うのは避ける。 

・結露は速やかにふき取り、過剰な水分発

生源を減らす。 

・室内清掃は十分に。掃除機をかける時は、

排気口からハウスダストが排出されるた

め、窓を開け、排気口を戸外に向ける。

・エアコンのフィルターもこまめに掃除する｡

・布団の乾燥を十分にする。布団は天日干

しが望ましい。乾燥させた後、掃除機を
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ウ おむつかぶれ 

○おむつ内のむれ、大

小便の刺激により、

おしりの皮膚に炎症

を起こした状態   

  

エ 汗 疹 

○汗、皮脂で汗孔がつ

まり、炎症を起こし

たもの    

 

オ 伝染性膿痂疹(とびひ) 

○虫刺され、かき傷な

どにブドウ球菌が感

染して起こる。   

 

カ 伝染性軟属腫(水いぼ) 

○ウイルス感染で、

胸・わきの下・背中

などに直径１～３㎜

ほどのいぼが数個か

ら数十個でき、痒み

はない。 

 

キ 蕁麻疹 

○痒みを伴う赤い膨疹

が出る。急性の場合

は、食物性の即時型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○発赤、湿疹、びらんを生じるこ

ともある。 

 

 

 

 

○頭、首の周り、背中など汗をか

きやすい所に小さい、赤いポツ

ポツとした発疹ができる。 

 

 

○水疱を生じ、水疱が破れて周囲

に感染しながら広がる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かけるとさらに効果的。 

・布団から綿ぼこりが出ないように、目の

つんだ綿のカバーを使用することも方法

の一つである。 

・外遊びから帰ったら手洗いをする。 

○アトピー性皮膚炎は、悪化と軽快を繰り

返し慢性経過をたどる。また、強い痒み

で終日ぐずついていたり、親子とも睡眠

不足など、心身にストレスを抱える場合

も多い。養育者の負担感を十分に受け止

め、知識の押し付けにならないよう共に

問題を考え解決しようとする姿勢が必要

である。 

○「掻いてはダメ」というよりもまず皮膚

の状態をよくすることを目指す。 

 

 

○おしりを清潔に保つことで改善する。 

○カンジダ皮膚炎と症状が似ているので、

鑑別が必要。清潔にしてもおむつかぶれ

が治らない場合は、受診を勧める。 

 

 

○痒みを伴うため、かき傷から化膿しない

よう清潔に努める。 

 

 

 

○小児科又は皮膚科を受診し､処置を受ける｡

 

 

 

 

○数か月から１年で自然治癒する。他への

感染性については、タオルの共有・から

だとの接触がなければ感染は防げる。プ

ールで水を介しての可能性は低く、ビー

ト板の衛生管理が通常通りであればプー

ルを禁止する必要はない。 

 

 

○痒みが強く、ほてりがあるので、局部は

冷却するとよい。当日の入浴は避けた方

がよい。 
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アレルギーのことが

多い。慢性の場合は、

薬剤性・ストレスな

どの原因が考えられ

るが、原因がよくわ

からない場合も多い｡ 

 

ク 母斑（あざ） 

    

 

 

 

 

 

 

 

(2) スキンケア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○色により、赤あざ、青あざなど

あり、自然に消えるもの、消え

ないものがある。 

赤あざの例：火炎状紅斑 

      苺状血管腫 

      ポートワインステイン

青あざの例：蒙古斑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○症状が強く長引く場合は、皮膚科又は小

児科の受診を勧める。 

 

 

 

 

 

 

○気になる場合は、レーザー治療などもあ

るので、皮膚科、形成外科での相談を勧

める。 

 

 

 

 

 

 

○皮膚を清潔に保つ 

・よく泡立てた石鹸と流水で洗い流す。よ

だれ・食べかすなどもできるだけ流水で

洗う。 

・洗うのが難しい場合は、ぬらしたガーゼ

で押すように汚れを吸い取る。こすらな

いように、石鹸は手のひらで泡立て、手

のひらでやさしく洗う。すすぎは十分に。

・皮膚が密着するわきの下、首のくびれ、

耳の後ろ、陰部なども丁寧に洗う。 

・石鹸は無香料の低刺激性のものを選ぶ。

・臀部、陰部に発疹がある場合は、こまめ

におむつ交換し、洗った後はしっかり乾

かす。 

○かゆみ対策 

・爪は短く、丸く切る。 

・皮膚への刺激を避けるため､化学繊維を避

け､新しい衣類は洗ってから着せる｡また、

抱っこやおんぶの際に皮膚の出ている場

所が擦れないように､養育者の衣類もモコ

モコ､ちくちくした刺激性の素材は避ける｡

・暖まると痒みが増すので、室温に留意す

る。入浴時の湯温は 38～39℃とし、短時

間で入浴する。寝てからからだがほてり、

痒みが誘発されないように、早めの時間

帯に入浴する。また、ほてりがおさまっ

てから衣服を着せる。 
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５ 目や耳に関すること 

(1) 斜視・弱視 

○眼位は、生後３～６

か月でほぼ安定し、

両眼視機能は６歳ま

でに完成するとされ

ている。眼位の異常

が斜視であるが、乳

幼児期では、両眼視

機能の発達を阻害し

たり、弱視を来した

りすることがあり、

適切な時期の治療が

大切である。 

○斜視や屈折異常のた

めに、正常な視力の

発達が妨げられる場

合が弱視である。  

 

 

 

 

(2) 滲出性中耳炎 

○中耳腔に浸出液がた

まり、耳閉感や難聴

で気付く場合がある

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○斜視や屈折異常の心配はないか｡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○急性中耳炎のような耳痛はな

い。「聞き返しが多い」、「テレビ

の音量を大きくしたがる」など

○保 湿 

・皮膚がかさついている場合は、ベビーオ

イル・ローション・クリームなどで保湿

に努める。 

・軽快しない場合は受診し、症状に応じた

処置をしてもらう。 

○紫外線対策 

・屋外では日陰を選ぶこと、衣類で防御す

ることを基本とすること、また日よけ、

日傘、帽子を着用する。 

・日焼け止めは特に午前 10 時から午後２時

位までの紫外線照射量が多い時間帯に、

衣類から出ている部分に補助療法として

使用する。 

・子ども用の日焼け止めは取れやすいので、

こまめに塗り直す。日焼けした時は冷や

して保湿すること。 

 

 

 

○乳児内斜視 

・乳児期に発症し両眼視機能障害が生じや

すいため早期より弱視訓練が必要で、視

覚の感受性の高い２歳頃までに手術が行

われることが多い。 

○調節性内斜視 

・遠視のため近くを見る時に眼が内に寄る

ことで気付かれる。１～２歳頃に発症し、

まず眼鏡による遠視の矯正がなされる。

○外斜視 

・大多数が、遠くを見る時にのみ斜視にな

る間歇性外斜視で、疲れている時や眠い

時に目立つ。視機能は比較的良好なため、

就学頃まで様子をみることが多い。 

○弱視 

・２歳頃までに、長期の眼帯、眼瞼下垂、

先天性白内障などで視覚が遮蔽された場

合にも発生しやすい。弱視訓練（健眼遮

蔽)を行う｡６歳以降の治療は困難である｡

 

 

○３歳未満で発見された場合は自然治癒の

可能性も高いが、言語発達の遅れ、鼓膜

癒着などの後遺症を起こさないよう、適
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が、近年増えている

疾患である。   

 

 

 

 

 

 

６ 排泄に関すること 

(1) 便 秘 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 下 痢 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の場合は疑う。 

○急性中耳炎で適切な治療を受け

なかった場合、滲出性中耳炎に

移行することがある。また、ア

デノイド増殖や副鼻腔炎などが

あり、耳管の働きが悪くなると

かかりやすくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○下痢症状があっても、機嫌がよ

く、食欲もあり、発熱、嘔気な

どの症状がなければ一過性の単

純な下痢で心配はいらない。 

○消化不良症、風邪などの感染症

によって発熱を伴う下痢、特定

の食品によるアレルギー性の下

痢の場合もある。 

○次の場合は受診が必要となる。

・熱、嘔吐、不機嫌などの症状を

伴う。 

・繰り返す水様便、膿が混じって

いる便、異様な臭気のする便 

・血便（赤痢、腸重積の可能性） 

・腸重積（腹痛、顔面蒼白、嘔吐、

血便） 

切な治療を受けることを勧める。治療は

長期化しがちで根気が必要であるが、疑

われたら積極的に耳鼻科受診を勧める。

 

 

 

 

 

 

 

○食事療法など 

・乳児の場合、母乳・ミルク不足がないか

確認する｡足りていれば砂糖水・オリゴ糖

や麦芽糖の市販便秘薬などを与えてみる｡

・離乳期以降であれば、繊維分の多い野菜

類を利用する。水分補給にも留意する。

○浣 腸 

・食事で効果がない場合は、綿棒で刺激し

てみる。綿棒の先端にオリーブ油などを

塗って､肛門から１cm ほど入れる｡それで

もだめなら市販の浣腸薬を利用する。癖

になることを心配するほどのことはない｡

○２～３歳になったら、朝食後など決まっ

た時間にトイレに行く習慣をつける。 

○改善がない頑固な便秘や、嘔吐しやすい

など､他の症状もある場合は受診を勧める｡

 

 

○脱水症の予防 

・湯冷まし、薄い番茶を少量ずつ与える。

糖分の多いものは下痢を憎悪させるの

で､母乳はそのまま､ミルクは薄めにする｡

○消化の良い食事 

・お粥などデンプン質主体のメニューとし、

たんぱく質は回復期に入ったら増やす。

・離乳食は、便の性状が回復するまで中止

する。 

・冷たいもの・刺激性のもの・脂肪・繊維

の多いものは避ける。 

○受診について 

・嘔吐を伴うなど水分を受け付けない場合

は早急に受診する。また、受診する際は、

便そのもの又は、便のついたおむつを持

参すると診断の参考になる。 
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７ 遭遇しやすいその

他の症状 

(1) 熱性けいれん 

○乳幼児が急に高熱を

出す時に起こす全身

性のけいれんで、生

後６か月から３歳頃

までに多い。   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 咳・喘鳴 

○子どもは大人に比べ､

気道粘膜が過敏で分

泌物が多いためよく

咳をする。特に、ア

トピー体質の子ども

は気温や環境の変化

で咳が出やすい。ま

た、咳がうまくでき

ないと喘鳴となる。

機嫌がよく、発熱が

なければ心配ない。 

 

 

 

・白色便性下痢症(ロタウイルス):

乳幼児に多くみられ、冬季に多

発する。激しい嘔吐と米のとぎ

汁様の水様便を繰り返す。脱水

症対策が必要。 

 

 

 

 

○けいれんのタイプは強直性のこ

とも間代性のこともある。発作

の持続時間は１～３分で長くと

も 10 分以内、１回の発作で終わ

る。予後は良好で、６歳頃まで

に自然治癒する。３％位にてん

かんへの移行がみられる。 

○高熱を伴うけいれんで次の場合

には、脳炎、髄膜炎、急性脳症

など緊急を要する場合が考えら

れるので、早急に医療機関に受

診する。 

・２度目以降でも今までの発作と

は様子が違う。 

・15～20 分以上発作が続く。 

・何回も反復してけいれんを起こ

し、その間に意識が戻らない。

・嘔吐、頭痛、意識障害、項部硬

直などがある場合 

 

 

○咳の出方を観察する（いつから

咳が出ているか、発熱を伴うか、

季節性はあるか）。 

○発熱・鼻汁を伴う場合は風邪な

どの感染症、犬の遠吠え様の咳

で夜間に呼吸困難（仮性クルー

プ）、呼気時にヒューヒュー音が

強く夜間から明け方に咳込む場

合は気管支喘息などと、疾患に

より咳の出方が違うので観察

し、各々受診を勧める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○けいれんの対処法 

・身の回りの危険なものを取り除く｡ストー

ブ、ポット、ヘアピン、メガネ、口の中

のあめ玉など 

・嘔吐を伴うことが多いので、顔を横に向

け、誤嚥防止 

・衣服を緩めてからだを楽にする。 

・上記の処置以外は刺激を与えず静かにし、

けいれんを起こした前後の状況、けいれ

んの持続時間、型、部位、意識状態など

を観察する。 

・本人用に処方されているけいれん止めの

坐薬があれば、指示に従って使う。 

○頭部•腋窩の冷却、再発予防に医師と相談

の上、解熱剤を使用する。 

 

 

 

 

 

 

○咳・喘鳴のある時の対応 

・水分摂取を勧め、痰の切れをよくし、喉

を潤す。 

・起座位にすると呼吸が楽になる場合もある｡

・環境整備として、加湿、室内空気の清浄、

換気をする。 

○異物の誤飲 

・顔色不良、呼気時にゼーゼー音 

・誤飲の可能性があれば医療機関を受診。
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(3) 突発性発疹症 

○生後５か月から２歳

までの乳幼児にみら

れる。急に 38～40℃

の高熱を出し、３～

４日続いた後に体幹

に薄赤色の発疹が出

て、１～３日で消失

する。しばしば下痢

を伴う。   

 

(4) 食物アレルギー 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○発疹出現の前に診断することは

難しい。熱のわりに機嫌がよく、

食欲もあり、全身状態はよい。

○母体からの免疫が減少する頃に

好発するため、生まれて初めて

の発熱がこの疾患であることが

多い。 

 

 

 

 

○子どもは免疫・消化管の発達が

未熟なため、異質のたんぱく質

である牛乳や卵などを完全にア

ミノ酸に分解して消化吸収する

だけの機能が備わっていない。

それが、子どもに食物アレルギ

ーが多い原因と考えられる。し

かし、医学が進歩した現在もま

だ分からないことが多い分野で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○全身状態は比較的よい疾患なので、慌て

ずに解熱など対症療法で様子をみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「アトピー性皮膚炎」≠「食物アレルギー」

○食物アレルギーの検査法 

・血液検査の IgE RIST(IgE の総量を計るも

の）、IgE RAST（卵白や牛乳、ダニなどの

各成分に対する IgE を計るもの）・皮膚テ

ストなどがあり、診断には必要であるが、

検査結果が全てではない。 

・検査で陽性に出ても食べて症状が出ない

例が多く、検査では陽性にならなくても

アレルギーを起こすことも稀にある。 

○食物アレルギーの多くは年齢とともに改

善する。 

・腸管免疫の発達で、年齢とともに食べら

れるものが増えてくる。検査の結果も年

齢によって変化する。 

・「前に具合が悪くなったから」とか「以前

の検査で陽性に出たから」という理由で

長期間の厳格な除去食を行うことはな

い。除去食も半年～１年単位で、医師と

継続するかどうか相談する必要がある。

○食物除去が目的ではなく、アレルギーを

起こす期間にどう付き合っていくかが問

題である。 

・乳幼児期は成長・発達がめざましく、そ

のための栄養が重要な時期である。安易

に除去せず、食べられるものを食べられ

る量、摂取することがよいと考えられて

いる。また、同じ食品の連続摂取・大量

摂取を避けることは重要である。 

○仮性アレルゲン（食物自体にヒスタミン

などが含まれており、アレルギーではな

い痒みや蕁麻疹などを誘発するもの）の
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(5) 薬の飲ませ方 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 予防接種未接種者

への対応 

○予防接種法の改正に

より、予防接種は義

務から勧奨接種によ

る努力義務となって

いる。  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○乳幼児健診では、予防接種の接

種状況を確認し、望ましい受け

方について説明する。 

○未接種の場合は、養育者に対し

て接種しない理由を確認する

が、その際は、傾聴する態度が

重要である。 

【接種要注意者】 

○心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝

臓疾患、血液疾患及び発育障害

などの基礎疾患を有することが

明らかな者 

○前回の予防接種で２日以内に発

熱のみられた者 

○全身性発疹などのアレルギーを

疑う症状を呈したことがある者

大量摂取は控える。仮性アレルゲンを含

んだ食品としては、ほうれん草・トマト・

たけのこ・キウイなどがあげられる。 

 

 

○決められた量を決められた方法で決めら

れた時間に飲ませることが大切。抗生剤

など症状が治まっても飲みきる必要のあ

る薬もあるので、中止する場合は医師に

相談する。 

○時間の指示がない薬の場合では、子ども

が眠っている時は、無理に起こさずとも、

自然に目覚めてから飲ませてよい。睡眠

自体が休養という治療にもなるので服薬

時間は多少ずれてもかまわない。 

○嫌がる時に無理やり飲ませると、後々ま

で拒否反応を起こしたり、嘔吐を誘発し

たりするので、きちんと説得し、口当た

りのよい工夫をする。 

＜顆粒薬＞ 

 ごく少量の水で練って上顎に塗り、水分

を取らせる。 

＜水 薬＞ 

 自分で飲めない時は、スプーンかスポイ

トを使う。 

 

 

 

○養育者の考えで接種しない。 

・「副反応がこわい」と接種をためらったり、

養育者の考えで受けさせない場合には現

代でも結核や麻しんなどは罹患すると重

傷になりやすく予防接種が子どもを病気

から守る上で有効かつ大切であることを

説明する。 

○アレルギーがあり接種していない。 

・卵やゼラチンなどでアナフィラキシーシ

ョックを起こした既往歴のある場合は、

これを含有するワクチンの接種について

注意を要するため、問診での確認が重要

となる。 

○アトピー性皮膚炎や喘息があるだけの場

合は、主治医から特に予防接種の受け方

について指示があるかを確認する。 
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９ 母乳とダイオキシン/

放射性物質 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 子どもとメディア接触 

○テレビ・DVD 視聴を

含むメディア接触の

低年齢化、長時間化

は運動不足、睡眠不

足､コミュニケーショ

ン能力の低下を招く

○過去にけいれんの既往のある者

○過去に免疫不全の診断がなされ

ている者 

○接種しようとする接種液の成分

に対して、アレルギーを呈する

おそれのある者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一日どのくらいの時間、どのよ

うなメディア接触があるか確認

する。 

 

 

 

○予防接種要注意者への対応 

・予防接種の判断を行うに際し、注意を要

する場合（接種要注意者）は次の場合で

あり、主治医に、体調をよくみてもらい、

説明を受け、納得した上で予防接種が受

けられるよう支援する。それぞれの場合

の対応についての詳細は「予防接種ガイ

ドライン」（日本小児科連絡協議会予防接

種専門委員会）を参照。 

○里帰り出産や都合で予防接種を住所地の

市町村で予防接種を受けられない県では

広域的予防接種の制度を活用した個別接

種も可能であり､実施に向けて調整を行う｡

 

 

 

○ダイオキシンの問題は世界の環境汚染の

視野で論じられ、研究されてるが、現時

点で母乳育児を抑止する報告はほとんど

みられない。厚生省の通知（1996 年 12

月）では、『母乳中のダイオキシン類の安

全性及び今後の母乳栄養のあり方につい

て』で、[我が国においては、乳児に与え

る母乳中に一定程度のダイオキシンが含

まれているものの、その効果及び安全性

の観点から今後とも母乳栄養を進めてい

くべきである]としている。 

○経口摂取した放射性ヨウ素は、４割程度

母乳に移行するといわれているが、放射

性物質については、必要な場合には、飲

食物の摂取制限などの対策が行われてお

り、空気や水、食物から母乳に放射性物

質が移行したとしても、乳児への健康影

響はないと考えられる。 

※引用文献：日本放射線学会他「母乳中放射性

物質濃度等に関する調査についての Q&A」

 

 

○メディアで流される情報は成長期の子ど

もに直接的な影響をもたらす。メディア

によって与えられる情報の質を考えて選

んでみせるようにしたい。メディアを害

のないよう上手く活用するメディアリテ

ラシーを育てることが重要である。 
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恐れがある。 

○特に２歳以下の子ど

もや発達に問題のあ

る子どものテレビ画

面への早期接触や長

時間化は親子が顔を

合わせ一緒に遊ぶ時

間を奪い、ことばや

心の発達を妨げる。 

○スマートフォンアプ

リを子育てに使って

いる人が増えている｡ 

 

11 ほめ方上手になるには 

○ほめ方、叱り方で悩

む養育者は多く、ペ

アレントトレーニン

グが勧められる。 

○ペアレント・トレー

ニングとは、行動療

法に基づく対応法

で、子どもの適応行

動を増やしよりよい

親子関係を作ること

を目的に、子どもが

求めている注目（ほ

める）を利用し、子

どもの行動に一貫し

た対応をとっていく

ことを教えてくれる

プログラムである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○どのようなアプリを使っているか｡

 

 

 

 

○子どもを叱ってばかりで悩んで

いないか。 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

      

困る行動 

 

    

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・２歳までのテレビ・DVD 視聴は控える。

・授乳中､食事中のテレビ・DVD の視聴､ス

マートフォンや携帯電話の使用はしない｡

・メディアに接触する時間は 1日２時間ま

でを目安とする。幼児期後半以後でのテ

レビゲームは 1日 30 分とする。 

・子ども部屋にはテレビ、DVD、パソコンを

置かない。 

・養育者と子どもでメディアを上手に利用

するルールを作る。頼りすぎて親子のふ

れあいが減ることのないよう、内容を選

んで使うことを勧める。 

 

 

○子どもの困り行動への対応 

子どもは注目してもらいたがっており

（「見て！見て！」）、認めて、ほめてもら

いたがっている。まず、子どもの困り行

動の背景にある思いを理解する。そして、

基本、大人を困らせる行動にはとりあわ

ず（注目しない）、子どもの思いを代弁し、

よい行動を教え見本を見せること。具体

的には、普段から、 

ア 増やしたい望ましい行動は肯定的な注

目を（ほめる）する。 

イ 困る（してほしくない）行動には注目

しない（反応しない）で、替わりにとっ

て欲しい行動を教えて待つ。困る行動が

止んだら即ほめる。 

ウ 危険な行動はきっぱり禁止し、よい行

動を教える。 

エ ほめ方のこつ 

・視線を合わせて 

・近づいて 

・感情、動作を込めて 

・子どもの良い行動が始まったらすぐに、

直後にほめる。 

・簡潔に､具体的に､子どもの行動をほめる｡

・完璧を求めて欲張らない（25％位のでき

具合でほめる）。 

オ 困る行動への対応のこつ 

・目をそらす。 

・態度で示す（反応しない）。 

・感情的にならない。 

困る行動↑ 

養育者のイライラ、無理解、叱られる

失望感、不信感 

自己否定感、反抗 

行動の改善 安心感、信頼感 

自己肯定感、達成感、自信 

理解あり、適切な行動 
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項目 観察事項 保健指導のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 家族の喫煙 

○乳幼児の受動喫煙

は、肺炎などの呼吸

器疾患（特に母親の

喫煙で影響大）、中耳

炎、咳など呼吸器症

状、肺機能の抑制の

原因となる。 

 

 

 

 

13 ペットを飼っています 

○室内でペットを飼う

人が増加し、ペット

から人に感染する感

染症、アレルギー、

引っ掻きや噛みつき

などのトラブルも増

加している。 
 

 

 

 

14 習い事 

○乳幼児期は、養育者

の意向で習い事をさ

せる場合が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○屋内での喫煙では、換気、空気

清浄機などでは受動喫煙を防止

できない。 
○室内や車内に出されたタバコの

煙の有害物質は、床や天井など

の表面に付着し時間をおいて揮

発し、新たに発がん物質が表面

で生成されるなど「残留受動喫

煙」による健康被害の恐れも指

摘されている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子どもの負担になっていないか。

・習い事の内容や回数、時間など

 

 

 

・して欲しくない行動が始まったらすぐ無

視し、その行動が止んだらすぐにほめる。

カ 叱り方のこつ 

・短くわかりやすくきっぱりと 

・禁止したい危険行動を伝える。 

・替わりにとって欲しい行動を教える。 

・感情的にならない。 

・暴言・暴力（体罰）はしない。 

・危険行動が止んだらすぐほめる。 

 

 

○タバコの害から子どもを守るためには、

家族全員による禁煙が望ましい。家族が

タバコに関する知識を持って、意識や行

動を変えていくことが重要。 
○家族に喫煙者がいる場合は、受動喫煙に

よる子どもへの影響を説明し、同一空間

での喫煙を避けるよう助言する。 
 

 

 
 
 
○ペットの特性及び子どもの行動範囲を把

握し、子どもとペットが過剰に触れあう

ことがないよう、養育者は目を離さない。

○動物の口腔内や爪の中に細菌やウイルス

などの病原体が存在することがある。口

移しでエサは与えない。またペットに触

れた後は手洗いを励行する。 
○動物とその飼育環境を清潔に保つ。糞尿

は速やかに、適切に処理する。部屋をこ

まめに掃除し、換気を十分に行う。 
 
 
○幼児期であれば、子どもの興味のある分

野であると継続しやすい。 
○習い事が生活の中心になることのないよ

う、習い事の数、時間帯には配慮が必要

である。 
○ベビースイミングは、プールの水を多量

に飲む（450～800ml）と低ナトリウム血

症による痙攣（水中毒）を起こすことが

ある。 

※引用文献：周産期医学 39 巻増刊号,2009
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【問題別保健指導】索引 
 
あ 行                      

愛着…………………………………要点   （P.３） 

赤ちゃんがえり……………………３歳   （P.64） 

悪夢…………………………………３歳   （P.67） 

遊び食べ……………………………１歳６か月（P.54） 

あやし笑いをしない………………３～４か月（P.29） 

遺尿（おもらし）…………………３歳   （P.68） 

会陰切開による縫合部痛…………０～２か月（P.25） 

Ｘ脚・Ｏ脚・内反足………………１歳６か月（P.47） 

おすわりができない………………６～７か月（P.34） 

 

か 行                      

眼科疾患の疑い……………………０～２か月（P.18） 

かんしゃく…………………………３歳    （P.63） 

吃音（どもり）……………………３歳   （P.62） 

首がすわらない……………………３～４か月（P.28） 

芸をしない…………………………９～10か月（P.43） 

口唇口蓋裂がある…………………０～２か月（P.22） 

後陣痛・悪露………………………０～２か月（P.25） 

ことばの遅れがある………………１歳６か月(P.48）３歳(P.61） 

こわがり・臆病……………………３歳   （P.64） 

鵞口瘡………………………………３～４か月（P.27） 

 

さ 行                       

臍ヘルニア…………………………０～２か月（P.17） 

視線が合わない……………………１歳６か月（P.49） 

自閉的傾向・多動など気になる行動がある…３歳   （P.62） 

痔核…………………………………０～２か月（P.25） 

耳鼻科疾患の疑い…………………１歳６か月（P.48） 

手根管症候群………………………０～２か月（P.25） 

就眠儀式……………………………１歳６か月（P.55） 

少食…………………………………１歳６か月(P.54）３歳(P.65） 

脂漏性湿疹…………………………０～２か月（P.17） 

心疾患がある………………………０～２か月（P.22） 

好き嫌い……………………………１歳６か月（P.54） 

鼠径ヘルニア………………………３～４か月（P.27） 

 

た 行                      

体重が増えない……………………０～２か月（P.16） 

多動傾向……………………………１歳６か月（P.52） 

小さい物がつまめない・つまみ方がおかしい…１歳６か月（P.49） 

チック………………………………３歳   （P.64） 

追視しない…………………………３～４か月（P.29） 

つかまり立ちしない………………９～10か月（P.42） 

低身長がある………………………３歳   （P.59） 

胆道閉鎖症の疑い…………………０～２か月（P.18） 

 

な 行                     

「泣いてばかり」｢寝てばかり」……０～２か月（P.18） 

名前を呼んでも振り向かない……１歳６か月（P.48） 

喃語が少ない………………………９～10か月（P.43） 

難聴の疑い…………………………３歳   （P.60） 

尿失禁・尿もれ……………………０～２か月（P.25） 

寝返りをしない…………………６～７か月（P.34） 

寝つきが悪い……………………３歳   （P.67） 

 

は 行                      

這い這いしない…………………９～10か月（P.41） 

発音不明瞭がある………………３歳   （P.62） 

発語がみられない………………１歳６か月（P.50） 

歯の数が少ない…………………３歳      （P.71） 

歯ブラシ事故について…………１歳６か月（P.57） 

一人遊び・遊びの広がりがない…１歳６か月（P.51） 

人見知りをしない………………９～10か月（P.42） 

人見知りがひどい………………９～10か月（P.42） 

頻回な夜間の授乳………………６～７か月（P.36） 

不正咬合の心配…………………１歳６か月（P.58） 

不正咬合がある…………………３歳   （P.71） 

浮腫………………………………０～２か月（P.25） 

便器に腰かけるのを嫌がる……１歳６か月（P.56） 

偏食………………………………３歳   （P.66） 

便秘（母親）……………………０～２か月（P.25） 

便秘（子ども）…………………３歳   （P.68） 

母子分離ができない……………３歳   （P.64） 

発疹などがある…………………０～２か月（P.17） 

哺乳量が少ない…………………３～４か月（P.30） 

母乳不足感………………………０～２か月（P.19） 

母乳やミルク不足の疑い………０～２か月（P.19） 

母乳やミルクをよく吐く………０～２か月（P.20） 

母乳をやめたいがやめられない…１歳６か月（P.54） 

ほめ方、叱り方がわからない…１歳６か月（P.56） 

 

ま 行                     

マタニティブルーや産後うつの疑い…０～２か月（P.24） 

全く萌出がみられない…………１歳６か月（P.57） 

ミルク嫌い………………………３～４か月（P.30） 

むし歯がある……………………１歳６か月（P.58） 

夢中遊行…………………………３歳   （P.67） 

むら食い…………………………１歳６か月（P.54） 

モグモグできない………………６～７か月（P.36） 

 

や 行                     

夜驚症……………………………３歳   （P.67） 

やせてきた（体重が増えない）…９～10か月（P.40） 

夜尿………………………………３歳   （P.68） 

融合歯がある……………………３歳   （P.71） 

指さしがみられない……………１歳６か月（P.49） 

指しゃぶりがやめられない……１歳６か月（P.56） 

腰痛………………………………０～２か月（P.25） 

よく噛まずに丸飲み……………１歳６か月（P.54） 

夜泣き……………………………６～７か月（P.37） 

 

ら 行                         

離乳食嫌い………………………６～７か月（P.36） 

離乳食を食べない………………９～10か月（P.43） 

 

わ 行                      

わがまま…………………………３歳   （P.63） 
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Ⅶ 児童虐待の予防と早期発見に向けて 
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１ 虐待予防と早期発見                         

厚生労働省が実施した虐待死亡事例の検証で、死亡事例は０～２歳までが全体の 67.2％

を占めることが示された（Ｈ25 年 7 月）。 

 近年、少子化・核家族化が進み、地域との結びつきも弱くなっている一方、望まない妊

娠•孤立した子育て•経済的問題•養育者の成育歴•疾病など複数の要因が絡み合うことで、

児童虐待に至りやすいこともわかってきた。  

市町村が実施する母子保健事業を通して、ハイリスク家庭を早期に発見し、早期に子育

て支援を行うことは重要である。 

乳幼児健康診査においては、疾病や障害の早期発見と合わせて、虐待予防の観点から育

児不安や育児困難で悩んでいる養育者への適切な支援をしていくことが喫緊の課題であ

る。（P.114～参照、健康診査の手引 P.78～93 参照） 

 

 

 

（1）特定妊婦への気づきと支援 

 妊娠の届出及び母子健康手帳の交付は、妊婦が行政の行う母子保健サービスにつな

がる重要な機会である。母子健康手帳交付時には、妊婦の状況などをアンケートなど

で把握することが有用であり、健康リスク（若年妊婦・高齢妊婦・喫煙・飲酒・不妊

治療・合併症妊娠・妊娠合併症・精神疾患・多胎妊娠など）や社会経済的リスク（遅

い妊娠届出・外国人妊婦・経済的困窮・職場や家庭でのストレス・協力者のいない妊

婦など）を抱える妊婦を特定妊婦と位置づけ、必要に応じて専門職による面談を行

う。当日の面談だけでなく、継続的な支援が必要な場合には、後日電話や訪問などで

専門職が相談対応や継続支援を行う体制づくりを行う。また、必要時は医療機関と情

報を共有し連携して支援を行う。妊娠の継続や子育てに困難のある場合には、必要に

応じて特定妊婦（児童福祉法第６条の３第５項に基づく）として要保護児童対策地域

協議会（子どもを守る地域ネットワーク、以下「要対協」とする）で支援内容を検討

する。 

妊娠・出産・子育てに関する問題は深刻であるほど、それが早期に起こっているこ

とが多く、また、早期に適切な対応が行われれば、問題の深刻化を防ぐことが期待で

きるため、妊娠の届出及び母子健康手帳の交付時の対応が重要である。 
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（2）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

 保健師・助産師・母子保健推進員などが、原則として生後４か月を迎えるまでのす

べての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、様々な不安や悩みを

聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対し

て適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成で

きる環境整備を図ることを目的とする事業で、平成 21 年より児童福祉法に位置づけ

られ、各市町村で実施されてきている。 

訪問時には「育児支援チェックリスト」「エジンバラ産後うつ病質問票」「赤ちゃん

への気持ち質問票」など､新生児・乳児訪問におけるチェックシートを適宜活用する｡ 

 訪問後支援が必要と思われる家庭についてはケース対応会議を開催し、養育支援訪

問事業や母子保健事業などの具体的支援の必要性を検討し、支援については担当部署

に引き継ぐ。また、特に支援が必要と判断された家庭については、要対協に連絡し協

議する。 

 

（3）養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師・助産師・保育士などが

その居住を訪問し、養育に関する指導、助言などを行うことにより、当該家庭の適切

な養育の実施を確保することを目的とする事業であり、平成 21 年より児童福祉法に

位置づけられ、各市町村で実施されてきている。 

 専門的相談支援には保健師・助産師・看護師などがあたり、子育て・家事援助には

子育て経験者・ヘルパーなどがあたる。 
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『母子保健分野における児童虐待への取り組みについて』 

 各種厚生労働省通知において、保健所･市町村保健センターは、関係機関との適切

な連携の下に、養育力の不足している家庭に対して早期に必要な支援を行い、児童虐

待防止対策の取り組みを行うこととされている。 

 また、平成 13 年から開始された『健やか親子 21』（母子保健の平成 26 年までの国

民運動計画）においても、保健所･市町村保健センターなどにおいて児童虐待対策を

母子保健の主要事業の一つとして位置づけ、積極的に活動を展開するよう提言されて

いる。 

〈健やか親子 21 の主な提言内容〉 

・うつ状態、母子健康手帳未交付、妊婦健診未受診などの子どもの虐待のハイリスク

要因を持つ妊娠期・周産期の母親を早期に発見し、子どもの虐待を予防するととも

に、子どもの虐待を発見した場合には、要対協を中心にして適切な保護や支援を

行っていく必要がある。 

・市町村は、児童虐待の予防や早期発見に向け、市町村は、各種母子保健サービスや

こんにちは赤ちゃん事業、養育支援訪問事業、児童相談所との連携を強化すると共

に、地域の NPO 法人などの子育て支援サービスを充実することなどにより、虐待防

止の体制整備を進める必要がある。 

・特に、子どもの虐待による死亡は、０歳児に多く、望まない妊娠、産後うつなどの

影響や経済的な要因が指摘されており、子どもの虐待による死亡数を減少させるた

めには、妊娠以前から出産後育児期に至るまでの連続した支援が必要である。 

 

要対協とは？ 

 平成 16 年児童虐待防止法･児童福祉法の改正により、市町村が児童相談の一義的な

相談窓口となり、要対協の設置が法定化された。 

児童福祉法第 25 条の２による法定協議会で、虐待を受けた子どもをはじめとする

地域の保護を要する子ども（要保護児童）及び養育支援が特に必要である子どもやそ

の養育者､特定妊婦に関する情報の交換や支援を行うための協議を行う(P.103 参照）。

コラム 
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２ 虐待を疑った場合の基本姿勢と具体的対応                    

(1) 対応の基本姿勢 

ア 養育者の支援者となる。【養育者の身体・精神状況の確認】 

相談の基本姿勢は、養育者の抱えている不安や困難さに共感し、これまでの辛かったことや養育者な

りに頑張ってきたことを認め、養育者の子育てや言動を批判したり、指導するのではなく、養育者の悩

みに傾聴していくことが大切である。 

イ 子どもの安全を確認する。【発育・身体状況の確認】 

子どもの状態や安全を優先して確認する。例えば養育者が「寝ている」などと理由づけをして会わせ

ようとしない場合でも、「顔だけは見せてね」などと言って子どもと直接会い安全を確認する。子ども

の状態（発育・発達、表情など）の確認後は、一人で抱え込まず、事態が緊急かどうかを判断する。 

ウ 家庭環境や子どもの状況を調査する。 

これまでの健診の履歴や、きょうだいがいればその状況をも調査する。また、家族の保健師との関わ

りについて調査する。 

要対協や児童相談所への相談歴なども調査する。 

エ 支援内容を上司、課内で検討する。 

自分たちは何ができるかプランニングする。必要であれば要対協や児童相談所と個別ケース会議を実

施し、それぞれの機関が、誰に・何を・どのように支援していくか役割分担を行う。 

オ 養育者の育児不安・負担を軽減する方法を検討する。 

養育者が具体的に困っていることや支援の必要な内容を把握し、それらに対して一つ一つ軽減してい

くような支援をする。ただし、支援を求めることが苦手な養育者の場合は、支援者側から積極的に支援

内容を申し出る。 

カ 家族支援を行う。 

家族の状況や家族機能に目を向け、家族が子どもや養育者の支援者にどの位なり得るのか検討し、関

わっていくことが効果的である。 

キ 地域における社会資源の活用 

地域の中でも、近所の方や児童委員、子育てサークルなどが支援者となり得るか否か検討する。 

必要に応じて、保育所・子育て支援センター・ファミリーサポートセンター・ベビーシッター（子守

り）など利用できる社会資源を使えるように関わるが、単にそれらの活用を勧めるだけでは養育者は動

かないことが多いため、活用しやすいよう保健師が関係機関と連携を取っていくことが大切である。 

ク 関係機関との連携 

虐待の援助においては関係機関との連携が不可欠である。要対協、児童相談所、福祉事務所、医療機

関、保育所・幼稚園、学校、地域の児童委員などとより綿密な連絡を取りながら対応していく。 

 
 
 
 
 
 

－100－

児
童
虐
待



(2) 児童虐待を疑った場合の具体的対応 

  ア 面接時の留意点:養育者担当と子ども担当に分かれて、それぞれから経過を確認することが理想。 

ａ 「疑い」を大切にする。 

特に次のような兆候（三つの不自然）が見られたら、虐待や虐待の芽を疑ってみる必要がある。 

(a) 養育者が不自然 

・養育者の説明が不自然（子どもの傷の状態に対して不自然な説明） 

・養育態度が不自然（予防接種を全く受けさせていない、母子健康手帳にほとんど記載がない、子

どもへの扱いが乱暴など） 

・保健師への態度が不自然（視線をそらす、話したがらないなど） 

(b) 子どもが不自然 

・傷の場所や状態が不自然（打撲しそうにない部位に打撲傷がある、火傷の跡が不自然など） 

・表情や態度が不自然（落ち着きがない、乱暴、おどおどしている、表情が暗く乏しい、触られそ

うになると身構えるなど） 

(c) 子どもと養育者の関係が不自然 

養育者の前では極端に怯えたり緊張する、養育者の子どもを見る目が冷たい、突き刺すようであ

るなど 

ｂ 付き添いの養育者に対し、受容的態度でゆったりと話を聞き出す。 

ｃ 虐待の原因・事実関係を問いただし過ぎないように気をつける。 

ｄ 子どもと養育者の表情・態度・二人の関係など印象を記載する。 

ｅ 最後に「何かサポートしてほしいことはありませんか」「心配事があればいつでも相談してくださ

い」と一言付け加える。後で連絡したくなった時のために名刺を渡すか連絡先を伝える。 

 
 
 
  イ 面接後の留意点 

ａ 面接者間で面接内容を振り返り評価を行い、課内で検討する。 

ｂ 要対協や関係者と情報を交換し、問題点を明確にする。 

ｃ 身近な関係機関と対応を協議する。 

ｄ 子どもを家族から離す必要がある時、家族調整が必要な時など、児童相談所との連携が必要な場合

は、すみやかに連絡をする（通告義務は守秘義務に優先される）。 

ｅ 関係者（関係機関）間の連携を密にし、それぞれの役割を明確にする。 

ｆ 事態の急変がありうるため、迅速に対応できる態勢を話し合っておく。 
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  ウ 対応の実際 

ａ 医療機関につなげる支援 

・医療機関での精査をまず優先するべきか否かを、関係者間で協議をする。 

・最も有効なつなぎ方を検討し､予め伝えておいた方が効果的な情報は事前に医療機関に伝えておく。

ｂ 保健師を中心とした子育て支援 

・支援にあたっては、まず、保健師など支援者が味方であることを伝える。 

・養育者の気持ちに添い、聴くことを優先し、性急な聞き取りはしない。 

・養育者から感じられる子育ての苦労をさり気なく言語化して返す。 

・これまで、頑張ってきたことを認め伝えるが、安易な励ましはしない。 

・求められた情報には、正確に分かりやすく丁寧に答えると同時に、必要に応じてパンフレットなど

教材を活用する。 

・援助が継続できるように次の面接の約束をし、「何か心配事があれば、いつでも連絡ください」と伝

え、支援する態勢であることを示す。 

ｃ 家族への福祉的援助 

家庭環境や養育環境が劣悪でネグレクトが疑われる場合、要対協、福祉事務所か児童相談所に連絡

し、福祉的援助策を検討し、家族の了解を得ながら福祉サービスを有効に活用する。 

 
 
 

(3) 関係機関との連携の実際 

ア 支援の調整機関を確認する。 

 関係機関の連携のもと適切かつ効果的な支援を行うには、事例やサービスの進捗状況を的確に把握

し、その時々において最適なサービスが提供されるよう機関調整をどの機関が中心となって行うか全

員で確認していく必要がある。 

イ 随時、関係機関でケース会議を開催し、支援内容を検討する。 

関係機関の間で積極的な情報提供を行い、具体的な支援の内容などを検討するためケース会議を開

催する。会議は継続的に開催し、状況の確認や支援内容の評価を行う。なお、各関係機関の役割分担

や次回会議の日程など、ケース会議で決定した事項については記録するとともに、その内容を関係機

関で共有することが重要である。 

ウ 前向きに議論を進める。 

過去の対応の問題点に目が行きがちであるが、これから具体的にどうしたらよいか前向きに議論し

ていく。 

エ お互いの機関の機能と限界を十分理解する。 

 関係機関はそれぞれ固有の機能と限界を持っているため、一つの機関だけでは有効な援助は行えな

いことが多く､お互いがそれぞれの機能を十分理解し合うことが､信頼関係と円滑な連携の基礎となる｡ 

 

 

－102－

児
童
虐
待



児童虐待の対応（市町村対応） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

援助方針会議など 

◎ケース検討会などの開催 
・ 関係機関の連携 
・ 情報の共有化 
・ 支援方針の決定 
・ 役割分担の確認など 

助言指導・継続指導・見守り・支援 
各種福祉サービスの提供など

◎実務者会議 
定期的フォローなど状況確認

及び進捗管理

虐待の疑い・発見 

家庭児童相談窓口 

受理会議 

・ 調査、情報の収集 
・ 安全確認、状況確認 
・ 緊急性、困難性、専門性の判断 

・ 緊急介入が必要 
・ 一時保護、立入調査が必要 
・ 施設入所支援が必要 
・ 困難性が高い 
・ 専門的対応が必要 

専門的支援が必要

なケース 

比較的軽微なケース 

・ 近隣住民、民生児童委員、主任児童委員、親族 
・ 保育所、幼稚園、学校 
・ 保健所、医療機関、保健師 
・ 各種相談窓口 

連絡・相談・協議 

送致 

状況に変化が生じた場合 

児童相談所 

Ａ Ｂ 

Ｄ 

Ｃ 

Ｂ 

ＡＡ

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会 

通告 

通告 

※ 重症度判定の区分 

ＡＡ（生命の危機）、Ａ（重度）、 

Ｂ（中度）、Ｃ（軽度）、Ｄ（危惧） 

※「市町村児童家庭相談対応の手引き参照」
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３ 聞き逃してはならない養育者の声                       

養育者の子どもに対する不自然な言動、子育てに対する日常的なつぶやきも、虐待の発見・予防に聞き逃して

はならない。まず、気づくことである。 
 以下のような声が聞かれたら、その背景にあるものを推察し子育ての様子を詳しく観察する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 健診未受診者の背景とその対応                        

（1）背景 

健診未受診の理由は、忙しい•病気療養中•忘れていた•健診の拒否や軽視•転出など様々であるが、虐待事

例の中には、健診未受診者が少なからずあり、ネグレクトでは、健診や予防接種を受けない傾向にあるとい

われている。 
健診未受診者の家庭背景に、子どもへの不適切な関わりがあるかもしれないことに留意し、状況把握に努

めることが重要である。 
（2）対応 

受診勧奨をしても未受診が続いたり、保育所など関係機関からの情報でも子どもの状況確認ができない場 
合には、必ず家庭訪問を行い確認する。 
「健診のお誘い」を糸口に、家庭訪問ができれば、子どもの状態の確認が可能となる。状況把握では、発

達の遅れや障害の有無のほかに、育児不安や育児困難など家族全体を観察し、過去の受診状況や予防接種の

実施状況など情報を統合して相談に乗るようにする。訪問を拒否したり、子育てについての質問に対して

「何も困っていない」「相談することはない」というような拒絶的な態度をとる場合は、問題を抱えている

こともあるので、「何かこちらでお手伝いできることがあればいつでも相談してください」などと伝え、機

会をみつけて、支援の糸口を探るとともに、安全確認など状況把握をしていく必要がある。 
ライフラインが止まっていたり、応答がなく居住が確認できないなど子どもの安全確認ができない場合に 

は、市町村の家庭児童相談窓口や児童相談所に通告する（P.103参照）。 
 

 
 

 
 

・ 怒ってばかりいる。 
・ 子どもをつい叩いてしまう。 
・ 子どもにあたってしまう、イライラする。 
・ 子どもがかわいくない、他のきょうだいよりかわいく思えない。 
・ 産まなきゃよかった。 
・ 子どもを育てていける自信がない。 
・ しつけがうまくいかない、子どもが言うことをきかない。 
・ 遊びにも行けない、やりたいことができない。 
・ パートナーとうまくいかず、ストレスがたまる。 
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５ 事例                                    

   事例は、いくつかの事例をもとに再編したものです。 
 

（1）特定妊婦 

ア 両親ともにネグレクト傾向にあり、第４子を妊娠した家庭への周産期を中心に支援した事例 

両親とも経済力、育児能力が低くネグレクトの疑いがあり、３人の子どもにも発達の遅れがあったこ

とから、要対協で検討し、保健師が中心に家庭訪問していましたが改善がみられませんでした。母親自身

も実母から虐待を受けて育っており、父親自身も親やきょうだいとトラブルを抱えていて、頼れる友人・

知人もなく孤立しています。そのような中、母親が第4子を妊娠し、妊娠性糖尿病と診断されました。 

関係者と事例検討を行い、この家族を在宅で支援していくために、次のような方針を立て実行しました。 

①毎日短時間でも、保健師（市と保健所の保健師３人のチームを編成）、家庭児童相談員、児童委員のい

ずれかが家に訪問する。 

②父親の育児力、家事力の確認をし、できないところを「サポートします」と伝える。 

③出産前後の具体的なタイムスケジュールをカレンダーに記入し、共有する。 

④母親の健康管理として、訪問時に血圧測定や検尿を実施し、必要時受診を勧める。助産師と同行訪問を

して両親に受胎調節を指導する。 

出産前後のスケジュールを両親と具体的に検討し、「準備できていないもの」「病院に確認が必要なも

の」を母子健康手帳に箇条書にして病院看護師も確認できるようにしました。両親と話し合い、児童相談

所とも連携し、出産直後は３人の子どもたちを一時的に里親委託としました。その結果、両親で第４子の

育児に専念することとなり、保健師などで育児をサポートし子育てを継続できています。 

【ポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

イ 育児能力に不安のある母親に対する出産直後からの援助事例 

「母親の育児能力が低く、子育てができるか心配」と病院助産師から町の保健師に連絡が入りました。

核家族で夫以外に支援者もなく、母親は調乳・おむつ交換も困難で、感情の起伏も激しいように見えます。 
 退院前に町の保健師が両親・病院医師・助産師・看護師と面会し、家族の意向を確認した上で、要対協

が開催されました。そこでは、問題点の整理と退院後の育児支援体制、役割分担が検討されました。 
 そして、保健師・ファミリーサポートセンター・ホームヘルパー・民生委員などが１週間単位の具体的

な支援内容を打ち合わせ、各担当者が役割に応じて家庭訪問し、家庭での調乳・沐浴・おむつ交換・健康

チェックなど、母親と一緒にやりながら、根気強く支援を続けていきました。家族の受入れも比較的良好

で、子どもも順調に育っていきました。 
【ポイント】 

 

 

 
 
 
 

・ 子育て上の問題が発生する前に、病院助産師から地域に連絡があり、地域での支援体制を整えることがで

きました。関係職種とのタイムリーな連携により、子育てが心配された事例でも、子どもの育ちを支援す

ることができます。 
・ 育児能力が低い母親には、時間をかけ、毎日、具体的に分かりやすい教材を使って、家庭の中で繰り返し

実技指導していくことが大切です。不十分でもできたところを認め「大丈夫。それでいいですよ。」と寄

り添うことがポイントです。 

・ 両親ともに現状認識や将来予測の力が弱い場合には、これから想定される子育てや課題など、具体的に

イメージできるよう支援する必要があります。 

・ 両親と「できるところ、できないところ」を一緒に確認し、「できないところ」には支援者側からのサー

ビスの利用を働きかけます。 

・ 支援者を一人にせず、複数の保健師、助産師や児童委員、家庭児童相談員とチームを組んで家庭訪問を

実施することや、病院、児童相談所などと連携しながら支援することが大切です。 
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ウ 産前からうつ状態となり里帰り出産したが、子育てができない母親に対する援助事例 

 母親は県外に嫁ぎ、不妊治療により、ようやく子どもを授かりました。妊娠初期は特段問題なく生活し

ていましたが、妊娠後期になるにしたがいうつ症状が顕著となりました。母親は夫と２人の核家族で父方

実家の支援を拒み、母方実家で出産に備えました。しかし、母親の状態は日に日に悪化していきました。 

そこで、里帰り先の産婦人科病院と保健所が定期的に「未熟児等支援ネットワーク連絡会」を開催してい

たため、関係者（医療機関、市保健師、要対協担当、児童相談所など）で母親の状態を把握し、役割分担

を決め支援にあたることにしました。 
 母親は無事に女児を出産しましたが、「うつ病」と診断され入院治療に専念しました。父親、父方親族

は県外で就労していることから女児の養育支援はできず、母方親族もうつ病のため、女児の養育支援はで

きません。そのため、病院ケースワーカーから児童相談所に電話があり、女児は「乳児院」に入所措置と

なりました。女児の乳児健診、予防接種の手続きは県を跨がることから県保健所が母親の住所市と調整し

ました。市母子担当保健師、市精神担当保健師が一緒に母親と面会し、女児の状況や育児の仕方について

具体的に様子を伝えました。やがて母親のうつ病は寛解し、乳児院で女児と面会を開始しました。具体的

な育児手技を乳児院の職員から教えてもらい、両親で乳児院に泊まり一日の子育てを体験しました。 

 県外の自宅に戻る際に、転出先（現住居地）の市保健師、児童相談所に情報提供した結果、家庭環境調

査により支援の方向性を検討するとともに、両親との関係を築いてもらうことができました。併せて、母

親の精神科受診の継続と児童相談所や保健師が各２週間に１回家庭訪問を行うこと、１週間に３日地域の

子育てサークルに母子で参加することを約束し、女児は乳児院を退所し自宅に戻りました。その後も年賀

状や暑中見舞いで「子育てを楽しんでいます」と母親から連絡があります。 

【ポイント】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 問題が発生する前に、保健所が主催する病院との未熟児等支援ネットワーク連絡会で、情報を把握し地域

での支援体制を整えることができました。養育者がいない時や子どもを引き離す必要がある場合、児童相

談所に連絡が必要です。 
・ 里帰り出産などで県を跨がる場合は、保健所などとの連携が必要となります。精神疾患のある母親が、煩

雑な事務手続きを行うことは困難なため、一緒に手続きを行うこともあります。 
・ 県外に転出すれば、それで終わりではなく、親子が健康に過ごせるために、転出先への情報提供を行った

り、支援が必要な家族には要対協への情報提供を行い、切れ間のない支援が重要です。 
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（2）乳児 

ア こんにちは赤ちゃん事業でEPDSの合計得点が高く、養育支援訪問事業で引き続き地域で支援している事例 

妊娠 40 週で 3,050ｇの男児を自然分娩で出産しました。数年前に夫の転勤で県内に転入し、現在はア

パートで夫婦と子どもの３人で生活しています。夫婦ともに実家は県外にあり、里帰りはせず、夫の協力  

を得ながら日中は一人で子育てをしています。 

退院１週間後に訪問しましたが、授乳がうまくいかず、神経質になり、夜眠れないと言います。産後う

つ質問票（Ⅰ育児支援チェックリスト・Ⅱエジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）・Ⅲ赤ちゃんへの気持ち

質問票）を用いてチェックしたところ、EPDS は 12 点でした。授乳指導をして、１週間後に再度訪問する

ことを約束しました。１週間後、母乳も出るようになってきましたが、日中一人で子育てをするのは大変

なようです。EPDS で再度チェックすると、前回に比べ下がったものの９点と高いままです。本人と話し

合った結果、養育支援訪問事業を利用し継続的に訪問することにしました。（P.114～参照） 

【ポイント】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

イ 母乳哺育にこだわりすぎて育児不安に陥った事例 

 Ｅさんは第１子出産での入院中、母乳哺育がうまくいかず泣いたり落ち込むなどのマタニティブルーの

徴候が見られました。イライラしたり「子どもをかわいく思えない」と言うなど、症状が続いていたた

め、退院時、病院助産師から保健師に継続的な支援が必要と連絡がありました。 
訪問してみると、「母子健康手帳に『母乳は赤ちゃんの心を育てる』と書いてあり、ミルクだと無表情

の子どもになるのではないか」「母乳で育てなければダメと思いうまくいかず、授乳が苦痛で仕方なかっ

た」「子どものことがかわいいと思えない」「『あやす』とか『話しかける』とかどうしたらいいのか分か

らない」という訴えが聞かれました。保健師は母親のできている部分を認めながら、これまで頑張って子

育てをしてきたことを労いました。母親と一緒に子どもの体重測定をしてみると、前回測定時よりも減少

し、泣き声も弱いため、ミルクを足すことを勧め、かかりつけの小児科も受診するように勧めました。小

児科医には保健師からも子どもの発育状況と母親の考えについてあらかじめ情報提供し、相談が受けやす

いように体制を整えました。 
【ポイント】 

 
 
 
 
 
 
 
 

・ 母乳のよさが強調されるあまり、それがうまくいかない場合、産後うつや虐待の危険性が増すことがあ

ります。そんな時、うまくできなくても大丈夫、悩んでいるのは自分だけではないということを伝える

必要があります。 
・ 母乳でなくとも子どもは順調に育つことを伝え、自分のやり方に自信を持てるように支援します。 
・ 身体計測により、発育状況を確認し、必要時受診を勧めます。関係機関とは一貫した支援ができるよ

う、情報を共有することが重要です。 
・ 母親の気持ちを尊重しながら、地域の子育てサークルなどへの参加も勧めます。 

・ 一般に産婦は、身体状況のみ（眠れないなど）を強調し、精神状況について訴えないことが多いです

が、産後うつ質問票を用いることにより、産後うつを早期に発見することができ、それによって必要な

援助を早期に提供することができます。 

・ また、産後うつ質問票は、産婦が「気持ちを打ち明け」自分の辛さを聞いてほしい、わかってほしいと

思う気持ちに気づいてあげるきっかけにもなります。 

・ EPDS は９点以上を高得点とし、産婦の気持ちを受け止め、産婦の困っていることの解決方法を一緒に

考えて、１～２週間以内に必ず再評価のための訪問を約束します。併せて、子どもの発育・発達・生活

状況も把握します。 

・ ２回目の訪問で再度チェックし、高い場合は必要に応じて医療機関や児童相談所などの関係機関とも連

携をとり、継続した支援をしていきます。 

－107－

児
童
虐
待



（3）１～２歳児 

ア 「つい叩いてしまう」と訴える母親の事例 

１歳６か月児健診で「イライラして子どもを叩いたりしてしまうが、誰にも相談できず辛い」という訴

えが聞かれました。母親は、夫と不仲になった頃からイライラして子どもにあたっていました。周りにも

友達はいなかったようです。 

すぐに家庭訪問をして、家庭での様子をみました。休みの日は、父親の協力もあるということなので、

近くの子育て支援センターの利用を勧めました。また、公民館で「子どものイヤイヤ期応援講座」が開催

されるという情報があり、そちらへの参加も勧めました。NP（Nobody’s  Perfect 完璧な親なんていない！）

プログラムです。最初は乗り気でなかったようですが、完全保育付き参加費無料の講座が始まると、母親

は毎回楽しみに参加していきました。イライラするのは自分ばかりでないことがわかり、安心して話がで

きストレス解消にもなって、この時期のイヤイヤは仕方がないとおおらかに構える事ができるようになっ

たと言っていました。講座修了後も参加メンバーで時々集まりお茶をしているようです。 

【ポイント】 

 
 
 
 
 
 
 

イ １歳６か月健診で発語がみられず、療育教室につなげ支援している事例 

１歳６か月健診で発語（意味のある単語）がみられませんでしたが、母親はそのうちことばを話すだろ

うと心配をしていませんでした。後日、家庭での子どもの様子を確認するために家庭訪問しました。ア

パート生活で日中は２人きりで、買い物以外は外へ出ることもなく家で過ごしていました。子どもがテレ

ビやDVDを見ているとじっとしているので1日の大半を見せていました。その間、母親は自分の携帯やパ

ソコンに向かい続け子どもと接することはほとんどありませんでした。子どもの発語を促すための関わり

方を説明したり、実際に子どもと遊んでみせましたが、できるかどうか自信がないとの返答でした。うま

くできそうにないと判断した保健師は、市の療育教室（あそびの教室）を勧めたところ、母親は療育教室

に通うことになりました。参加することで母親が子どもへの関わり方を学べ、まもなく子どもの発語がみ

られ母親も嬉しそうでした。母親は「子どもへの関わり方でこんなに変わることに気がつけて良かった」

と話していました。 

【ポイント】 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

・ 保健師は、養育者の気持ちを聞きながら「気持ちをわかってもらえた」と安心できるような関係づくり

に努めます。 

・ 家族関係や生活全般への目配りも必要で、そのうえで具体的にイライラ感の解消策を練っていきます。 

・ 公民館活動や子育て支援の NPO 法人など民間団体が実施している孤立育児の解消、虐待予防の子育て支

援策の情報を得て、適宜紹介すると効果的です。 

・ 子どもの発語がないという状況を養育者がどのように受け止めているのか、また、子どもとどのように

過ごしているのかを確認する必要があります。 
・ 子どもとの関わり方がわからない、できない養育者に対しては、療育教室などで子どもとの遊びを直接

体験して学んでもらうことが効果的です。教室に通うメリットをわかりやすく伝え、参加を勧める必要

があります。 
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ウ 若年の養育者で養育能力が低い事例 

    母親は19歳で出産し、子どもが11か月の時離婚して実家に戻りました。現在、子どもは１歳９か月で、

健診未受診です。 

「母親が子どもの面倒をみない」との相談が祖母からありました。地域の人からも子どもの泣き声や激

しい怒鳴り声があると警察署に通報が入りました｡保健師は健診の勧めと状況把握のため家庭訪問しました｡ 

母親は、子どもの世話の仕方がほとんど分からず、子どもが騒ぐと叱ってばかりいました。一方で、働

きたいという気持ちがあることもわかりました。幸い祖母と同居であるため、子どもの安全は確保できる

と思われ、保育所と協同しながら仕事に出て子育てする方法もあることを伝えました。 

その後、子どもは保育所に入所し、母親は仕事に出ました。母親は保育士や保健師に子どもの世話の仕

方をよく聞いてくるようになりました。 

【ポイント】 

〈ポイント〉 

 
 
 
 
 

・ 若年出産・離婚は虐待のリスク要因です。子育て支援が求められます。 
・ 養育者の気持ちや生活の安定も考えて要望に添うような支援が大切です。 
・ 子どもの安全の確保から地域の関係機関（子育て支援センター、児童委員、保育所など）と連携が効果

的です。 
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（4）３歳児 

ア 早産・低出生体重で発達に遅れのある事例 

２人兄弟の第２子。在胎 30 週極低出生体重（1,100g）で出生した男児。退院前に未熟児等支援ネット

ワーク連絡会から、町の保健師に母親の精神的不安定さや子育てのサポートが得にくいことなどの情報提

供がありました。保健師が退院１週間後に初回訪問し、その後も継続訪問しながら子どもの成長発達の確

認、母親の精神面・子育てのサポートを行ってきました。体重増加不良や発達の遅れも心配されたため、

定期的に小児科で経過観察をすることになりました。母親からは「２歳の兄の世話だけで手一杯で、最初

からこの子（第２子）の面倒をみられないと思った」「ミルクを飲まないのはこの子のせい」という思い

も聞かれたため、保健師はこれまでの母親の子育てを労うとともに、子どもの成長発達促進と母親の育児

負担軽減のために保育所入所を勧めました。保育所入所後、母親もパートで働くようになり、本児は１歳

４か月で独歩可能となり、体重の増加も順調になってきました。 

３歳になった頃、母親から保健師に頻繁に電話相談があり、「職場から保育所に迎えに行く時間がぎり

ぎりで余裕がないなか、兄は素直に帰り支度をしてくれるが、本児が言うことを聞かずに暴れる」「休日

になるとイライラして叩いてしまう」と訴えていました。電話で母親の話をよく聞き、仕事と子育ての頑

張りを認めるとともに、保育所にも確認すると本児に多動や噛みつきなどの行為がみられ、顔やからだの

あちこちに打ち身やすり傷が絶えないことがわかりました。本児の育てにくさと母親の不適切な対応の悪

循環があり、関係者での一貫した支援が必要であると判断し、保健師は家庭児童相談窓口に通告し、関係

者で協議しました。保育所には加配の保育士を配置してもらい、個別対応で延長保育をしたところ、母親

にも余裕ができ、本児の多動・噛みつきは軽減するなど状況が好転していきました。 

母親には祖父からの虐待の幼児体験がありました。 
【ポイント】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・ 早産・低出生体重児では、育児負担が増しがちです。ハイリスクから虐待へ移行するのは生活の変化が

起きた時に多いため、子どもが退院した後できるだけ早期の訪問が望ましいです。 
・ 他に合併症がある場合は、より個別性を踏まえた保健指導と中期的な支援を行うため、必要に応じ退院

前から医療機関担当者と連携を図り、子どもの状態把握や養育者との信頼関係構築に努めることが重要

です。既存の未熟児等支援ネットワーク連絡会がある場合は活用します。 
・ 電話や訪問での相談では批判や説教じみたことは禁句です。できるだけ時間をかけて話を傾聴しましょ

う。「また相談しても良い」ことを伝え、支援を重ねるようにしましょう。 
・ 養育者を支えるために、育児負担を減らす工夫（保育園への入園や一時預かりなど）を提案したり、養

育者を支えるため、定期的に相談を設定するなどサポートしていくことが重要です。 
・ 虐待の世代間伝達はよく知られています｡母親自身の養育歴を把握しながら､支援する必要があります｡ 
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イ ３歳児健診で多動で落着きがないと指摘されていた事例 

 核家族で小1の姉がいる弟５歳。２歳から保育所に通っています。入所当初から後追いすることもなく

動き回り、じっとしていなく「目が離せない、指示が入らない」と言われていました。３歳健診ではADHD

の疑いとされ保健師は療育教室を紹介しました。父親は「男の子はこんなもんだ」と言うばかりで数か月

参加しましたが、興奮してますます多動で反抗的になり、母親は捕まえては叱りつけ叩いたりすることが

ありました。年長になり、多動は軽減し行事にもなんとか参加できるようになりましたが集中できず、思

うようでないとかんしゃくを起こし手が出ます。マイペースでこだわりがあり好きな課題には取り組みま

すが、やりたくないとおしゃべりや悪ふざけで他の子どもの邪魔をしたり、フラーッと部屋を出て行きま

す。家ではお互い譲らない姉とのけんかが絶えず、母親もイライラして怒ることが多く、父親がでてきて

怒鳴りつけることもしばしばです。母親は、就学のことが心配になって保健師に相談しました。保健師が

勧めた医療機関に両親そろって受診したところ、自閉症スペクトラム障害と診断されました。しつけので

きない自分を責めていた母親に、保健師はペアレント・トレーニングを勧めました。６〜８人の養育者を

対象に、１回90分で隔週の７回コースでした。母親の都合がつかない時は父親が参加してくれました。子

どもの行動に注目して、まずほめるようにしていったところ、けんかが減って指示が入るようになり、次

第に落ち着いてきました。同じような悩みを持っている他の養育者の思いや苦労を聞いて、自分だけじゃ

ないと余裕ができ、安心して自分の悩みも話すことができ、子どもの特性に見合った関わり方を学べて自

信が持てたようです。 

    就学は通常学級を希望していくことにしましたが、個別の配慮は必要で、医療機関から診療情報提供書

を教育委員会宛に用意してもらうことにしました。 

【ポイント】 

 

〈ポイント〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 子どもの問題を指摘されると自分を責める養育者が多いことを念頭に、子どもの特性を知っての具体的

なアドバイスが必要です。 
・ 幼児期の子どものしつけに養育者は戸惑いながら臨んでいるのが常です。暴力はしつけの手段として勧

められません。 
・ ペアレント・トレーニングは、まだ実施している市町村は少ないですが、その有効性から次第に広まっ

てきています。実施情報を確認しておきましょう。 
・ 発達障害の診断は、子どもの発達経過で次第にはっきりしてくる問題点によってなされますので、診断

名が変更されることがあります。 
・ 養育者に小学校の支援体制について情報提供し、必要であれば小学校を見学することで将来像をイメー

ジしてもらいます。養育者が就学後も安心して学校と相談ができるようにつないでいきます。 
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ウ 「子どもをかわいいと思えない」と訴えた母親の事例  

保育園の園長からB君と母親のことで地区担当保健師に相談がありました。 

B君は、保育園に入って半年経つが表情が乏しく、保育士が声をかけても笑顔が見られず、一人でぽつ

んとしていることもあり、ちょっと気になる子どもだと思っていました。母親との個別懇談で家での様子

を伺ったところ、「Bは扱いづらく、かわいいと思えない」「すぐに駄々をこねて泣き叫ぶから知らんぷり

して相手にしない」と言っていました。「B君の育てにくさにも原因があるのではないか」と思った保育士

は、B君の対応の仕方を保健師に一緒に相談してみることを提案し、母親も了解してくれました。相談を

受けた保健師は、以前から母親が精神的に不安定なところがあり受診中であることをすでに把握していま

した。B君の特性をとらえた適切な対応は自身の精神状態が不安定な母親にとっては難しい課題でもある

と判断し、保育園で愛着を強化する対応をするように提案しました。保育士に母親のかわりになるように

甘えさせたり、スキンシップをとるようにアドバイスしました。保健師は引き続き母親の相談相手として

対応することとし、保育園でも母親の悩みごとや心配なことなどを聞いてもらうようにお願いしました。 

その後、B 君の表情がやわらぎ、少しずつ笑うようになり保育士に抱っこを求めてくるようになりまし

た。また、園長が母親に意識的に声をかけることで、母親からも園長に相談をするようになり、自分の病

気のことやB君が変わってきてうれしいことなどを話してくれるようになりました。 

【ポイント】 

 
 
 

 

 

 

エ 「あんたなんか可愛くない」と子どもに言う母親の事例 

 ３歳児健診の会場で、「いい子にしていられないなら置いて帰るよ」などと子どもに怒鳴っている母親

がいました。母親は１年前に離婚し、母親の実家へ転居してきており、現在、母親の両親と本児と長女

（７歳）と５人暮らしです。問診票に「本児が落ち着きがない、わがままで困る」と記述してあり、母親

の体調欄の「イライラする、疲れる」などに〇がしてありました。母親は「可愛くないんです。言うこと

をきいてくれない。夫と不仲になったのもこの子が原因です」と話してくれました。本児は健診会場では

母親のそばで保健師と母親の様子をじっと聞いたり見ていましたが、保健師が声をかけると嬉しそうな表

情になり、いろいろ話してくるようになりました。すると母親は「可愛くない」「外面がよくて母以外に

は愛想がいいんだよね」と言い、子どもは表情がこわばり今にも泣き出しそうになりました。保健師は、

母親に１人で２人の子どもを育てていることへのがんばりとねぎらいの声をかけ、イライラや疲れること

の解消方法について助言しました。やがて母親は、協力してくれる人が身近にいないことや、唯一長女が

母親をなぐさめてくれるので可愛がってしまうこと、本児に対する自分の態度も悪いと思っていることな

ど、涙をうっすらためながら話しはじめてくれました。保健師は、今後も母親の相談に乗っていく約束を

しました。 
【ポイント】 

 
 

 

・ 子どもへ心理的な虐待（暴言など）の疑いがある場合でも、傷ついて、孤立していると思われる養育者

の立場にまず寄り添う姿勢で話を聞くことが大切です。 
・ 養育者の孤立や育児負担を減らすために、相談やサポートしていく方法を提案します。 

・ 養育者の育児のしにくさや健康状態を確認することで、必要な援助内容と適切な援助者を考えることが

できます。 
・ 母親（家族）が病気などで十分な愛着形成ができにくい場合は、母親に代わる他者（この事例は保育

士）が子どもとの愛着形成を図ります。その際、代理者を支えるキーパーソン（この事例は園長）をサ

ポートしていくことが大切です。 
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６ 乳幼児健康診査従事者向けのＱ＆Ａ                       

 

Ｑ１ 育児放棄(ネグレクト)と思われるが､養育者に虐待の自覚が無い場合にどう関わっていったらよいか｡ 

  Ａ１ ・ほとんどの養育者は、虐待の自覚がないと思ったほうがよいです。養育者に虐待を自覚させようと

する関わりは、かえって危険です。養育者の気持ちを聞き困っていることや生活面の援助などから

関わることが有効です。虐待を疑う時に、子どもにとってどうか・育児放棄の内容・重症度（緊急

性）の判断をします。 
      ・子育てでの養育者の支えの状況把握をし、保育所や児童福祉施設での子育て支援も積極的に活用し

ます。 
 
  Ｑ２ 家庭訪問を拒否された場合どうしたらよいか。 

  Ａ１ ・保健師一人で抱えこまず、他のスタッフと検討会を持ち、関わりの方法を検討することが大切で

す。家庭訪問できないと先延ばしで過ぎていくことが多く、それが一番危険です。 
     ・乳幼児健診、育児学級、予防接種、子育てサークルなど養育者と出会う機会を活用し関係機関との

連携や情報の共有（保育園、子育て支援センター、児童委員）を進めるようにします。虐待の事例

では地域との関わりが少なく孤立していることがしばしばです。 
 
  Ｑ３ 虐待について疑いがあるが確信が持てない。いつ通告したらよいか。 

 Ａ３ ・虐待の確信をしたからではなく、「疑い」で通告や相談することが必要です。虐待かどうかの最終

判断は、児童相談所又は市町村の要対協がします。 
    ・一人で抱えこまず、他のスタッフと事例の状況を共有して、子どもにとって危険かどうかの判断が

必要です。通告により養育者との信頼関係が崩れると思わず、必要な支援の始まりと考えることが

大切です。 
    ・子どもの状況や情報などの記録（記載やカラー写真）を残しておくことも必要です。 
    ・通告後は、要対協と個別ケース検討会議を持ち、関わりや役割を検討します。 
 
Ｑ４ 相手の立場を理解しているつもりでも相談を受けているとイライラしてくる時がある｡どうしたらよいか｡ 

 Ａ４ ・援助という仕事に携わるためには、自分自身の情緒や体調が安定していることが大切です。そのた

めのポイントとして以下のことを心がけたいものです。 
① 相手の相談内容に関しては、感情移入することなく、一定の距離を保つ。 
② 相談内容や困った事例を一人で抱え込まない。周囲に援助や知恵を求める。（職場の雰囲気づ

くりも大切） 
③ 自分なりの上手なストレス解消法を身につける。 
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７ 参考資料                                  

 

(1)  新生児・乳児訪問におけるチェックシート活用方法 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※「産後の母親のメンタルヘルスと育児支援マニュアル」（平成16年度厚生労働省科学研究）から一部抜粋 

 

 

〈質問票Ⅰ 育児支援チェックリスト〉 

 この質問票は、育児困難に関連する要因や状況の項目から成り立っています。結婚や社会経済状況、

周囲からのサポート、親密な対人関係などの心理社会的な問題を含んでいます。 
また、実際の子育ての場面で、子育てに行き詰った状況で母親が抱く気持ちもリストの項目に入れま

した。 
これらの項目は、子育てに支障をきたす母親がどのような問題を抱えているかを把握し、支援につな

げるものです。 
 これらの項目で問題があると答えた場合は、内容や状況など具体的に聞き出し、本人のことばをその

ままの形で余白に記載しておくことがポイントです。 

〈質問票Ⅱ エジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）〉 

 項目は10項目で、０～３点の４件法の母親による自己記入式質問票で、うつ病によく見られる症状を

わかりやすい質問にしたものです。簡便で国内外で最も広く使用されている質問票です。 

母親が記入後、その場でEPDSの合計点数を出します。わが国では９点以上をうつ病の疑いとしてスク

リーニングしています。質問票には（ ）に各項目の採点のため得点を示していますが、母親が記入す

る実際の質問票では、（ ）内は空欄にしておきます。 

〈質問票Ⅲ 赤ちゃんへの気持ち質問票〉 

 質問項目は 10 項目で、０～３点の４件法の母親による自己記入質問票です。各項目は赤ちゃんに対す

る気持ちについて質問しており、得点が高いほど、赤ちゃんへの否定的な感情が強いことを示していま

す。この質問票は、EPDS のような区分点は設けていません。質問票には（ ）に各項目の採点のための

得点を示していますが、母親が記入する実際の質問票では、（ ）内は空欄となっています。 
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質問票セット  Ⅰ．育児支援チェックリスト 

 
名前                   

 
 

あなたへ適切な援助を行うために、あなたのお気持ちや育児の状況について 

以下の質問にお答え下さい。あなたにあてはまるお答えのほうに，○をして下さい。 

 

1 今回の妊娠中に、おなかの中の赤ちゃんやあなたの体について、または、お産のときに 

医師から何か問題があると言われていますか？ 

 

 

2 これまでに流産や死産、出産後 1 年間にお子さんを亡くされたことがありますか？ 

         

 

3 今までに心理的な、あるいは精神的な問題で、カウンセラーや精神科医師 

または心療内科医師などに相談したことがありますか？ 

          

 

4 困ったときに相談する人についてお尋ねします。 

①夫には何でも打ち明けることができますか？ 

                   

 

②お母さんには何でも打ち明けることができますか？ 

         

 

③夫やお母さんの他にも相談できる人がいますか？ 

          

 

5 生活が苦しかったり、経済的な不安がありますか？ 

         

 

6 子育てをしていく上で、今のお住まいや環境に満足していますか? 

          

 

7 今回の妊娠中に、家族や親しい方が亡くなったり、あなたや家族や親しい方が重い病気に 

なったり事故にあったことがありましたか？ 

          

 

8 赤ちゃんが，なぜむずかったり，泣いたりしているのかが分からないことがありますか？ 

          

 

9 赤ちゃんを叩きたくなることがありますか？ 

          

 

出産日 平成  年  月  日 

記入日 平成  年  月  日 

  ：  ～  ：    

はい          いいえ 

はい          いいえ 

はい          いいえ 

はい          いいえ         夫がいない 

はい          いいえ         実母がいない 

はい          いいえ 

はい          いいえ 

はい          いいえ 

はい          いいえ 

はい          いいえ 

はい          いいえ 
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質問票セット Ⅱ．エジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）  
 

 
  

名前                          
 

産後の気分についておたずねします。あなたも赤ちゃんもお元気ですか。 

最近のあなたの気分をチェックしてみましょう。今日だけでなく，過去 7 日間にあなたが感じた 

ことに最も近い答えの（ ）の数字に○をつけて下さい。必ず 10 項目全部に答えて下さい。 

出産日 平成  年  月  日 

記入日 平成  年  月  日 

 

１ 笑うことができたし，物事のおもしろい面もわかった。 

 

（ ０ ）いつもと同様にできた。  

（ １ ）あまりできなかった。   

（ ２ ）明らかにできなかった。  

（ ３ ）全くできなかった。    

 

 

 

2 物事を楽しみにして待った。 

 

（ ０ ）いつもと同様にできた。  

（ １ ）あまりできなかった。   

（ ２ ）明らかにできなかった。  

（ ３ ）ほとんどできなかった。  

 

 

 

3 物事がうまくいかない時，自分を不必要に責めた。 

 

（ ３ ）はい，たいていそうだった。    

（ ２ ）はい，時々そうだった。      

（ １ ）いいえ，あまり度々ではなかった。 

（ ０ ）いいえ，全くなかった。      
 

 

 

4 はっきりした理由もないのに不安になったり， 

心配したりした。 

 

（ ０ ）いいえ，そうではなかった 

（ １ ）ほとんどそうではなかった。  

（ ２ ）はい，時々あった。     

（ ３ ）はい，しょっちゅうあった。  

 

 

 

5 はっきりした理由もないのに恐怖に襲われた。 

 

（ ３ ）はい，しょっちゅうあった。  

（ ２ ）はい，時々あった。      

（ １ ）いいえ，めったになかった。  

（ ０ ）いいえ，全くなかった。    

 

 

 

6 することがたくさんあって大変だった。 

 

（ ３ ）はい，たいてい対処できなかった。  

（ ２ ）はい，いつものようにはうまく 

対処できなかった。 

（ １ ）いいえ，たいていうまく対処した。  

（ ０ ）いいえ，普段通りに対処した。 

 

 

7 不幸せな気分なので，眠りにくかった。 

 

（ ３ ）はい，ほとんどいつもそうだった。  

（ ２ ）はい，時々そうだった。       

（ １ ）いいえ，あまり度々ではなかった。  

（ ０ ）いいえ，全くなかった。       

 

 

 

8 悲しくなったり，惨めになったりした。 

    

（ ３ ）はい，たいていそうだった。    

（ ２ ）はい，かなりしばしばそうだった。 

（ １ ）いいえ，あまり度々ではなかった。 

（ ０ ）いいえ，全くそうではなかった。 

 

 

 

9 不幸せな気分だったので，泣いていた。 

 

（ ３ ）はい，たいていそうだった。 

（ ２ ）はい，かなりしばしばそうだった。 

（ １  ）ほんの時々あった。 

（ ０ ）いいえ，全くそうではなかった。 

 

 

 

 

10 自分自身を傷つけるという考えが浮かんできた。 

 

（ ３ ）はい，かなりしばしばそうだった。 

（ ２ ）時々そうだった。 

（ １ ）めったになかった。 

（ ０ ）全くなかった。 

 

－116－

児
童
虐
待



質問票セット Ⅲ．赤ちゃんへの気持ち質問票  

 
名前                  

 
あなたの赤ちゃんについてどのように感じていますか？ 

下にあげているそれぞれについて，いまのあなたの気持ちにいちばん近いと感じられる 

表現に○をつけて下さい。 

 
 
 
1                  （ ０ ）   （ １ ）   （ ２ ）   （ ３ ） 
 
 
2                  （ ３ ）   （ ２ ）   （ １ ）   （ ０ ） 
 
 
 
3                  （ ３ ）   （ ２ ）   （ １ ）   （ ０ ） 
 
 
4                  （ ３ ）   （ ２ ）   （ １ ）   （ ０ ） 
 
 
5                  （ ３ ）   （ ２ ）   （ １ ）   （ ０ ） 
 
 
6                  （ ０ ）   （ １ ）   （ ２ ）   （ ３ ） 
 
 
7                  （ ３ ）   （ ２ ）   （ １ ）   （ ０ ） 
 
 
8                  （ ０ ）   （ １ ）   （ ２ ）   （ ３ ） 
 
 
9                  （ ３ ）   （ ２ ）   （ １ ）   （ ０ ） 
 
 
10                  （ ０ ）   （ １ ）   （ ２ ）   （ ３ ） 
 
 

 

ほとんどいつも 

強くそう感じる。 

たまに強く 

そう感じる。 

たまに少し 

そう感じる。 

全然 

そう感じない。 

赤ちゃんをいとしいと感じる。 

赤ちゃんのためにしないといけな

いことがあるのに，おろおろして

どうしていいかわからない時があ

る。 

赤ちゃんのことが腹立たしくいや
になる。 

赤ちゃんに対して怒りがこみあげ

る。 

赤ちゃんに対して何も特別な気持

ちがわかない。 

赤ちゃんの世話を楽しみながら 

している。 

こんな子でなかったらなあと思う。 

赤ちゃんを守ってあげたいと感じ

る。 

この子がいなかったらなあと思う。 

赤ちゃんをとても身近に感じる。 

出産日 平成  年  月  日 

記入日 平成  年  月  日 
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不明

１　虐待の継続 ○
２　年齢 ○
３　出産状況 ○
４　分離歴 ○

５　身体状況 ○

６　発育状態(身長・体重) ○

７　ケア等の状態 ○

８　健康状態 ○
９　発達状態 ○

10　親との関係 ○

11　情緒問題 ○

12　問題行動　　　 ○

13　虐待の認識度 ○

14　精神状態 ○

15　性格等の問題

16　依存症の問題

17　虐待歴 ○

18　被虐待歴 ○

19　妊娠状況 ○

20　子どもへの感情・態度 ○

21　育児(ケア)の問題 ○

22　家事の問題 ○

23　子どもを守る人的資源 ○

24　家庭内非虐待者の態度 ○

25　夫婦・家族関係　　 ○

26　経済状況 ○

27　居住状況 ○

28　相談できる人・機関 ○

29　援助協力度 ○

計 １２　　　　　　　　個 　　　　　　　９   　　　個 ５　　　　　個

(2) 乳幼児虐待リスクアセスメント指標

地域で孤立　親族と対立 少しサポートがある 援助あり

援助の拒否　家の中に入れない
問題意識がない

時により態度が変わる
協力する
SOSが適切に出せる

家
庭
・
環
境

断絶　混乱・対立　不和　暴力
家族の変化　　　　※３

夫婦間の不満　ひとり親家庭　親
との対立

該当なし

生活が経済的に苦しい
経済基盤が不安定

やや苦しい　計画性が乏しい 該当なし

不衛生、不適切な居住状況
転居を繰り返す

左記の傾向あり　時々あり 該当なし

子どもは在宅で虐待者がほとんどみている
子どもは在宅だが他にも養育者が
いる
保育所等社会資源の利用

常に他の養育者の目
がある

非虐待者がいない　虐待を認めない
傍観している

気づいているが子どもを守れない 子を守れる

養
育
状
況

子どもを拒否・受容がない　きょうだい間で
の不平等な扱い　体罰の容認

左記の傾向あり
気持ちはあるが一貫しないしつけ

該当なし

育児しない・できない　極度の不潔
医療を受けさせない

左記の傾向あり　育児知識の不足
事故防止・監督不十分　育児負担
あり

該当なし

衣食住に重大な問題がある
料理・清潔・家計のやりくりに問題
がある

該当なし

被虐待歴あり　愛されなかった思い なし
望まぬ妊娠 第１子若年出産 該当なし

ｱﾙｺｰﾙ、ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ等の問題あり
ｼﾝﾅｰ覚せい剤等乱用の疑い

なし

本児きょうだいへの虐待歴(不明含)
きょうだいの不審死

過去に説明の曖昧な怪我あり
虐待歴の疑いあり

なし

養
育
者

虐待行為を認めない
虐待行為を認めるが躾と言い訳する

虐待行為を認め、一定の改善がで
きる

虐待行為を認め、改
善ができる

精神症状による自傷他害がある
未治療・治療効果の上がらない疾患あり
 強いうつ及び強迫状態

左記の傾向あり
不安傾向あり

該当なし

衝動的　暴行歴あり　共感性欠如　　※２
左記の傾向あり
未熟(わがまま、依存的)

該当なし

無表情　よく泣く　視線が合わない
おびえ　不安　暗い　攻撃的　遊べない
感情ｺﾝﾄﾛｰﾙできず　誰にでもﾍﾞﾀﾍﾞﾀ

左記の傾向あり・時々あり 該当なし

拒食　過食　異食　自傷　多動　かみつく　　※１
弄便　遺糞　夜遺尿　盗み　徘徊　虚言
抜毛　性的言動

左記の傾向あり・時々あり 該当なし

月齢、年齢相当でない 月齢、年齢相当

あやしても笑わない　抱かれても反り返る
希薄(よそよそしい)　萎縮する　なつかない
服従する

左記の傾向あり・時々あり 該当なし

ケアされていない　放置
健診すべて未受診

左記の傾向あり・時々あり 特に問題なし

慢性疾患　身体障害あり 該当なし

骨折　頭腹部、顔面、性器の外傷
首を絞められる等重大な影響の危惧

小さい傷がある　たたかれている 該当なし

‐2SD以下または50％ﾀｲﾙ以上の低下 発育不良　成長発育曲線から低下 該当なし

多胎 低出生体重児 単胎

親子分離歴あり なし

評価項目 高いリスク 中くらいのリスク 低いリスクまたはリスクなし

子
ど
も

慢性 ときどき

2歳以下 3歳以上

保健分野の乳幼児虐待リスクアセスメント指標の使用方法

１ 重症度判断を行っておくこと
２ 高いリスク、中くらいのリスク項目が多いときは、虐待の通告を検討する。
３ 在宅援助を支援する場合は、親子の状況把握のために定期的に記入し、客観的に援助を評価していく。

※この指標は虐待の判断ではない 臨機応変なアセスメントが大切！

注意！
乳幼児虐待リスクアセスメント
指標の数に頼りすぎないこと！

虐待を機械的に判断するのではなく、保健師自身の感性による虐待を見る「目」を育てよう！
乳幼児虐待リスクアセスメント指標の項目を認識することにより、親子の背景なども理解しやすくなりますよ！

「身体状況」が
「高いリスク」の
場合は、虐待最
重度で分離が必
要な状態

「健診全て未受診」
は入院・疾病によ
る未受診は含まな
い。予防接種全て
未接種は含む。

ネグレクトは慢性の状態

長期入院、施設入所、
親以外の養育者など

保健師含めた支援機
関に対する協力度

両親の片方だけと
の対立も含む。

実際の収入の多寡に関
わらず判断する。

一人親家庭も含む

生活時間帯に虐
待者以外の大人
がいること。虐待
を止められるかは
問わない。

「子どもを拒
否・受容がな
い」は具体的
行動を指す言
葉でなく、主観
で記入可

「被虐待歴」は
養育者が主観
的にとらえてい
ることでよい。

子への対応より飲酒やギャン
ブルが優先するなど

精神症状による
自傷他害があ
る」は医療の有
無に関わらず養
育者の状態で判
断する。

「虐待行為を認め
ない」は、「傍観し
ている」「無視して
いる」等の消極的
荷担も含む。

「自傷」は頭を打ち付ける行為も含む。
「性的言動」は性的虐待のサインとして重要

「よく泣く」は虐待のきっかけとなることが多い。
「誰にでもべたべた」は安定していない人間関係により起こる行動と
考えられ、虐待による情緒問題として重要

高いリスクが12個以上（うち子どもに5個以上）のとき
は、重症度が重度であることが多い。

不明が多いと
きも、関係性
のとりにくさを
表し、重症度
が高いおそれ
がある。

回数や頻度は問わない。

「慢性疾患」
服薬の管理
や生活上の
配慮などを
必要とする
場合にチェッ
クする。

「無表情」は「あや
しても笑わない」も
含む。
「おびえ」は夜驚、
白昼夢、悪夢、過
度の警戒（凍りつ
いたような凝視）
「攻撃的」は乱暴、
反抗、激しい怒り、
いじめ、動物いじ
めたり玩具壊す。

※１2 問題行動

「拒食」ミルクを飲まないことも含む。

「過食」食べ方(ガツガツ食べる)や１回に食べる量が多い等も含む。

「異食」壁や土などを食べる。

「自傷」頭を壁やベッドに打ち付ける。指・手・腕を噛んだりする。

「弄便」自分の便を口に入れたり、壁になすりつける。

「遺糞」パンツの中に便をしてしまう。

「夜遺尿」夜尿がある パンツに尿を漏らしてしまう。

「不衛生・不適
切」水道、ガス、
電気がとめられ
ている、家中ご
みだらけなど

やりくりできない
借金あるのに通販や訪問販売
で無計画に購入する。

※２５ 夫婦・家族関係

「断絶」別居、単身赴任等夫婦間の交渉が全くない。

「混乱・対立」離婚等に至るときの緊張した状態

「不和」夫の育児参加や精神的サポートがない。

「暴力」は子どもに及んだり、暴力を見ることによる心

理的影響
「家族の変化」は同居者が増える、大家族から核家
族になるなど

食生活に重大な
問題がある、家
事が全く出来な
い。

※１５ 性格の問題
「衝動的」すぐイライラとし、カーッとなりやすく自制心を失うことがあ
る。すぐに手がでる。暴力的

「共感性の欠如」子どもが泣いたりしたとき、その意味をくみ取ろうと

していない、くみ取れない。子どもの要求を予測したリすることが出

来ない。子どもの発達に相応しない過度の要求をする。
「未熟・（わがまま、依存的）」自己中心的な行動をとる。子どもと対
等にTVゲームに等の取り合いをする(暴力的に奪う)等大人気ない
行動。ヒステリックな言動

「暴力」は子どもに及んだり、暴力を見る心理的影響

「家族の変化」は同居者が増える、大家族から核家族になるなど
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重症度：□最重度　　　□重度　　　□中度　　　□軽度　　　□疑い　　　　□左記の重症度に該当しない

不明

１　虐待の継続

２　年齢

３　出産状況

４　分離歴

５　身体状況

６　発育状態(身長・体重)

７　ケアなどの状態

８　健康状態

９　発達状態

10　親との関係

11　情緒問題

12　問題行動

13　虐待の認識度

14　精神状態

15　性格などの問題

16　依存症の問題

17　虐待歴

18　被虐待歴

19　妊娠状況

20　子どもへの感情・態度

21　育児(ケア)の問題

22　家事の問題

23　子どもを守る人的資源

24　家庭内非虐待者の態度

25　夫婦・家族関係

26　経済状況

27　居住状況

28　相談できる人・機関

29　援助協力度

その他大きい要因となっている状況（　                                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

引用文献：大阪府「保健師のための子ども虐待予防対応マニュアル」（平成20年３月）

援助の拒否　家の中に入れない
問題意識がない

時により態度が変わる
協力する
SOSが適切に出せる

計 個 個 個

不衛生、不適切な居住状況
転居を繰り返す

左記の傾向あり　時々あり 該当なし

地域で孤立　親族と対立 少しサポートがある 援助あり

非虐待者がいない　虐待を認めない
傍観している

気づいているが子どもを守れない 子どもを守れる

家
庭
・
環
境

断絶　混乱・対立　不和　暴力
家族の変化

夫婦間の不満　ひとり親家庭　親との
対立

該当なし

生活が経済的に苦しい
経済基盤が不安定

やや苦しい　計画性が乏しい 該当なし

衣食住に重大な問題がある
料理・清潔・家計のやりくりに問題があ
る

該当なし

子どもは在宅で虐待者がほとんどみてい
る

子どもは在宅だが他にも養育者がいる
保育所等社会資源の利用

常に他の養育者の目がある

望まぬ妊娠 第１子若年出産 該当なし

養
育
状
況

子どもを拒否・受容がない　きょうだい間で
の不平等な扱い　体罰の容認

左記の傾向あり
気持ちはあるが一貫しないしつけ

該当なし

育児しない・できない　極度の不潔
医療を受けさせない

左記の傾向あり　育児知識の不足　事
故防止・監督不十分　育児負担あり

該当なし

本児きょうだいへの虐待歴(不明含)
きょうだいの不審死

過去に説明の曖昧な怪我あり
虐待歴の疑いあり

なし

被虐待歴あり　愛されなかった思い なし

衝動的　暴行歴あり　共感性欠如
左記の傾向あり
未熟(わがまま、依存的)

該当なし

ｱﾙｺｰﾙ、ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ等の問題あり
ｼﾝﾅｰ覚せい剤等乱用の疑い

なし

拒食　過食　異食　自傷　多動　かみつく
弄便　遺糞　夜遺尿　盗み　徘徊　虚言
抜毛　性的言動

左記の傾向あり・時々あり 該当なし

養
育
者

虐待行為を認めない
虐待行為を認めるが躾と言い訳する

虐待行為を認め、一定の改善ができる 虐待行為を認め、改善ができる

精神症状による自傷他害がある
未治療・治療効果の上がらない疾患あり
 強いうつ及び強迫状態

左記の傾向あり
不安傾向あり

該当なし

あやしても笑わない　抱かれても反り返る
希薄(よそよそしい)　萎縮する　なつかない
服従する

左記の傾向あり・時々あり 該当なし

無表情　よく泣く　視線が合わない
おびえ　不安　暗い　攻撃的　遊べない
感情ｺﾝﾄﾛｰﾙできず　誰にでもﾍﾞﾀﾍﾞﾀ

左記の傾向あり・時々あり 該当なし

慢性疾患　身体障害あり 該当なし

月齢、年齢相当でない 月齢、年齢相当

‐2SD以下または50％ﾀｲﾙ以上の低下 発育不良　成長発育曲線から低下 該当なし

ケアされていない　放置
健診すべて未受診

左記の傾向あり・時々あり 特に問題なし

親子分離歴あり なし

骨折　頭腹部、顔面、性器の外傷
首を絞められる等重大な影響の危惧

小さい傷がある　たたかれている 該当なし

子
ど
も

慢性 ときどき

2歳以下 3歳以上

多胎 低出生体重児 単胎

乳幼児虐待リスクアセスメント指標
対象は就学前乳幼児。養育者は虐待者、非虐待者の両方。リスクの該当項目にすべて○をつける。○がついた項目のうちでより高いリスクの項目を評価し、項目欄の左欄に○
をつける。把握できない場合は不明欄に○を、児の状態等で記入できない項目は非該当とし空欄のままにする。リスクが中くらい以上の項目が多いときは虐待の重症度が高い。
不明の項目が多いときも重症度が高いおそれがある。

評価項目 高いリスク 中くらいのリスク 低いリスクまたはリスクなし

氏名： 記入者：　　　　　　　     　（所属　　     　     　　　　　） 記入回数：　　　　　　　  　　　　　　　回目

受理：　　       　　年　　       　月　　       　日 関わり開始：　　   　　  　年　　      　月　　      　日 記入日：　     　　年　   　  　月　　     　日
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項目 状況 内容(具体例)

□保護を求めている 差し迫った事情が認められ、子ども自身が保護、救済を求めている。

□不自然なケガやアザ
□理由が把握できない

複数新旧の傷やアザ、骨折、打撲傷、入院歴、乳幼児揺さぶられ症候群
(※シェイクンベイビーシンドローム） 入院加療が必要等な状態

□低栄養を疑わせる症状
低身長、低体重（※-2DS以下）、栄養失調、衰弱、脱水症状、医療放棄、治
療拒否※特に乳児は注意を要する。

□性的被害 性交、性行為の強要、妊娠、性感染症に罹患している。

□自殺未遂 自殺を企てる、ほのめかす。

□不自然な長期の欠席 長期間全く確認できない状況にある、家庭訪問の際会ったことがない。

□ケガを隠そうとする 話をしない、一貫しない説明、脱衣の拒否、夏に長袖

□異常に食欲がある 給食などむさぼるように食べ、際限なくおかわりをする、異食

□強い不安 衣類を着替える際など異常な不安をみせる。

□突然の行動の変化 ボーッとしている、話をしなくなる、鬱々とする。

□治癒しないケガ、虫歯 治療をしていないため治癒しない、治療が不自然に遅い。

□繰り返される症状 膀胱炎症状の反復、尿路感染や膣炎（性的虐待を疑う）

□繰り返される事故 不自然な事故が繰り返し起きている。

□性的興味が強い
年齢不相応な性知識、自慰行為、他児の性器を触る、自分の性器を
みせる。

□過去の介入歴 複数の通告、相談歴、一時保護歴、施設入所歴、入院歴がある。

□保護者への拒否感 恐れ、おびえ、不安を示す、大人に対しての執拗な警戒心がある。

□抑制的な行動が強い 無表情、凍り付くような凝視がある。

□恒常的な不衛生 不潔な衣服、異臭、シラミなどによる湿疹が多くみられる。

□攻撃性が強い いじめ、動物虐待、他児への暴力

□孤立 友達と一緒に遊べなかったり、孤立する。

□体調の不調を訴える ※不定愁訴、反復する腹痛、便通などの異常

□睡眠の障害 夜驚、悪夢、不眠、夜尿（学童期以降に発現する夜尿は注意）

□不安 暗がりやトイレを怖がるようになる。

□過度の甘え行動が強い
年齢不相応な幼稚さ、担任などを独占したがるなど、過度のスキン
シップ

□丁寧すぎる態度 年齢不相応の言葉遣い、態度、過剰適応

□性的関心が高い 豊富な性知識、性体験の告白、セクシーな雰囲気

□性的逸脱 不特定多数を相手にした性交渉、性的暴力、性的いじめ

□精神的に不安定である 精神的、情緒的に不安定な言動がある。

□反社会的な行動（非行） 深夜徘徊、喫煙、窃盗、シンナー吸引、不純異性交遊

□嘘が多い 繰り返し嘘をつく、空想的言動が増える。

□養育者の態度を窺う様子
養育者の顔色を窺う、養育者の意図を察知し行動、養育者と離れる
と笑顔をみせる。

※本チェックリストは地域、学校、保健、医療などに共通する項目を示している。

※『-2SD以下』：標準成長曲線に示される値（SD=標準偏差） -2SDは出現率２．３％の低い値
※『不定愁訴』：からだのあらゆる部分のだるさ、気持ち悪さなど、違和感の持続的訴え。家庭の不和、
　悩みなどの心理的要因が背景にある場合がある。

児童虐待早期発見のためのチェックリスト

緊急に支援
が必要

虐待の疑い
がある

虐待の視点
を持つ必要
のあるもの

※『乳幼児揺さぶられ症候群』:脳の成長が未成熟な乳幼児を激しく揺さぶり､衝撃を与え頭蓋内出血や
　脳の断裂を起こすこと。厚生労働省制作『赤ちゃんが泣きやまない(DVD)』参照

子
ど
も
の
様
子

子ども、養育者、家庭の様子について、それぞれ『緊急に支援が必要』『虐待の疑いがある』『虐待の視点を持つ

必要のあるもの』に分類し、チェック項目を示しています。『緊急に支援が必要』については、特に注意が必要な項

目として児童相談所への通告を考えて下さい。ここに示してある項目は、虐待以外の理由よっても起こりうるもの

も含まれていますが、虐待の原因、兆候であったり、虐待の影響として起こる可能性が高い事項なので、注意深く

見守って下さい。
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項目 状況 内容(具体例)

□子どもの保護を求めている 差し迫った事情が認められ、子どもの緊急の保護を求めている。

□生命に関わる危険な行為
頭部打撃、顔面打撃、首締め、シェイキング、道具を使った体罰、逆
さ吊り、戸外放置、溺れさせる。

□性的虐待 性器挿入に至らない性的虐待も含む。

□養育拒否の言動 『殺してしまいそう』『叩くのを止められない』など差し迫った訴え

□医療ネグレクト
診察、治療が必要だが受診しない、個人的な考えや心情などによる
治療拒否

□放置 乳幼児を家に置き外出、車内に置き去りにする。

□養育能力の著しく低い 著しく不適切な生活状況となっている。

□子どもを監禁 継続的な拘束、監禁、登校禁止

□虐待の認識、自覚無し 『しつけとして行っている』と主張し、罪悪感がない。

□子どものケガの不自然な
□説明

一貫しない説明、症状とは明らかな食い違い、詐病（※代理による
ミュンヒハウゼン症候群）

□偏った養育方針（しつけ） 体罰の正当化、非常識な養育観がある。

□子どもへの過度の要求 理想の押しつけ、年齢不相応な要求がある。

□育児への拒否的な言動 『かわいくない』『憎い』など差別的言動がある。

□ＤＶがある 激しい夫婦間暴力の繰り返しが認められる。

□子どもへの愚弄（ぐろう） 繰り返し自分の子どもを愚弄する。

□きょうだいとの差別 きょうだいに対しての差別的な言動、特定の子どもへの拒否がある。

□必要な支援の拒否 養育者自身の治療拒否、必要な社会資源の活用拒否

□精神状態 うつ的、不安定、妊娠・出産のストレス、育児ノイローゼがある。

□性格的問題 一方的被害感、偏った思い込み、衝動的、未熟である。

□攻撃性が強い 一方的な学校などへの避難、脅迫行為、他児の養育者との対立

□交流の拒否 行事などへの不参加、連絡を取ることが困難

□アルコール、薬物等の問題 現在常用している、過去に経験がある、依存性が高い。

□ライフラインの停止等 食事がとれない､電気、水道、ガスが止まっている。

□異常な音や声 助けを求める悲鳴、叫び声が聞こえる。

□家族が現認できない 家庭の状況が全く分からない。

□継続的な夫婦間の問題 日常的に夫婦間の口論、言い争いがある。

□不衛生 家中ゴミだらけ、異臭、シラミがわく、放置された多数の動物がいる。

□経済的な困窮 頻繁な借金の取り立てがある。

□確認できない長期の不在 原因不明の長期の留守、夜逃げの可能性がある。

□近隣からの孤立 近隣との付き合いを拒否されたり、非難されている。

□家族間の暴力、不和 家族、同居者の間に暴力、不和がある。

□頻繁な転居 理由の分からない頻繁な転居がある。

□関係機関に拒否的 理由なく関わりを拒否する。

□子どもを守る人の不在 日常的に子どもを守る人がいない。

□生活リズムの乱れ 昼夜逆転など生活リズムが乱れている。

□乳幼児 就学前の幼い子ども

□子どもの育てにくさ 子どもの生来的な気質などの育てにくさ

□子どもの問題行動 盗み、虚言、他害、自傷行為がみられる。

□生育上の問題 未熟児、慢性疾患、しょうがい、発育、発達の遅れ

□複雑な家族構成 親族外の同居人や、不安定な婚姻状況

□きょうだいが著しく多い 無計画な出産による多子

□養育者の生育歴
養育者が虐待された経験がある。何らかの心理的な外傷を持って
いる。

□養育技術の不足 知識不足、家事・育児能力が低い。

□養育に協力する人の不在 親族や友人などの養育支援、協力者が近くにいない。

□望まない妊娠、出産 予期しない妊娠･出産、祝福されない妊娠・出産

□若年の妊娠、出産 親としての自覚、心構えのない出産

緊急に支援
が必要

虐待の疑い
がある

養
育
者
の
様
子

虐待の視点
を持つ必要
のあるもの

※『代理によるミュンヒハウゼン症候群』:子どもに不必要な、あるいは有害な薬などを飲ませて、
　子どもに不自然な症状を頻回に出現させる。

緊急に支援
が必要必要

虐待を疑わ
せるもの

虐待の視点
を持つ必要
のあるもの

家
庭
の
様
子

そ
の
他

虐待のリス
クを高める

要因
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